
1 

１ 会 議 名 決算特別委員会（第２日） 

 

２ 開催日時 令和７年 10 月８日（水） 午前 10 時 00 分～午後４時 57 分 

 

３ 会  場 高浜市議場 

 

４ 出 席 者  １番 橋本 友樹、  ２番 荒川 義孝、  ５番 野々山 啓、 

６番 今原ゆかり、 ７番 福岡 里香、 ９番 長谷川広昌、 

10 番 北川 広人、 11 番 鈴木 勝彦、 12 番 柴口 征寛、 

13 番 倉田 利奈、 14 番 黒川 美克 

オブザーバー 

議長（３番）神谷 直子 

 

５ 欠 席 者  なし 

 

６ 傍 聴 者  一般１名 

 

７ 説明のため出席した者 別紙のとおり 

 

８ 職務のため出席した者 議会事務局長 書記２名 

 

９ 付託案件 

議案第 57 号 令和６年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

認定第 １号 令和６年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ２号 令和６年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ３号 令和６年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ４号 令和６年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ５号 令和６年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ６号 令和６年度高浜市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
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認定第 ７号 令和６年度高浜市水道事業会計決算認定について 

認定第 ８号 令和６年度高浜市下水道事業会計決算認定について 
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（令和７年 10 月８日）                            別 紙 

 

７ 説明のために出席した者 

市長 杉浦 康憲   副市長 深谷 直弘   教育長 岡本 竜生 

 

企画部長       野口 恒夫 

総合政策ＧＬ     榊原 雅彦        総合政策Ｇ主幹  原田 優 

秘書人事ＧＬ     京極 昌彦        ＤＸ推進ＧＬ   東  文彦 

総務部長       杉浦 崇臣 

行政ＧＬ       久世 直子        財務ＧＬ     平川 亮二 

市民部長       岡島 正明 

市民窓口ＧＬ     神谷 直子 

経済環境ＧＬ     都築 真哉        経済環境Ｇ主幹  神谷 英司 

税務ＧＬ       西口 尚志 

福祉部長       竹内 正夫 

地域福祉兼共生推進ＧＬ        岩崎 和也        地域福祉Ｇ主幹  角谷   権 

介護障がいＧＬ      藤  克幸        福祉まるごと相談ＧＬ  野口 真樹 

健康推進ＧＬ     中川 幸紀        健康推進Ｇ主幹  鈴木美奈子 

こども未来部長    磯村 順司 

こども育成ＧＬ    板倉 宏幸        文化スポーツＧＬ 鈴木 明美 

都市政策部長     杉浦 睦彦 

土木ＧＬ       島口  靖        都市計画ＧＬ   村松 靖宣 

防災防犯ＧＬ     亀井 勝彦        上下水道ＧＬ   大村 智康 

学校経営ＧＬ     清水  健        学校経営Ｇ主幹  小嶋 俊明 

会計管理者      山下 浩二 

監査委員事務局長   東條 光穂 
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10 会議経過 

 

 委員長挨拶 

 

委員長 ただいまの出席委員は全員であります。 

よって、本委員会は成立いたしましたので、これより会議を開きます。 

ただいまより、一般会計、５特別会計、並びに議案第 57 号及び２企業会計についての質疑を

行います。 

なお、質疑に当たりましては、一般会計は初めに全体にわたる質疑を行い、その後、歳入、歳

出ともに款ごとに行ってまいります。特別会計及び企業会計につきましては議案ごとに、特別会

計に当たっては歳入歳出一括にて、企業会計に当たっては収入支出を一括にて質疑を行います。

議案第 57 号は関連上企業会計と一括議題として質疑を行います。 

なお、委員会の円滑なる運営のため、質疑においては３から４問にまとめて行っていただくと

ともに、数字のみを確認する質疑、軽微な内容のみの確認及び要望、ほかの委員との重複は避け、

発言は議案の範疇を超えないよう簡潔明瞭にお願いいたします。特に、簡潔明瞭、ここは委員並

びに当局のほうにお願いいたします。 

また、質疑に当たっては、主要施策成果説明書または決算書等のページ数及び款、項、目、節

等を示し、御発言いただきますようお願いいたします。 

なお、発言時のマイク操作につきましては、事務局でスイッチの切り替えを行います。 

質疑漏れ等につきましては、一般会計の質疑終了後と特別会計並びに議案第 57 号及び２企業

会計の質疑終了後に許可することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり 

 

委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

また、休憩中等に当局の説明員が席を移動する場合がありますので、御了承願います。 
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《議 題》 

認定第１号 令和６年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について 

委員長 まず、一般会計全体に関する質疑を許します。 

問（11） それでは、市政クラブを代表して６年度の決算の質問を全般的なところの質問をさせ

ていただきます。決算に当たりまして、財政担当としてはどのような評価をされたのかお聞きし

たいと思います。 

答（総務部） では、６年度の決算の評価というところでございますが、まず歳入では、市税収

入が対前年度比約６億 2,000 万円の増加となったことや、長寿命化改良工事の実施により、市債

は約２億 3,000 万円の増加となるなど、過去２番目となる総額約 210 億円となりました。 

また歳出では、扶助費が対前年度比約７億 9,000 万円の増加、物件費が約２億 3,000 万円の増

加となるなど、歳入同様、過去２番目となる総額約 202 億円となりました。また、財政の硬直化

を表す経常収支比率は 91.3％で対前年度比では 6.3 ポイント改善をいたしました。また、経営状

況を表す大切な基準であります実質単年度収支につきましては、４億円余りの黒字となりました。

財政の健全化を判断する財政健全化比率につきましては、４つの指標の全てが法律で定められた

早期健全化基準を下回ったものの、実質公債費比率は 4.1％、対前年度比 1.2 ポイントのプラス

となり、将来負担比率は 37.1％、対前年度比 8.3 ポイントのプラスとなっております。 

基金につきましては、６年度末で公共施設等整備基金は約１億円で対前年度末と比較して約１

億 5,000 万円の減少、財政調整基金は約 16 億 7,000 万円で対前年度末と比較して 5,500 万円の

増加となっております。 

これらの結果からも、令和６年度は一時的な市税収入の増加により、数値上は維持できたもの

の実質的には非常に引き続き大変厳しい財政運営になったと考えております。しかしながら、厳

しい財政運営におきましても、子育て、教育環境の整備のほか、ＤＸの推進、エネルギー・食料

品価格等の物価高騰の影響を受ける中、各家庭への必要な経済的支援の実施、高取小学校及び吉

浜小学校の長寿命化改良工事の実施をはじめとした公共施設総合管理計画の進捗など重点施策

には必要な財源を確保し、実行できたものと考えております。 

問（11） 今、総務部長のほうからお話をいただきまして、６年度も大変厳しい状況の中を当局

の皆さん方が知恵を絞り、本当に頑張っていただいた功績は本当に素晴らしいものがあるかなと

思いますけども、今後、厳しい財政運営が続くと思いますけども、これ以上に何か対策があるの

かお聞かせ願いたいと思います。 
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答（総務部） 改善策、対策ということですが、現在の社会情勢に伴う原油価格、物価高騰の影

響のほか、人件費、物件費や社会保障費の増加が見込まれるなど、今後の見通しはさらに不透明

となってまいります。税収の減など最悪の状態を見据え、歳入歳出両面からの改善への取組が必

要であるというふうに考えております。 

一般質問でも申し上げさせていただきましたが、まず歳入面では国県補助金の活用、歳出面で

は経常的な経費を見直していくことにまずは注力をしていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

問（５） 主要施策成果説明書の 16 ページ、一般会計性質別歳出内訳表を拝見しますと、歳出

全体に占める人件費の割合が比較的抑えられているように感じられます。こうした状況について、

市として何か特段の工夫や取り組まれている方針がございましたら、差し支えない範囲で教えて

いただければと思います。 

答（秘書人事） 先ほどの人件費の増減の抑えられてる理由につきまして、要因といたしまして

は、当市におきましては窓口のアウトソーシングや指定管理など職員の数を少数で最大効果が上

げられるようにやっておりますので、そういった結果によって、このように人件費が抑えられて

いることは要因として考えられます。 

問（13） 実質単年度収支、これ決算カードによりますと４億 4,970 万 9,000 円となっています。

これは、令和６年度３月補正で法人市民税が６億 3,000 万円計上されたことにより、プラスにな

ったと思います。そして、この６億 3,000 万円がなければ、実質単年度収支はマイナスで赤字で

あったということはこれまでも主張してきましたが、そのような認識で間違いないでしょうか。

まずそこを押さえたいと思います。 

答（財務） 今、決算カードのお話で、普通会計で積算されておりますけれども、一般会計にお

いても実質単年度収支は４億 918 万ということですので、委員言われるとおり、歳入の法人市民

税６億 3,000 万円をなかったときには差し引くとマイナスになるということで、実質単年度収支

はマイナスになってたというふうになります。 

問（13） 令和７年３月議会の長谷川議員の一般質問によると、当時の財務リーダーが実質収支

は言わば地方公共団体の純剰余、また純損失を意味するものでございまして、実質収支に示され

る黒字または赤字は財政運営の状況を判断する重要なポイントであると認識していると答弁さ

れております。実質収支は、全ての歳入から全ての歳出を差し引いて、なおかつ翌年に回すお金、

翌年の繰越財源を差し引いた本来のお金の残高になりますが、財政調整基金の取崩し及び来年度
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への積立ても入れてのこれ計算になるんですね。令和６年度は財政調整基金を２億 174 万 8,000

円、そして基金総額としては５億 2,873 万 6,687 円取り崩しておりまして、そうなると結局実質

収支がマイナスになるってことはあり得ません。よって、私はやはり実質単年度収支、いわゆる

その年度に入ってきた収入とその年度に使った支出の差額がまず私は大事であると考えるんで

すけど、市長に対してこれどういうお考えなのか、そこら辺の考えをちょっとお聞かせいただけ

ればなと思うんですけど。 

答（財務） 今、言われた実質単年度収支については、委員おっしゃられるとおり、実質収支の

額から前年度の実質収支や積立金の額、積立金の取崩しの額も踏まえた決算後の実質単年度収支

で、文字のごとく実質を表す数字ですので、財政担当としても実質単年度収支は重要な指標だと

思っております。 

問（13） 令和６年度のこの３月補正で法人市民税の６億 3,000 万円がなければ、財政調整基金

は幾らになっていたと試算されますでしょうか。 

答（財務） 試算はしておりませんが、単純計算でいくと令和６年度末の財政調整基金残高は 16

億でしたので、６億 3,000 万の法人市民税の減収を差し引くと約 10 億円になってたと思われま

す。 

問（13） 今のって基金全体じゃないですかね、10 億。違うんですか。財政調整基金だけですか

ね。私は財政調整基金だけでいくと２億 5,800 万円ほどになっちゃうのかなと思うんですけど、

後でも結構です、そちらは。 

 

 「委員長、財務グループ。」と発声するものあり。 

 

委員長 後でいいですよ。 

問（13） 地方債の残高、債務負担行為等の金額ということでございますけど、そういった先々

の見通しにつきましては、現在の長期財政計画をもって、先々令和 40 年度までの見通しをもっ

てお示ししているものでございます。なお、この長期財政計画の推計におきましては、基金の残

高も令和６年から８年、財調が 10 億円を切るというところでございますが、枯渇することなく

財政運営を行っていけるものと推計しているところ、と昨年の決算特別委員会で答弁がございま

したが、６年度決算においても私は枯渇していた可能性が否めないことから、昨年度同様に枯渇

することなく財政運営を行っていけるのかなという心配があるんですけど、そのあたりはいかが
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でしょうか。 

答（財務） 令和６年度決算を反映した長期財政見通しは、今現在作業中でございます。作成が

できましたら議員の皆様に御報告をさせていただきたいと思います。 

問（13） ということは、いわゆる今、全然、試算中なので枯渇するかどうかも今のところは全

く見通しも立てていないというところでしょうかね。 

今回、地方債現在高と債務負担行為額を合わせた金額っていうのが、令和６年度とうとう 180

億円超えたんですね、高浜市。私はこれまでも地方債現在高と債務負担行為額を合わせた金額に

ついては非常に高いということを指摘してきました。これについては、やはり財政の研究者であ

る専門家からも当市は非常に高いと指摘された経験がございます。この件についての高浜市とし

てのお考えと、あと愛知県下においてこのように高い自治体が本当にあるのかなっていうところ

で、近隣市を見ますとなかなかちょっと財政規模においては高浜市非常に高いかなと思うんです

けど、そのあたりを教えていただきたいと思います。 

答（財務） まず、地方債残高の話と債務負担行為の額が大きいという話、決算カードを見られ

ての御質問かと思いますが、地方債なり債務負担行為自体は、例えば地方債でいきますと、今後、

建設した建物の行政サービスを受けるだとか、後年度にもやっぱり行政サービスを受けるという

ことで負担していただくということで地方債で現年度の世代だけではなくて後年度の世代も受

けるというような機能があります。債務負担行為も来年度以降の行政サービスを確約というのか

契約等で決めていくものですので、必要に応じて地方債を活用する債務負担を設定して契約して

いくということは行政サービス上必要なことかなと思います。ただし、これが大きくなりすぎる

と、逆な見方で言われると将来負担の比率に跳ね上がってくる、跳ね返ってくることになります。 

委員長 財務グループ、簡潔に。 

答（財務） 地方債務負担行為が大きくなりすぎるということは問題だと思っております。 

続きまして、地方債残高、債務負担行為の県内の比率、順位ですけど、まず愛知県下において

地方債現在高については高い順で申し上げますと 30 番目、下から数えると７番目。債務負担行

為額については 14 番目、下から数えると 23 番目となります。地方債現在高と債務負担行為額の

合計で比較しますと高い順で 26 番目、下から数えると 11 番目ぐらいになります。その代わり標

準財政規模で比較すると全然順位が変わってくるかなと思いますので、単純に額で順位付けする

とこういった額、順位になるということです。 

問（13） やはり財政規模が全然自治体ごとに違いますので、１人当たりとかそういう形で今後
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は検討していただけると分かりやすいかなと思います。 

基金はやはり財政調整基金だけではなく、目的を持って計画的に積立てを行い将来に備える目

的基金っていうのも重要かと思います。財政調整基金が少なくても、ほかの基金をしっかりと積

み立てている自治体もありました。目的基金を含む高浜市の積立金現在高が 18 億 8,996 万 5,000

円となっていました。私の調査によると、この基金積立金現在高は、先ほど単純に順位で言って

いただいたんですけど、これ、人口１人当たりというふうに換算しますと、これ３万 8,538 円と

なり、これは県下の 37 市の中で最下位である豊橋市、最下位がこれ豊橋市だったんですね。豊

橋市が３万 8,446 円だったんですね。それに次ぐ金額なんですね。いわゆるブービーみたいな感

じなんですけど。 

これ私のこの認識っていうのが正しいのかっていうことと併せて、この現状についてどのよう

に捉えられているのか教えてください。 

答（財務） 基金残高の各種の順位付け、豊橋市さんが最下位で下から２番目が高浜市というの

は認識のとおりでございます。ですので、37 市中 36 位ということですので、基金残高としては

低い状況になりますので確保に努めてまいりたいと思います。 

問（13） 財政調整基金というのは自治法に基づけば、前の吉岡市長がおっしゃるように財源を

調整するためのものです。ちょっと今から答弁読むんですけど、昨年、財政調整基金の取崩しに

当たりましては、財政調整基金の設置及び管理に関する条例の６条に基づきまして、財源が不足

する場合における財源調整として活用しているところでございます、と令和７年３月議会の長谷

川議員の一般質問で答弁があったんですけど、この高浜市の財政調整基金の設置及び管理に関す

る条例の６条によると、経済不況による税収減や大規模災害などの不測の事態が起きた際に不足

する財源を補填するために取り崩すとされてるんですね。これ毎年高浜市取り崩してるんだけど、

これ経済不況や大規模災害があるわけでもなく、漫然に取り崩していると思っております。いわ

ゆる財政調整基金というのはある程度やはりうちだったら 10 億円なのか 20 億円なのかそこまで

は積む必要があるけど、やはりそうでないものに対しては、税金を納めた人に対してきちんと市

民サービスとして還元するっていうことも必要かと思うんですね。いわゆるこの６条に即した私

は取崩しでは今ないと思うんですけど、この点についてのお考えについてもお聞かせください。 

答（財務） 財政調整基金の設置及び管理に関する条例で第６条で処分についての規定がありま

して、第１号では経済事情の変動等の財源が著しく不足する、第２号では災害の話が規定され、

第３号に最後、緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費で、最後
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にその他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるときという規定もございますので、

法人市民税とかの件については経済事情の変動等により著しく不足したっていうのは該当する

と思います。通常の補正予算で財源調整しているものについては、その他やむを得ない理由によ

り生じた経費の財源に充てるためというところの規定に当てはめて、補正予算で基金の繰入れを

しているところでございます。 

問（13） なかなか納得できないんですけど。 

職員の人件費について先ほど野々山議員が抑えられているということでおっしゃってたんで

すけど、これ人件費が先ほどおっしゃってるように歳出総額に対する 11.1％ということなんです

よね。これ私の調べによると、職員数 222 名で職員１人当たりの人口、人口というのがあるんで

すね。これが 221 名だと思うんですね。これ調べると、先ほどの県下 37 市の中で最下位です。

いわゆる１人当たりの人口が多いってことですね、職員１人当たりの。いわゆる少ないってこと

なんですね。これ以前からも申し上げてるんですけど、職員１人当たりの人口が 200 名を超えて

るっていう自治体、市は愛知県にまずありません。それから、最下位から２番目の自治体いわゆ

る 36 位の自治体が北名古屋市になって、ここが職員１人当たりの人口が 179 人。 

委員長 倉田委員。簡潔明瞭に質疑をしてもらってもいいですか。分かりやすく。 

答（13） いや、思いを言わないとどんな質疑の答弁なのか分かんないんで… 

委員長 思いもいいんですけど、いろいろ皆さん時間の日程もあるので、しっかり的を絞って簡

潔明瞭にお願いできるとありがたいですけど。 

問（13） 断トツでこれ職員数が少ないというふうに私認識してるんですけど、そのあたりの高

浜市の見解、先ほどは抑えられてる理由はおっしゃったんだけど、これだけ少ないということに

対しての認識はどのようでありますでしょうか。 

答（秘書人事） 先ほどの答弁でも申し上げさせていただいたんですけれども、ほかの市につき

ましては、先ほどアウトソーシングや指定管理をしているようなところも職員が対応しています

ので、職員数はそちらと比べれば当市については少なくなっているものと考えます。 

問（13） アウトソーシングや指定管理での職員というのは、災害時には動いていただけない。

そうなってくるとやはり、新市長が災害が… 

委員長 13 番、倉田委員。一般会計の全体に係る令和６年度の決算をやってるので、また個別に

その辺は… 

答（13） いや、個別ではありません。 
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委員長 …やるところがあると思うので、ここは全体のことなので、令和６年度決算と絡めてお

願いしたいと思います。 

問（13） ですから、アウトソーシングや指定管理ではなくて、職員数が少ないということが私

は問題じゃないかということを定義させていただいているので、特に災害時ですね。新市長、災

害時対応に今後力を入れるということですので、そのあたりのお考えをお聞かせいただきたいと

いうところです。 

 

不規則発言あり 

 

委員長 不規則発言はやめてもらえますか。 

答（副市長） この件については、過去の倉田議員の一般質問でもお答えをしております。職員

が例えば人口の半分ぐらい職員がおれば、災害時に非常に役立ちますか。人だけあれば災害が回

避できますか。そうじゃないですよね。多くの場合は、日常を職員の数を抑えて、なるべく最大

のサービスをする。うちの職員は胸を張って一生懸命やってますよ、少ない人数の中で。少しで

も効率よくやろうということで、そういう部分で私どもは考えております。 

問（13） 効率よくやるっていうことは一つの考え方であると思いますけど、ただ災害時には私

はこの人数では全く足りないと思っております。それから私は効率よくよりも普段… 

委員長 倉田委員、質疑をお願いしてもいいですか。 

問（13） 災害時にはこれでいいという考えで、今の副市長でいくとそういう考えでいいという

考えでしょうか、考え方を聞いてるんですね。 

委員長 質疑をしてもらってもいいですか。令和６年度一般会計全体の話で。 

問（13） だから質問してるじゃないですか。聞いてください。だから私は災害時でもこの職員

数でいいってことですねっていうことを聞いてるじゃないですか。聞いてください。 

答（副市長） だから先ほども言いましたけど、災害が起きたときに人数が多ければ災害が全て

回避できますかって私聞いてるじゃないですか。それと一緒ですよ。だから我々は今の人数の中

で最大限に災害に対応していくだけの備えをきちんとしていくと。それは今、新市長もおっしゃ

って見えるのは、南海トラフのときにやはり市民一人一人もきちんと災害に対する備えをしてく

ださいと、一緒にやっていきましょうというそういうメッセージを出されてるじゃないですか。

別にだから人数が少ないから災害は大丈夫ですかって話じゃなくて、我々は今の人数できちんと
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対応してまいります。 

問（13） 新市長がこのような財政を行ってきたことに対して、私の議員としての責任を一般質

問でお聞きしましたところ、御自分の判断に間違いがなかったというような御答弁だったんです

けど、ここまで市の財政が悪化した理由につきましても、いわゆる物価高騰と公共施設の再配置、

この２つを挙げられてるんですけど、そのような考えで特に何が原因とかそういうことはないっ

ていうことなんでしょうか。 

答（市長） 今の質問がちょっと意図がよく分かりませんけど、残念ながら僕が市長になったの

はこの９月９日からなので、今のこの決算で行ってきた議案というのは私が提案したものではな

いので議員としては賛成したということです。 

答（総務部） 今、倉田委員が物価高騰と公共施設の関係だということを言われましたが、あと

もう一つ申し上げるとすれば、扶助費が右肩上がりで上がっているとその３つが大きな原因かな

というふうに思っております。 

問（13） 扶助費も上がっていることはたしかなんですけど、扶助費はやはり金利も上がってま

す。それから物価高騰による影響もすごくどこも受けてます。私はやはり今回資料要求で頂いた

決算カードを見たところ、近隣自治体の決算カードもざっと見させていただきました。そういう

中でやはり一番厳しいというか、もう厳しいを通り過ぎてるなっていうところなんですよね。や

はりそこは何でそうなっちゃったのかっていうところは、きちんと総合的にも検証する必要があ

ると思うんですけど、そのあたりはされるのかなと思うんですけど、先ほど総務部長がいろんな

数字を持っていろいろおっしゃったんですけど、全体的にやはり総括をして何が原因だったのか

結局その物価高騰とかはもうどこも一緒なので、そうじゃない部分について当市として何が問題

だったのかなっていうとこを検証していただきたいなと思うんですけど、そのあたりはいかがで

しょう。 

答（総務部） 先ほどから申し上げたように、公共施設の長寿命化改良等そういったところも非

常にやっぱり大きな原因かなというふうには思っております。それは他の自治体に先駆けて、本

市はそういうふうに取り組んできた、そこもあります。ただ、やはりこれだけ財政のほうが厳し

くなってきている中で、やはりそこの公共施設の推進プラン、そこを今後少し見直していく。そ

こにやっぱりまずメスを入れていく必要があるのかなというふうには考えております。 

問（13） 公共施設は私すごく大事だと思ってます。そこがやはり各自治体でいろいろメニュー

変えれるというか財政を動かせる部分になるかと思うんですけど、やはりそういう中で、今まで
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は複合化に対する検証はしないと、面積は減ったけど金額的なところの検証はしていただけなか

ったんですよね。だからそういう面でもやはり大きく変える必要があるっていうことで、公共施

設の総合管理計画も大幅に変えていただけるのはそこはありなんですけど、ただ一つ言えるのが、

やはり小中学校とか保育園の改修に対しては、私が議員になってからやっとやり始めてくれたな

っていうところもありまして、本来ではもっと早く取り組むべきだったところだと思うんですね。

もう私の目からするとギリギリのところ… 

委員長 13 番、倉田委員。質疑は簡潔明瞭にお願いしたいと思いますので。 

問（13） ギリギリの安全が保てないところまで来ちゃったので、今何とか進めてるっていうと

ころも見受けられるもんですから、ですからその中でもやはり必要でないものは切っていくって

いうところ。それは本当は必要かもしれないけど、優先順位もできるっていうことがすごく市長

の英断に繋がるのかなと思いますので、財政と公共施設をもちろん絡めて検証していただけると

思うんですけど、公共施設だけではなくて一緒に検証をお願いしたいと思いますので、それを今

後、これ本部会議でやっていくっていうことでしょうか。どういう形なんでしょうか。 

委員長 今は令和６年度一般会計の決算認定についてで、ちょっと的がずれている感じがするの

で、そこら辺、決算に絡めて質疑のほうをお願いしたいと思います。 

答（総務部） 先ほど、鈴木勝彦委員のところでも答弁させていただきましたが、当然その経常

経費の見直しをやはり取り組んでいく必要があるというふうに思っております。そこは先ほど言

いましたように、やはり物件費も非常に上がってきておりますので、そういった部分では経常経

費、そこをまず取り組んでいくということで各部局による枠配分予算というのも昨年度から取り

組んでいるところですので、そこは御理解いただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、一般会計全体に関する質疑を打ち切ります。 
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《歳 入》 

委員長 歳入の１款から各款ごとに質疑を行います。 

１款 市税 

委員長 質疑を許します。 

問（２） 主要施策成果説明書 23 ページをお願いいたします。 

初めに、（１）の個人市民税ですが、昨年度と比較すると、特別徴収の均等割のみの納税義務

者が大幅に増加しております。おそらく年金における特別徴収の方が大半だと思いますが、これ

非課税者が均等割のみの課税に移行したのか、もしくは所得割及び均等割非課税の方が均等割の

みに移行したのか、そのあたりの理由をお聞かせいただきたいのと、もう一点、（２）の法人市

民税、こちらも昨年度と比較しますと、鉄工関係の業種、区分が法人数は若干ながら減少してい

ます。にもかかわらず調定額が大幅に伸びております。法人税割も均等割も大きく伸びておりま

すが、特にこの均等割ですが、特に影響を受けるのが事業所の資本金や従業員の数といった部分

があるんですけど、これこんなに大きく動くものなのか、そのあたりも理由を教えてください。 

答（税務） まず個人市民税の均等割のみの納税義務者の増につきましては、令和６年度におき

まして定額減税を実施しました。定額減税につきましては、所得割を減額するものでございまし

て、その減税をした結果、均等割のみの納付になったということで、令和６年度は均等割のみの

納税義務者数が多くなったものでございます。 

続きまして、法人市民税の均等割につきましては、第９号法人年額 300 万の法人がございます

けれども、その法人数が令和５年度は 10 法人、令和６年度は１社減って９つの法人となって１

社の減ですけれども、年額で 300 万の均等割の納付になりますので、その影響があったかと思わ

れます。（後述訂正あり） 

問（12） 主要施策成果説明書、同じく 23 ページについて、法人市民税に関しまして本市の法

人税割現在６％の最低税率です。仮に制限税率である 8.4％に引き上げた場合、資料要求の資料

３によると約 3.8 億円の増収が見込まれます。資本金 10 億円以上の大企業を対象とした不均一

課税導入に対する市としてのお考えをお願いしたいのと、あと法人税割のこの最低税率ですが

2014 年までは 12.3％、その後 9.7％を経て現在の 6.0％へとこの国の制度改正により、大幅に引

き下げられてきました。結果として、地方自治体が自主的に税収を確保する余地が定められてお

りますが、その分に対して国からどのような財源措置が講じられてきているのか伺います。 

答（税務） まず委員から御質問のありました、法人税割の不均一課税のことについてお答えい
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たします。 

不均一課税を導入する場合には、対象となる企業の皆様に標準税率を超えた税負担に対して御

納得いただけることが最も重要でございます。現時点、本市におきまして、市内の企業の皆様に

納得していただける特別な事情は見当たらないことから、資本金等による不均一課税の導入は考

えておりません。 

続いて、国からの法人税の税率が下がっていることによって国から財源措置があるかというこ

とですけれども、こちらにつきましては地方法人税というものがございます。これは国のほうに

納付するものでございますけれども、この税率につきましては、現在は 10.3％の税率が課せられ

ているものでございます。したがって、この国のほうにその地方法人税が納付されますけれども、

市に対しましては地方交付税として交付されることのものの財源となっております。 

問（13） 今の答弁をお聞きして、愛知県下で結局 8.4％を取り入れている自治体があると思う

んですね。多分それ承知して見えると思うんですけど、そこが結局、取り入れたときの、先ほど

理由がないということで高浜市は取り入れなかったってことなんですけど、どういった理由で取

り入れてるとか、その税率上げたんでしょうか。 

答（税務） 例えば近隣市におきまして、知立市がその制限税率を適用しているところでござい

ます、不均一課税を適用しているところでございます。例えばこの知立市におきましては、鉄道

連続立体交差事業、知立駅で行ってると思いますが、その事業の関連で制限税率を適用している

のが一例でございます。 

問（13） ほかにもあると思うんですけど、ほかはどのような理由だったら取り入れられるのか

お聞きしたいと思います。 

答（税務） ほかの自治体につきましてのその理由につきましては、今、手元に資料はございま

せん。 

問（13） 今、知立市については明確な理由で具体的におっしゃっていただいたんで、それで多

分企業さんに税率上げるよっていう説明をされたと思うので、みよし市とかたしかあったと思う

んですよね、比較的近い自治体とか。そういうところにつきましても、また後で結構ですので教

えてください。 

委員長 後で答えれますか。 

答（税務） その不均一課税を適用している自治体が何市町ございますが、分かる範囲でまた後

ほど確認させていただきます。 
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委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、１款市民税の質疑を打ち切ります。 

 

 

２款 地方譲与税 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、２款地方譲与税の質疑を打ち切ります。 

 

 

３款 利子割交付金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、３款利子割交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

４款 配当割交付金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、４款配当割交付金の質疑を打ち切ります。 
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５款 株式等譲渡所得割交付金 

委員長 質疑を許します。 

 

質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

６款 法人事業税交付金 

委員長 質疑を許します。 

問（12） 主要施策成果説明書 28 ページ、法人事業税交付金に関しまして、この交付金がどの

ような仕組み、目的で設けられたものなのか説明をいただきたいのと、あとこの交付金ですが、

１款の先ほど市民税のところでも触れたんですが、法人税割の最低税率が 2014年までは 12.3％、

その後 9.7 そして現在の 6.0％に引き下げた経過があるんですが、この法人事業税交付金がそう

した法人市民税率の引下げと関係があるのか、その関連についてもお聞かせください。 

答（財務） まず法人事業税の交付金の制度の概要ですけども、創設理由としては法人住民税と

いうのは年度間で大きく偏在性のあるもの、また地域においても偏在性のあるものということで、

市の法人市民税の税率を下げて、一旦、県に法人事業、国に一旦、法人事業税を納めてそれをま

た市に配分すると。なかなか財源の厳しい自治体にもしっかり配られるようにというふうで制度

設定がされたものです。先ほどの法人市民税税率の引下げで引き下がった分の一部がこの交付金

として高浜市に入ってきております。 

委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、６款法人事業税交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

 



18 

７款 地方消費税交付金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、７款地方消費税交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

８款 環境性能割交付金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、８款環境性能割交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

９款 地方特例交付金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、９款地方特例交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

10 款 地方交付税 

委員長 質疑を許します。 

問（13） 普通交付税の不交付につきまして、市長の見解をお聞かせください。 

答（総務部） 普通交付税不交付のことですかね。不交付であった要因ですか。基準財政需要額

よりも基準財政収入額のほうが上回っておりましたので、６年度は不交付ということでございま
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すので、よろしくお願いいたします。 

問（13） ここのとこずっと不交付続いてるんですけど、確かに基準財政需要額、ここのところ

をしっかり私は数字を持ってほしいということをずっとこの間も言ってきたと思うんですけど、

そのあたりについて、結局、結果的に不交付になっちゃった、一生懸命やったけど不交付だった

のか、何か原因があったのか、そのあたり何か検証されてるんでしょうかね。どうなんですか。

市長としてどういうふうに考えますか、このあたり、不交付になっていること。 

答（市長） 基本的にいろいろな数字を基に国から出されるものですから、私たち行政のほうが

何ができるかというのは限られてると思いますが、倉田委員もどっかで言ったこともありますし

自分もあれなんですけど、今、国勢調査をやっております。国勢調査の人口というものが大きな

要因の一つになると思いますので、私も今いろんなところで国勢調査の記入をお願いしますとい

うことをお願いしてますので、それは引き続き、市としてお願いしたいと思っております。 

委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、10 款地方交付税の質疑を打ち切ります。 

 

 

11 款 交通安全対策特別交付金 

委員長 質疑を許します。 

問（13） この交付金、前年及び前々年の交通事故発生件数が影響するということでありますが、

この５年間の発生件数の経緯についてお聞かせいただきたいのと、あとこれ国勢調査による人口

集中地区の人口なども影響するということが書かれているんですけど、今回、今までさんざん言

ってるんですけど、高浜市においてはこの間 3,089 人、前回の国勢調査による人口が少なかった

っていうことはこれ影響を受けているのか、影響がもしあるのであればどれぐらいの影響があっ

たと試算されているのか教えてください。 

答（財務） 交通安全対策特別交付金の積算で、まず交通事故のうち人身事故の発生件数が算定

基礎となりますが、令和５年度が 123 件、令和４年度が 121 件、令和３年度が 121 件、令和２年

度が 126 件、令和元年度が 133 件です。 
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次に、国勢調査人口の影響ということですが、影響が全くないとは言えませんが、この交付金

を算定する際に一番重きを置かれているのが交通事故発生件数ということですので、影響はごく

僅かであると考えます。また影響の試算はしておりませんが、反則金の総額のうち、幾ら愛知県

に配分されているかとかそういった金額が必要であったり、詳細な算定方法が示されておりませ

んので試算はしておりません。 

委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、11 款交通安全対策特別交付金の質疑を打ち切ります。 

 

 

12 款 分担金及び負担金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、12 款分担金及び負担金の質疑を打ち切ります。 

 

 

13 款 使用料及び手数料 

委員長 質疑を許します。 

問（13） これも以前の私の一般質問とかで取り上げてるんですけど、いまだに公園の中とかグ

ラウンドの駐車場に団体が物置や建物を設置しているところが見受けられるんですけど、目的外

使用の手続を行って使用料手数料条例に基づいたこの使用料の支払いがされているのか確認し

たいと思います。 

まず、五反田グランドとフレンド公園について、今の質問についてお答えいただきたいと思い

ます。 

答（土木） 今、お話がございました公園につきましては、今、相手方のほうと協議をしておる
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場がございます。 

問（13） 五反田グランドには、私が知る限りは１台だと思うんですけど、そこ何台なのか、フ

レンド公園は２台なのかなと思うんですけど、そこをいつからいくつあるのかっていうのを把握

されてるのか教えていただきたいのと、あとこれなぜ手続がこんなにされてないのかなっていう

理由について、それから使用料、これ実際は幾ら入る予定であったのか教えてください。 

答（土木） いつからというところでございますが、フレンド公園につきましては、昨年度、倉

庫に所有者を連絡をいただきたいという張り紙を張りまして、今年度、把握のほうを行いました。

こちらのほうにつきましては、主にそのフレンド公園で活動するための清掃道具などを入れてご

ざいますので、こちらのほうを踏まえて今現在、相手方とお話し合いをしておるところでござい

ます。金額につきましては、算出のほうはしておりません。 

答（文化スポーツ） 五反田グランドの倉庫についてということで今手元に資料がございません

ので、何台あったかというところが記憶はございませんが、そのうち１台については目的外使用

許可の手続を行っておりますけれども、使用料は免除という対応をしております。 

問（13） 五反田グランドについては、本来であれば月幾ら取らなければいけなかったのかとい

うことと、これ資料見たんですけど、免除の理由が明確でないんですけど、そこ御説明をお願い

できますか。 

答（文化スポーツ） 申し上げたとおり手元に資料がございませんので、倉庫の面積だとかそう

いったところが不明でございますけれども、使用料及び手数料条例のほうに定められた規定に基

づいて算出をしているというところでございます。 

それから、先ほど１台免除のものがあるよということで申し上げましたけれども、こちらはス

ポーツ協会に加盟しているサッカー協会の倉庫というところで、スポーツ振興という市のスポー

ツ振興に資する公益的な活動を行っているというところで免除といたしております。 

問（13） 碧海グランドと、それから流作グランドにも同じようにあるんですけど、そちらにつ

いてはいかがでしょうか。 

答（文化スポーツ） 本日は決算特別委員会という場でございますので、そういったグラウンド

の倉庫に関する資料のほうは持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。 

問（13） 使用料手数料が本当にこの金額でいいかっていうところをしっかり私たち調べたいと

思いますので、後で結構ですのでまた資料を持ってお答えいただければと思います。 

あと、高取小学校東の土地につきましては、こちらにも建物があるんですけど、そちらは手続
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されてるんでしょうか。先ほどと同じように目的外使用の手続を行われているのか、それから使

用料の支払いされているのか、それからいつからその存在を把握されているのか教えてください。

後でも結構ですので、また教えていただけたらと思いますし、私が知り得る限りのことを今言っ

たんですけど、ほかに手続が行われていないところがありましたら併せてお聞かせいただきたい

と思います。以上で結構です。 

答（都市政策部） 市の防災倉庫のお話ですかね。高取小学校の東側、ＮＰＯさんの土地ですか、

は手続をされておりせん。 

委員長 13 番、倉田議員。どこかっていうのを明確に示してもらえないと答えられないので、そ

こら辺、明確にお願いします。 

問（13） 多分そのＮＰＯさんの建物だと思うんですけど、そうやって書いてあるので。目的外

使用の使用料手数料条例に基づいた手続をして使用料を頂いてるんでしょうか、頂いてるんであ

れば幾ら頂いているのか。手続、どのようになっているのか、また後でも結構です、今分からな

ければ。お願いします。 

委員長 答えはいいですか、後で。 

答（土木） 後ほどお答えさせていただきます。 

委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、13 款使用料及び手数料の質疑を打ち切ります。 

 

 

14 款 国庫支出金 

委員長 質疑を許します。 

問（２） 主要成果説明書の 33 ページの２の国庫補助金についてでありますが、中段より少し

下の住宅費補助金についてですが、これかなり前年度と比べると大きな伸びを見せておりますが、

この理由についてお願いいたします。 

答（都市計画） こちら住宅費補助金につきましては、社会資本整備交付金を活用しまして市営

住宅の改修工事に充てております。 
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委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、14 款国庫支出金の質疑を打ち切ります。 

 

 

15 款 県支出金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、15 款県支出金の質疑を打ち切ります。 

 

 

16 款 財産収入 

委員長 質疑を許します。 

問（13） 主要施策成果説明書 35 ページの不動産貸付収入なんですけど、こちらの増えた理由

についてお聞かせください。 

答（健康推進） 主要成果 35 ページの不動産貸付収入で 9.8％ほど対前年度よりも増えておりま

すが、その要因の一部といたしまして、湯山町の高浜豊田病院の運営用地の貸付収入が新たに発

生したこと、そして稗田町の旧高浜分院跡地の有効活用を図るといたしまして、高浜豊田病院職

員の駐車場として貸付けをしたことによって、おおむね 300 万ほど増加しております。 

問（13） 今おっしゃったいわゆる高豊の職員の駐車場なのかなと思うんですけど、そこの部分

については、いわゆる職員駐車場として歳入に入ってるっていう理解でいいのかっていうことと、

あと多分今おっしゃったとこって女性文化センターの東側の部分になるんですかね。そうすると

元は女性文化センターの駐車場だったところかなと思うんですけど、その女性文化センターの駐

車場は、そこはなくていいってことになるんですかね。文スポさんはどうだったのか、そこはよ

く分からないので教えてください。 
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答（健康推進） 旧高浜分院の職員駐車場の貸付収入につきましては、昨年度８月から３月末ま

でという期間を旧高浜分院の跡地、稗田町の部分をお貸しさせていただいたものとなります。そ

して、女性文化センターの東側の駐車場のお話が出ましたが、その駐車場に関しては令和７年度、

今年度から借地をしておるというような契約になります。 

問（13） 今の御答弁でいくと、いわゆる旧分院は取壊しがまだ終わったのか終わってないのか

よく分かりませんけど、くいが抜かれてないところを分院の職員駐車場に当時していて、その分

の貸付料が増えたっていう理解でよろしいんでしょうか。 

答（健康推進） 旧高浜分院の取壊しにつきましては、現在、協議を継続している中で、当事者

というか、すぐに必要があった場合、明け渡していただけるような形で有償の賃貸借の契約を結

ばせていただいております。 

委員長 ほかに。 

 

質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、16 款財産収入の質疑を打ち切ります。 

 

 

17 款 寄附金 

委員長 質疑を許します。 

問（５） 主要成果説明書の 36 ページ、37 ページの 17 款１項の寄附費についてお伺いします。 

この中のふるさと応援寄附金につきましては、前年度と比べて寄附額が増加しているように見

受けられます。まず、その増加の要因や背景について何か傾向などあれば教えていただけますで

しょうか。また、寄附の使い道として選択できる区分のうち、その他市長がふさわしいと認める

事業については前年度より減額となっております。この理由についても説明可能であれば、併せ

てお聞かせいただきたいと思います。 

答（総合政策） 主要施策成果 36 ページ、37 ページ、ふるさと応援寄附金でございますが、増

加の要因でございますが、ＰＲ頑張って多少伸びたのかなというのもありますが、一個、背景に

あると考えられるのが、令和５年度お米の返礼品が１年間で 246 万円だったんですが、令和６年

度はお米の返礼品が 1,315 万円と令和６年の８月ぐらいにお米不足になったというところで、お
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米の返礼品選択がかなり増えまして、そういったところが増えた要因、背景にあるかなというと

ころは分析をしているというところでございます。 

また、その他市長がふさわしいと認める事業が減ってるというところでございますが、寄附す

る側も自分の寄附したお金がどういったことに使われるっていうのに関心が高くなってきたと

いうところがあるのかな、なので 37 ページの表を見ていただくと、それぞれの事業のところが

逆に増えているというところがございますので、そういった目的、何に使われるかの活用の目的

意識が高まってきたのかなというのが考えられると思います。 

問（12） 同じく主要成果 36 ページの寄附金について、２つ寄附金についてお聞きします。 

まず、ふるさと応援寄附金についてなんですが、前年に比べて 4.8％の増となっているんです

が、近隣市の増減状況をどのように把握されているのかと、あとは本市として今後、寄附のさら

なる拡大に向けてどのような手立てを講じていくお考えか伺いたいのと、あともう一つ、職員研

修基金指定寄附金についてなんですが、令和４年度以降、毎年度 100 万円の寄附を受け入れてお

りますが、これってどのようなところからどのような趣旨で寄せられているものなのか、お聞か

せください。 

答（総合政策） 近隣市の状況でございますが、毎年、総務省が調査をしております資料から見

ますと、令和６年度の実績、本当に近隣市ですけども、碧南市については令和５年度より令和６

年度のほうが下がっております。幸田町も下がっております。西尾市も下がっているという状況

です。安城市は増加しております。高浜市は増加ですね。知立市も増えております。半田市も増

えております。刈谷市は減っているという状況になります。 

さらなる拡大というところですが、本当に我々も教えてほしいというところがございますが、

ＰＲと返礼品の開発、ここに尽きるのかなというところがございますので、事業者と協力しなが

ら新たな返礼品の開発だったり効果的なＰＲの施策を考えて取り組んでいきたいと思っており

ます。 

答（秘書人事） 職員研修基金指定寄附金の御質問につきまして、こちらにつきましては一応寄

附の方から匿名を希望されておりますので、どなたから寄附されたということは伏せさせていた

だきます。なお、こちらにつきましては平成 26 年度以降、毎年 100 万円職員の研修等に充てて

いただきたいということで寄附をいただいております。 

問（13） 令和６年度増えたということで 309 万 4,000 円の増額となってますが、これを手放し

で喜んでいいかどうかっていうところで、いわゆる事務経費及び返礼品など必要経費を差し引い
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たり、いわゆるうちから出た、ほかにふるさと納税した金額、そのあたりを考慮した金額、昨年

と比べてどうであったのかお聞きしたいのと、あと２問目が、この企業版ふるさと納税について

お聞きしたいと思います。これちょっと今全国でもいろいろ問題となってるところがあるんです

けど、うちとしては３社あったということで株式会社三洋商店様と株式会社ジェイテクト様、そ

れからタレントスクエア株式会社様より報告があったってことなんですけど、これらの寄附金の

充当先を教えていただきたいのと、あとジェイテクトが物納って書かれてるんですけど、これど

ういうものになるのか教えていただけたらとお願いします。 

答（総合政策） まず 36 ページ、37 ページ、ふるさと応援寄附金の他市への流出等々も踏まえ

た、最終的にどれだけ市としてマイナスだったというところでございますが、歳入から歳出、ふ

るさと応援事業の金額ですけどもそれを差し引いてさらに寄附控除としてほかの市に流れた分、

それを差し引いた金額は、令和６年度につきましては１億 2,098 万 2,274 円でした。昨年度がこ

れが１億 4,500 万ぐらいでしたので、1,500 万円ぐらい流出しているという、赤字の額が増えた

というような状況になっております。 

次に、企業版ふるさと納税でございますが、三洋商店さんから頂いた寄附につきましては小学

校の維持管理事業に充当しております。タレントスクエアにつきましては多文化共生事業に充当

しております。ジェイテクトさんにつきましては、ハンドソープを 420 個頂きましたので、これ

は小中学校に配布をさせていただいているというところでございます。 

委員長 ほかに。 

 

質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、17 款寄附金の質疑を打ち切ります。 

 

 

18 款 繰入金 

委員長 質疑を許します。 

 

 質疑なし 
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委員長 質疑もないようですので、18 款繰入金の質疑を打ち切ります。 

 

 

19 款 繰越金 

委員長 質疑を許します。 

 

質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、19 款繰越金の質疑を打ち切ります。 

 

 

20 款 諸収入 

委員長 質疑を許します。 

問（13） 資源ごみ回収収益金が減った理由についてお聞かせいただきたいのが一つ目です。そ

れからこの資源ごみ回収金の契約について、回収運搬業者が収益金を市に入れてるのか、もしく

は資源ごみを受け取る業者がそこから直接市が収益金を受け取っているのか、どちらになるのか

併せて教えてください。 

答（経済環境） 資源ごみの回収収益金の件でございますが、資源物の買取単価が下落しており

まして金額が減っておるというものでございます。買取事業者と契約をしておりますので、直接

買取事業者のほうとやり取りをしております。 

問（13） いわゆる収集運搬だけを委託していて、その金額については、例えばその鉄くずを収

集してる業者だったら鉄くず収集業者から毎月なのかどういう形か分からないんですけど、直接、

市にそれが歳入として入ってるっていう理解でよろしかったですかね、今の御答弁だと。そこの

確認と、あとこの資源ごみの収益価格、これどのように高浜市としては決めてきてるのか教えて

もらっていいですか。 

答（経済環境） 資源ごみの回収業者というのか、引取業者が持って行かれますので、そちらに

持って行ってもらうということでございます。買取単価につきましては、毎年、それぞれの事業

者さんから金額の見積りをいただいて見直しをしておるところでございます。 

問（13） だから買取りは結局、なるべく市としては高いところに買い取ってもらったほうがい
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いわけなので、それは毎月毎月高いところを市が入札か何かで決めてやってるっていうことなん

ですか。どういうことですかね。これ価格っていうのは本当に上下毎月するんだなっていうのが

私もちょっと勉強して分かってきたもんだから。だからそれをどうやってどこに入れてるのかっ

ていうのが、高浜市の場合よく分からないし、今の発言だと本当これよく分からないんですけど、

収集運搬をしてるところからお金をもらってるんですか、それとも直接業者から、受け取った業

者からもらってる。受け取った業者からもらってるんであれば、それはどこの業者にするかって

どのように決めてるのかなっていうのがよく分からないので、そこを教えていただきたいと思い

ます。 

答（経済環境） 収集運搬する業者ということではなくて、引取業者から頂くわけですけれども

毎月金額を見直しているわけではなくて、年度当初に各それぞれの資源によって金額を決めてお

りますので、毎月見直しまではしていないというのが現状でございます。 

問（13） それはもう売るところはもう最初から決めちゃってるのか、それとも入札でやってる

のか、そこら辺が私よく仕組みが分からないので教えてください。 

答（経済環境） 現状におきましては、前年の取引きのある事業者さんに引き続き行っていただ

いておるのが現状でございます。入札ということではございません。 

問（13） 運搬回収については、これ契約、入札か随契か教えていただきたいのと、あとこれす

ごい不思議なんですけど、うちが衣浦衛生組合クリーンセンターの敷地内で行ってるペットボト

ルの回収だけについては、なぜかうちが収集運搬の契約を行ってるし、金額も衛生組合は知らな

いって言ってるんですよね。そうすると、この衛生組合においての資源ごみの収益金額について

もどのように高浜市に入ってきてるのか、また何で衛生組合のところのペットボトルだけ高浜市

がそういうことをしてるのかもよく分からないので教えていただきたいと思いますし、そこの部

分が一体幾らになってるのかについても教えていただきたいんですけど。分からなければ後でも

結構ですのでお願いします。 

委員長 答弁はどうですか。 

答（経済環境） 後ほど、お答えいたします。 

委員長 ほかに。 

 

質疑なし 
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委員長 ほかに質疑もないようですので、20 款諸収入の質疑を打ち切ります。 

 

 

21 款 市債 

委員長 質疑を許します。 

問（13） 市債の中でまず起債するかどうかについてちょっとお聞きしたいんですけど、例えば

この中で児童クラブの改修事業とか道路の整備とかもそうなんですけど、そういったことに関し

ては将来使う人たちが負担するために起債を張るっていうのは理解するんですけど、解体事業と

かそういうものに関して今回、起債も張ってるもんですから、そのあたりがなかなか起債でいい

のかっていうところが私なかなか理解できないところがあって、そのあたり将来に向けた負担が

増えることに対しての考え方というか、結局、一般財源でやるのか、それとも起債するのかって

いうところの判断基準とか、そういうものがあるかどうかについて教えていただきたいなってい

うことと、あといわゆる国とか県から補助金がない事業もあると思うんですよね。そういうもの

について、借入金額、一般財源とそれから借入れするものとっていうとこで分けてる部分はある

かと思うんですけど、それ設定が何かあるのかどうか、それか特にその基準とかは設けていない

のか、そのあたりを教えていただきたいんですけど。 

答（財務） まず市債全般の話をさせていただきますが、まず市債、借金をするときには、よく

言われるのが財政負担の平準化だとか世代間の負担の公平を調整するとかっていうことは言わ

れますが、今言われたそういう解体事業について物がなくなるものについて起債する基準だとか

そういうことですが、あともう一つ起債の機能として一般財源の不足を補完するという意味合い

もございますので、そのときの財政調整基金の残高と見比べながら起債をするのかどうかってい

う判断をしております。これが一つ判断基準なのと、しいて言えば今財政調整基金 10 億円を堅

持していきたいというふうに伝えておりますので 10 億円が維持できるのかどうか、どれぐらい

減ってしまうのかどうかっていうところが一つ判断基準になります。 

２つ目の国や県の補助金がない事業についての借入金額については、起債のメニュー様々あり

ますが、それぞれ充当率というものがありますので、今現在ではその充当率、目いっぱいを借り

ているという状況でございます。 

問（13） 今回こうやって起債の令和６年されたものが一覧としてあるんですけど、逆に借り入

れることなくて一般財源のみで行うようなものがあるのかどうか、そういうことに対して何か考
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え方があるのか、一度お聞かせいただきたいなと思います。 

答（財務） 少額のものは一般財源で対応していきます。 

委員長 ほかに。 

 

質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、21 款市債の質疑を打ち切ります。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 11 時 20 分 

再開 午前 11 時 25 分 

 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ここで当局より発言を求められておりますので、これを許可します。 

答（税務） 先ほど 13 番委員から御質問のありました、法人市民税の不均一課税を行っている

自治体の理由についてでございます。 

まず、みよし市につきましては、こちらは標準税率を適用している市でございます。 

不均一課税を適用している主な理由としましては、産業振興及び都市基盤の整備のためってい

うのが、その理由となっております。以上でございます。 

 

 

《歳 出》 

１款 議会費 

委員長 質疑を許します。 

 

質疑なし 

 

委員長 質疑もないようですので、１款議会費についての質疑を打ち切ります。 
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２款 総務費 

委員長 質疑を許します。 

問（２） それでは、主要成果説明書の 49 ページをお願いいたします。 

３目の市民活動支援費の中の（３）委託料についてでありますが、この町内会運営支援システ

ム「CHIKUWA!」（ちくわ）でありますが、これ実証実験ということで一般質問でもちょっと聞か

せていただきましたが、５町を実証実験を行ったということで、実際どのような機能を備えてい

たかということ、また、その検証の結果と効果についてお聞かせください。 

それから、２点目でありますが 62 ページをお願いいたします。 

62 ページの広報広聴活動費のその他の一番下の高浜市市勢要覧ということで、こちら市ホーム

ページ等で紹介ということでありますが、市勢要覧、基本的に自治体によって立派なものを作っ

て見えるところもあるもんですから、今回冊子として配布せずにホームページのみであったかっ

ていうことの確認をお願いします。 

それともう一点、65 ページをお願いいたします。 

消耗品費・備品購入費でありますが、さすまた３種類購入されたということで、こちら機能的

に大きな違いがあるのかということで、設置箇所についてそれぞれの特性を生かしたものを配置

したということであるのか、その辺確認をお願いいたします。まずは、３点のみお願いします。 

答（総合政策） まず、主要成果 49 ページ、町内会運営支援システム導入委託、電子回覧板シ

ステムの関係ですが、機能といたしましては、その名のごとく電子回覧、いろんな広報だとか町

内会独自のチラシだったり、案内が町内会の中の会員と共有できるようなそんな回覧システム。

あとデータフォルダということで、資料をずっと共有していけるようなそんなフォルダ機能もご

ざいます。あと役員同士とか会員とかのチャット機能も備えているというところがございます。 

今後、いろいろオプション機能等も発展していくとは思いますが、まずは、今はシステムに慣

れるという形で…すみません。最初の頃から１町増えて現在 6 町で導入の、まず試して積極的に

使っていただいたというようなところがございます。 

その検証でございますが、やはりなかなかそういった機械にたけた方は積極的に使っていただ

いても、私も入ってるんですけども、なかなかすごいどんどん上げてくるような状況で非常に使

ってても楽しそうに使ってるっていう方は見えます。ただ、なかなか疎い方は入れたはいいけど

なかなか触れないなというような相談、逆にもっとこういう機能はないのかというような御相談

も結構受けているというところで、実際に入れてる 6 の町内会の会長さんにアンケート調査を行
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いました。その結果、３つの町内会で満足している、１つの町内会でやや満足している。満足し

ていないというところ１町内会、分からないというのが１町内会というところで半数のところは

現時点では満足いただいているというところなので、今後ちょっとそこら辺、さらなる使い勝手

のよさを見ていきたいと考えております。 

次に、主要成果 62 ページの市政要覧でございますが、こちら企業さんから頂いた寄附を元手

に市政要覧を作成をいたしました。冊子についても若干印刷を作っておりまして、基本的にはデ

ジタルでの配信としたところですが 500 部印刷もしておりまして、そちらにつきましては、市を

ＰＲする機会に活用するというような形で考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

答（行政） 主要成果の 65 ページの庁舎管理事業、消耗品費・備品購入費のさすまたについて

お尋ねでございました。 

こちらのさすまた、御質問のとおり、軽量さすまた、キャッチマスターPro 不動、さすまた弁

慶という機能のそれぞれ異なるさすまたを購入してございます。その機能の違いと、あと従来ど

おりのさすまたが置いてあるということ、場所もあるということなどを考慮いたしまして配置を

いたしたものでございます。 

軽量さまたは形状といたしましては、通常のさすまたと同様なのでございますけれども、通常

のタイプよりもちょっと軽いというところ。キャッチマスターPro 不動につきましては、捕縛機

能がついているものということ。さすまた弁慶については、小型のさすまたなんですけれども、

ちょっと痛みを与える機能がついているということで、女性でも使いやすいというところに着目

いたしまして配備したものでございます。 

問（２） 先ほどの「CHIKUWA!」についてなんですが、ちなみに論地町さんでペーパーレスでや

られて、「CHIKUWA!」を有効活用してみえるということとＩＴ担当の役員がいるということで、

しっかりやっているところであります。 

それでは、69 ページをお願いいたします。 

こちら市民予算枠事業交付金についてでありますが、共同推進型の一番下、これ神谷冬也（か

みや とうや）さんというふうにお読みするのかな。この神谷冬也さんというのは、個人での申

請というか行われて、個人で活動を行われたのかっていうところの確認と、あと内容について少

し説明のほうお願いいたします。 

それから 71 ページでありますが、（４）こども・若者会議の開催についてでありますが、委託

先、特定非営利法人アスクネットと書かれておりますが、どのような団体かということですね。 



33 

この会議を開催したことによって成果というか、そのあたりの御説明をお願いいたします。 

73 ページをお願いいたします。 

アシタのたかはま研究事業の（２）高浜市電子クーポン事業の実施についてでありますが、こ

ちらなかなかちょっとＰＲという点で少し難儀をされた部分があるかと思いますが、実際の、再

度確認ですが、周知の方法と、このＬＩＮＥの登録者数でありますが市内外問わず登録があった

ということで、もし可能であれば内訳、市の登録者それから市外の登録者どれだけあったのかっ

ていうのを確認のほうお願いいたします。 

答（総合政策 主幹） まず 69 ページ、市民予算枠交付金の神谷さんのお話をさせていただき

ます。まず、神谷冬也さんにつきましては、個人で若者応援版ということで今回申請をされてお

ります。内容としては、児童健全育成事業ということで絵本を作っていただきまして、タイトル

が「鬼のランプが灯る街」ということで高浜の伝統文化、伝統産業みたいなところを本にしてい

ただいて児童の方に広めていただく、そういった活動をしていただきました。 

続きまして、71 ページですね。 

こども・若者会議のアスクネットのお話ですけども、（特非）アスクネットは福祉のほうでス

テップとか運営されている団体さんでして、児童だとか中高生、そういった方たちを集めるとい

うところ、そういった会議をやられるというところで非常にたけているというところでお願いを

させていただいた次第です。 

実際に、主要成果にも書いてあるとおり、人数は 10 数名という形で皆さんお集まりいただい

たんですけども、４回やった成果といたしまして、やはりなかなかこちらとしては若い人を集め

るというのは難しいなというふうにも感じましたが、集まって来ていただいた方の感想とかを聞

きますと、やっぱりなかなか自分たちで市のことを考える、そういった機会がなくてこういった

ことがあることによっていろんな方のお話を聞くことによって市のことをもっともっと考えた

り、好きになったりっていうことを感想で述べられておりましたので、こういった方たちの意見

も参考に、またいろんな若い方たちをもっともっと取り入れるそういった施策を進めていきたい

と思っております。 

答（総合政策） 主要成果 73 ページの電子クーポン事業の部分の効果のところで、ＬＩＮＥの

登録者数とその内訳というところでございますが、ちょっとこのＬＩＮＥクーポン事業のってい

うところではないかもしれないけど、最新のＬＩＮＥの登録者数とその内訳ということで御回答

させてもらいます。 
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令和７年 10 月３日の時点で、ＬＩＮＥの登録者は３万 6,915 人となっております。近年、受

信設定を促しておりますが、なかなか全員の受信設定がまだなってないですが、受信設定をして

いただいている市内の方、市外の方の設定をしていただいている人で見ますと、市内で登録をい

ただいている方が 67％、5,539 人、市外で登録している方が 33％で 2,737 人というような受信設

定の内訳になっております。 

これを全体に割り戻しますと、市内の方 67％なので 2 万 4,700 人ぐらいが市内の方、1 万 2,000

人ぐらいが市外の方というような内訳になってございます。 

問（２） 今の答弁の中で一点だけ確認させていただきたいんですけど、こども・若者会議につ

いてでありますが、どこかの市でまとめて市長に提言を行ったっていう話題の市もありましたが、

実際に提言というか、何かまとめて市のほうに意見というか、提言されたかということを確認さ

せていただきたいのと、あと 78 ページの（８）生成ＡＩシステムの運用ということで、職員の

業務の効率化・高度化を図るために生成ＡＩシステムを運用しましたということで、実際にこれ

どのような業務に使われたかっていうこともお聞きしたいと思います。 

最後にもう一点だけ。10 番の公共施設予約システムの運用ということで、こちらも開始されて

おりますが、これ導入されたことによって利便性の向上とか効率性が高まったと思いますが、反

面ちょっとこれ他市の事例いろいろ聞いておりますと、利用料の徴収・滞納とかその辺の徴収に

ついての課題と、キャンセルについての課題もあると聞いておりますが、本市についてはいかが

でしょうか。 

答（ＤＸ推進） 主要成果 78 ページの生成ＡＩシステムについてと、公共施設予約システムに

ついて御質問いただきました。 

まず、生成ＡＩシステムをどのように使われているかというところでございますが、こちらに

ついては、例えば文書作成ですとかアイデア出しとか、会議とかいろんな資料について要約を作

成したりですとか、あと多言語の場合、翻訳に使ったりですとか、一部の職員についてはプログ

ラミングに使ったりといったことで活用しているということがございます。 

２点目の公共施設予約システムについてでございますが、こちら令和６年度から使っておりま

して、利便性、課題についてですけれども、各施設所管グループのほうから、例えばその使い勝

手等についてやっぱりシステムのそのものがちょっと分かりにくいなという、ちょっと慣れてな

いっていうところもあって分かりにくいなという御意見を聞いているというのはありますけれ

ども、そこは施設の窓口でも従来どおり予約の受付もしていますし、また使い方についての不明
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な点があれば、窓口で御案内していただいてるというところございます。 

また、これからもどういった課題があるかっていうところが出てまいると思いますので、そこ

をＤＸ推進グループがシステムを統括しておりますので、そういった意見を集約して改善に努め

てまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

答（総合政策 主幹） 71 ページのこども・若者会議の件についてお話させていただきます。 

こども・若者会議を全部で４回やりまして、４回目に報告会ということで、前の市長さんにも

来ていただきまして、子供たちのほうに提言みたいなことをしていただきました。もともと高浜

市と子供たちと場所とやりたいことみたいなのを掛け合わせて何ができるかみたいなことをず

っと研究をしていた中で、それを前市長さんのほうにお話をさせていただいて、今後また一緒に

何かやっていけないかみたいな話をさせていただきながら、その後前市長さんと座談会みたいな

形をやって子供たちにも今後大人になっていくためにどういうことをやっていこうかみたいな

話をされたというふうに聞いております。冊子みたいなものも少しまとまっておりますので、ホ

ームページ等でも公開させていただいてると思います。 

問（２） 最後の公共施設予約システムの運用についての部分なんですけど、一番お聞きしたか

ったところが、やはり共通化の問題として利用料の徴収に関する課題とキャンセル、あと重複の

予約というか、その部分についてちょっと課題というか問題点あったらお願いします。 

答（ＤＸ推進） 滞納やキャンセル等についてでございます。 

このシステムについて、支払いについては今までどおり現金等でのやり取りとさせていただい

ておりますので、そちらについては窓口での対応という形になってございます。 

また、予約が重複している云々っていうところについては、予約状況が利用者画面で見れる状

態になっておりますので、それを見つつの予約という形を取っていただいております。 

問（５） では、５件伺いたいと思うんですけども、まず、３件伺いたいと思います。 

62 ページの２款１項８目の広報広聴活動費についてお伺いします。 

今回、新たに公式インスタグラムのアカウントが開設され、運用が始まっていることが記載さ

れていました。非常に現代的な方法手法であり、今後の市民とのコミュニケーションの深化につ

ながる取組だと感じております。 

一方で、今回の事業について新たな財源や経費の記載が見られなかったように思います。これ

は庁内業務として既存の職員の方の業務時間内で対応されているという理解でよろしかったで

しょうか。また、インスタグラムの運用開始から一定の期間が経過しているかと思いますが、現
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時点で市民の皆様からの反応やフォロワー数の推移など何か手応えや課題などがあれば併せて

お聞かせいただきたいと思います。 

２件目が、76 ページの企画費のペーパーレス会議システムの運用についてお伺いします。昨年

度の決算審査や一般質問でも紙の使用量削減に向けた取組についてお尋ねをさせていただきま

したが、引き続き、関心を持って見守っております。そこで、令和６年度における紙使用量の削

減状況について、具体的にどの程度の削減が図られたのか。例えば、削減枚数や削減率といった

数値があれば教えていただければと思います。また、運用上の課題や、今後さらなる削減に向け

た取組などがあれば、併せてお聞かせいただければと思います。 

３件目が 78 ページ、企画費のオンライン予約システムの運用についてお尋ねいたします。オ

ンラインでの予約システムが導入されたことにより、行政手続の簡略化や市民サービスの質の向

上、そして業務の効率化などが進んでいるのではないかと期待をしております。そこで、こうし

た導入による効果によって、現時点で感じておられる点があれば教えていただきたいと思います。

合わせて、実際の利用状況としてこれまでにどのような業務や窓口で活用され、どのくらいの件

数の予約利用があったかなど、具体的な数値や市民の反応があればお伺いできればと思います。 

答（総合政策 主幹） 私からは、62 ページのインスタグラムの取組についてお話をさせていた

だきます。まず、委員おっしゃられた財源とか経費の部分につきましては、基本的には時間内に

総合政策の職員が担当して動画を作成させていただいております。ただ、主要成果にも載せさせ

ていただいてるとおり、キャンペーンだとかそういったものを打ったときには、少し商品として

クオカード等を購入するというところの財源は必要になっておりますけども、基本的には職員の

ほうで動画を作らさせていただいております。 

また、市民の反応、フォロワー数というところになりますが、実際このインスタグラム自体は

令和６年の９月 17 日から開設をしております。この前にＦａｃｅｂｏｏｋという他のＳＮＳを

市のほうで公式をやっておりまして、これは平成 26 年から 10 年間ぐらい運用したんですけども、

フォロワー数は 1,237という形でした。今回インスタグラムを開けて約１年弱になりますけども、

現在フォロワー数が、921 名という形になります。１年弱で 900 人ぐらいに伸びているというと

ころ。これはやはりインスタグラム自体が若い方が比較的見られるというところもあると思いま

すので、そういった方たちが短い時間で見ていただけるというところは非常にいいのかなという

ふうに思っております。 

また、課題等につきましては、ただなかなか更新も市のほうで１週間に１回程度頑張って職員
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のほうで作らせていただいておりますけども、市のやはりイベント等、限定されたところもどう

しても多いというところがあります。また、ふるさと納税等、ピークが 12 月にあったりします

けども、そういった何か皆さんが気になる、ＳＮＳをよく見る時期っていうのはどうしてもある

と思いますので、そういった時期に合わせて何かキャンペーンを打ったりそういったことをして、

フォロワー数をもっともっと増やして情報発信をたくさんできたらいいかなというふうに思っ

ております。 

答（ＤＸ推進） ２点いただいております。 

まず、ペーパーレスの会議システムの借上料についてでございます。こちらについてですけれ

ども、ＤＸ推進グループで把握してる範囲ではございますが、少なくとも令和６年度、約 29 万

枚は削減がされているというようなことを承知してございます。こちらについて、ここではシス

テムについてにはなってございますけれども、こういったペーパーレス、例えば紙で印刷するの

ではなくてデータ化をして、今我々が使っておりますこのタブレットですとか、業務用のパソコ

ン等でそういったやり取りする、共有するっていうことを行っていくっていうことが意識として

必要になってくるということが課題として挙げられると考えます。 

続きまして、２点目のオンライン予約システムについてでございます。こちらの利用状況でご

ざいますが、大きくマイナンバーカードの予約システムとしての機能、またお悔やみ窓口といっ

たことで予約をするというような形で利用しているというようなことがまずございます。 

件数についてでございますが、マイナンバーカードの交付の予約件数、令和６年度は 2,100 件

ほどで、お悔やみ窓口の利用件数については、318 件受け付けているというふうに聞いてござい

ます。あと、この予約についての市民の声についてでございますが、マイナンバーカードの予約

システムについては特に使いづらいといった御意見はいただいてはないそうですけれども、やは

りネットで予約の仕方が分からないって方はお電話で予約されるっていうようなことが増えて

ることでございます。（後述訂正あり） 

また、お悔やみ窓口につきましては、このネットと電話、来庁というような形がございますが、

ネットでの予約が最も多いというふうなことを聞いておりますので、その意味では使いやすいと

いう仕組みであるというふうに言えるかなというふうに感じます。 

問（５） 続きまして、93 ページの２款１款 18 目の防災対策費の工事請負費に計上されている

水防倉庫撤去工事についてお伺いします。 

今回の撤去工事の対象となった水防倉庫の場所についてお尋ねするんですけども、春日町の大



38 

山緑地の南西側にあったものかと認識しておりますが、そちらでよろしかったでしょうか。 

続いて、同じく 96 ページの２款１項 22 目の災害支援費の災害支援活動事業につきまして、そ

の具体的な事業内容についてお伺いしたいと思います。 

以上、２件お願いします。 

答（防災防犯） 御質問がありました水防倉庫につきましては、議員おっしゃるところでござい

ます。２問目の災害支援費、もう一度お願いいたします。 

問（５） 災害支援活動事業の具体的な事業内容になりますので、人事さんになるかと思います

けど、よろしくお願いいたします。 

答（秘書人事） 96 ページの災害支援活動事業の具体的な内容につきまして、こちらは令和６年

１月に発生した石川県志賀町の能登半島地震に対する職員派遣になります。 

石川県志賀町から愛知県に対して職員派遣の要望がございまして、愛知県により県下の市町村

職員の派遣依頼がありまして、令和６年１月 28 日から５月 26 日の間に７名の職員を派遣させて

いただきました。そのうちの令和６年度分の決算がこちらになります。 

問（５） 事業内容ですので、派遣された先での活動内容とかをお聞きできればなと思います。 

答（秘書人事） 派遣した職員の業務の内容につきましては、被災者への罹災証明書の交付に当

たり、住家の被害認定の調査を行ったものとなります。 

委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 11 時 53 分 

再開 午後１時 00 分 

 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

委員会の傍聴の申し出がありましたので、高浜市議会委員会条例第 19 条第１項の規定により

傍聴を許可しましたので、御了承お願いいたします。 

ここで、当局より発言を求められておりますので、これを許可します。 

答（税務） 午前中の２番委員の御質問に対します、答弁の訂正をお願いしたいと思います。 

主要成果の 23 ページでございます。法人市民税の均等割につきまして、鉄工関係で法人数が

減っているにもかかわらず、なぜ均等割額が増えているかっていう御質問かと思います。 
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これにつきましては、均等割が年額 304 万円の法人につきまして、令和５年度に係る事業年度

において予定申告の納付義務がなくなったことによりまして、その年は 150 万円の納付、翌令和

６年度の確定申告におきまして、１年丸々の 300 万円の納付で、この差額 150 万円が均等割額増

の主な要因でございます。 

答（ＤＸ推進） 午前中の野々山委員から御質問いただきました、オンライン予約システムの関

係で、私お悔やみの窓口利用件数 318 件というふうに回答させていただきましたが、こちらは全

体の件数ということで、実際のシステムを使った件数につきましては、151 件ということでござ

います。 

委員長 それでは、２款総務費について質疑を許します。 

問（１） それでは、２点ほどお聞きいたします。 

まず、２款１項 12 目公共施設予約システムの件。これ午前中荒川委員がお聞きになって、そ

の中の答弁で、使用料の支払いについては現金のみであると答弁があったと思うんですけれども、

主要新規の概要の 16 ページに、決算額の内訳でキャッシュレス決済手数料１万 1,000 円と載っ

ております。これはどういった形で出てるのかっていうことがまず１点と、続いて、同じく２款

１項 16 目防犯カメラ、概要の 22 ページ、防犯活動推進事業（防犯カメラ設置費補助金）です。

これ６年度が予定では５団体の予定でおったのが１団体、向山町さんの１か所に設置されたとい

うことなんですが、これ１か所だけで済んでしまったというか、しかつけれなかった何か理由と

かあるのか。また、７年度同じ予算計上されて同じように５団体を予定されてると思うんですけ

れども、７年度の推移というか、今の現状でどのような形で申込みがあるのか。また、設置され

たのかをお聞かせください。 

答（ＤＸ推進） 主要新規 16 ページにございます公共施設予約システムのうちのキャッシュレ

ス決済手数料についてでございます。こちらについては、システムを導入する際にキャッシュレ

スの機能もついているというふうなシステムでございましたので、まずはシステムを導入する際

に初期費用という形で、こちら決済手数料という形で執行したといった形になってございます。 

答（防災防犯） 御質問のありました防犯カメラ設置費補助金ですけども、令和６年度につきま

しては予算に対して１か所の執行となっております。委員御質問のとおり、向山町町内会さんが

設置されたものでございます。令和７年度につきましては、相談のほうは数件受けてはおるんで

すが、現時点で今年度におきましてはまだ設置補助の申請はございませんで、相談を受けている

中でやはりお話を聞くと価格の問題等がありましたので、市としましては普及啓発するとともに、
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安価なカメラについてもＰＲするなど周知を今行っているところでございます。 

問（６） ３点お願いいたします。 

主要新規事業の 12 ページ。先ほども午前中も質問があったんですけれども、こども・若者会

議のところで、延べ人数が 39 人ということでしたが、参加された方の学年の内訳と、あと学年

が偏らないよう工夫を行ったかどうかを教えてください。 

次に、主要成果説明書の 83 ページ、２款１項 14 目電算管理費の行政手続オンライン化対応の

ところですけれども、子育て関係及び介護関係の 26 業務の電子申請について、主にどのような

ものが多かったのかということと、この事業の成果と、今後も増やしていく考えなのかを教えて

ください。 

最後、主要成果説明書の 101 ページ、２款３項１目マイナンバーカードの交付なんですけれど

も、昨年より交付枚数が減少しています。持ちたい人はもう申請して、おおむね持っていらっし

ゃるかなって思うんですけれども、令和６年度末ではどのくらいの方が持ってみえるのか。今ま

でも普及促進の取組をされてきたと思うんですけれども、課題があれば教えてください。 

答（総合政策） 主要新規事業の概要の 12 ページ、こども・若者会議の参加してくれた子供、

若者の学年とその分布ですが、年代につきましては小学校３年生ぐらいから大学生の子たちが参

加をしてくれているというところがございますが、詳しくどの学年が何人というところまでは把

握をしておりません。また、工夫というところですが、今回参加募集にすごいやはり苦労しまし

て、なかなか工夫が出きれてなくて本当はもうちょっと参加を求めたかったんですが延べ 39 人

というような結果に終わっているので、今後ちょっとそこら辺は改善をしていきたいと考えてお

ります。 

答（市民窓口） マイナンバーカードの交付枚数についてでございます。６年度末までにマイナ

ンバーカードを交付した枚数は、４万 4,156 枚でございます。単純に人口比率にしますと 90.2％

ですけれども、こちらの交付枚数には再交付した枚数も含まれておりますので、おおよそでいい

ますと普及率としては約８割ぐらいかなと見込んでおります。 

また、普及促進についてでございます。今８割方の人が持っている状況ですけれども、なかな

かやはりマイナンバーカードを持ちたくないという方も一定数おられますので、その方に対して

どうやってマイナンバーカードを持っていただくかっていうことが課題かなと認識しておりま

す。 

答（ＤＸ推進） 主要成果 83 ページの行政手続オンライン化対応業務委託についてでございま



41 

す。こちらいわゆるぴったりサービスについてでございますが、全体の申請件数については不明

ではございますが、主な利用といたしましては、引っ越しのワンストップサービスについての件

数が多いというふうに聞いておりまして、月大体 50 件程度はこのサービスを使っているといっ

たことを聞いております。 

問（７） ４点お聞きいたしますので、２点ずつお聞きします。 

まず、主要施策成果説明書の 58 ページ、２款１項７目の職員管理費の３職員の研修事業の内

部研修で、ワークライフバランス研修を実施されたとのことですが、その後、職員の意識や勤務

の実態にどのような変化が見られたのか。時間外勤務の状況も含めて把握されていることがあれ

ばお聞かせいただきたいのと、60 ページに記載されている長時間労働者に対する面接指導等の時

間外勤務が１か月で 100 時間以上の職員４名は、ワークライフバランス研修の対象者に含まれて

いるかどうか、可能であれば教えてください。 

２つ目に、主要施策成果説明書の 71 ページの（５）、主要新規事業等の概要の 13 ページの No.

６、みんなでまちづくり事業ですけど、交付金、e スポーツですが、交付金を活用した単年度事

業ではありますが、成果・実績に参加者からの評判もよかったと記載されています。それにもか

かわらず、事業は令和６年度で終了とされた理由について、費用対効果の観点も含めてお聞かせ

ください。 

答（秘書人事） まず、ワークライフバランス研修の件になるんですが、こちらにつきましては

管理職を対象とした研修とさせていただいておりまして、主にそれぞれの部署の職員が介護や育

児、そういったことに対する理解を深めて、お互いさまの気持ちで協働して仕事ができるような

仕組みを皆さんで考えていただく内容の研修を実施させていただいております。その成果といた

しましては、そちらを受講した管理職がそれぞれの部署で職員のそういった働き方を支援してい

くような取組につなげていただきたいというようなことをしております。 

時間外につきましては、特にこの研修をしたから減るとか増えるってことはございませんが、

新型コロナが明けて以降、毎年時間外は減っている現状ではありますが、昨年度と比べて今年度

少し時間が増えている状況でございます。 

続いて、長時間労働者に対する面接指導４名になるんですが、こちらの４名は全て管理職では

ない職員となりますので、ワークライフバランスの研修の対象ではない職員となります。 

答（総合政策 主幹） 主要成果 71 ページの（５）e スポーツを活用した交流事業についてお答

えさせていただきます。 
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まず、この取組自体が単年だというところでしたけども、補助金自体が活用できるのが単年と

いうところで、そちらで今回いろんな取組をさせていただきました。委員おっしゃるとおり好評

で、非常にお子様から多世代の方に非常にいろいろ活用していただいたものになります。昨年度

の補助金を使っていろいろゲーム機等を購入させていただいておりまして、令和７年度につきま

しても、例えば健康自生地であるおいでん茶屋だとか、そういったところで高齢者に向けて e ス

ポーツを活用した交流事業みたいなものを、また椙山女学園大学の方とも一緒にやらさせていた

だいています。なので予算は今７年度自体は計上しておりませんけども、引き続き事業を継続し

ながら多世代に交流ができるような、そういったもので活用していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

問（７） 次に、主要施策成果説明書の 77 ページ、２款１項 12 目企画費の 10、ＩＣＴ推進事業

の（５）テレワークシステムの運用ですが、令和６年度にテレワークを利用した職員数と日数を

教えてください。 

最後に、主要施策成果説明書 90 ページ、２款１項 16 目防犯対策費の１の（２）工事請負費の

防犯灯工事について、新設、撤去、移設、その他のそれぞれの金額を教えてください。 

また、防犯灯工事の内訳を見ると、新設よりも撤去の基数が多くなっているんですけど、これ

は一度撤去した場所に改めて設置したのか、それとも別の場所で新設と撤去を行ったのか。また、

移設も含めて考えると結果的に防犯灯の数は増えたのか、減ったのか教えてください。 

答（秘書人事） テレワークシステムの活用職員数なんですが、およそ 50 名ぐらいの職員が活

用しております。活用した場合は１日在宅でテレワークされますので、１人につき７時間 45 分

の勤務とさせていただいております。 

答（防災防犯） 御質問のありました防犯灯の設置工事費につきましてですが、新設、撤去につ

きましては、電柱等につけておるんですが電柱自体がなくなると、一旦撤去して別の電柱に付け

替えますので、そういったことがありますので重複している件数になりますが、実際でいきます

と２件の減という形になります。 

金額につきましては、新設、撤去等でありますが新設、新たな電柱につけるのが約 143 万 5,000

円、撤去費用が約 129 万 3,000 円という形になっております。 

問（７） テレワークを利用した日数ですけど、時間じゃなくてトータルで６年度何日間か、お

願いします。 

答（秘書人事） 令和６年度につきましては、212 日にトータルでなります。 
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問（12） ２款では、６つ事業をお聞きしたい。まず、３つお聞きします。 

主要成果の 60 ページ、２款１項７目職員の衛生管理事業でストレスチェックについて伺いま

す。受験者 308 名のうち、高ストレスと判定された職員が 57 名で、高ストレス率 18.5％となっ

ています。全国平均が約 15％とされる中で、やや高い数値じゃないかと言えます。市としてこの

結果どのように分析をされているのか。部署別や職種別の傾向などを把握しているのか伺います。 

あと、高ストレスと判定された職員のうち、臨床心理士との面談に至ったのは１名。医師面談

はゼロ名にとどまっています。フォローアップが十分に行われているとは言い難い状況ではない

かと思うんですが、面談につながらない要因をどのように捉えて、今後どのような改善を図って

いくのか、お聞かせください。 

さらに、こうしたストレスチェックの結果を職員のメンタルヘルス対策や職場環境の改善にど

のように生かしているのか、具体的な取組について伺います。 

次に、61 ページの２款１項８目の広報広聴事業、広報たかはまの発行に加えて、ＬＩＮＥ公式

アカウントやインスタグラム、デジタル広報誌「マチイロ」など多様な媒体を活用した情報発信

に取り組まれております。こうしたデジタル媒体を通じてより多くの市民にタイムリーに情報を

届ける取組は非常に重要だと考えます。一方で、高齢の方などの中にはこうしたデジタル媒体を

使うのがなかなか難しいという方もおられます。その場合、やはり紙の広報誌が重要になってく

るんですが、町内会に加入していない、しかも公共施設までなかなか取りに行くことができない

困難な方もおられます。こうした方に対してどのように広報誌を届けていくのか。令和６年度は

どのような対応をされたのか、また今後どのように改善していくのか、お考えをお願いします。 

３つ目、76 ページの２款１項 12 目ＩＣＴ推進事業の（１）外国語翻訳システムの運用で、外

国語翻訳システムは市役所やいきいき広場にタブレット６台設置して外国人対応の補助として

運用されております。令和６年度は使用状況を踏まえて、同時接続ライセンス、これ５から２に

減らしているとのことでしたが、決算ではそのとおり経費が３分の１程度に減少しています。こ

のシステム、外国人市民が安心して窓口を利用できる体制を確保する上で重要な備えだと考えま

す。そこで伺いますが、ライセンスを２人減らして運用した結果、支障はなかったのか。また、

災害時などの非常時においてこうした多言語対応の手段として有効だと考えますが、そのような

場面での活用も視野に入れておられるのか、お聞かせください。 

答（秘書人事） 主要成果 60 ページの衛生管理事業のストレスチェックの件につきまして、ま

ず高ストレス者の率が 18％というところですが、委託しておりますＩＭＨ研究所にお聞きしたと
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ころ、大体 15％から 20％ぐらいはいろんな企業で起こるところなのですごく心配をする必要は

ないけれども、職場の皆さんの様子を見ながら必要に応じて心の健康相談等を活用するように声

かけを行ってくださいということを声かけをいただいております。 

なお、高ストレス者 57 人のうち臨床心理士の面談が１名ということなんですが、こちらにつ

きましては高ストレス者がどなたかというところが秘書人事グループには結果が戻ってまいり

ません。それぞれの高ストレス者の職員に対して臨床心理士の申込みの通知が届きますので、本

人がストレス結果を見た上で、必要に応じて臨床心理士の申込みをするものになりますので、こ

ちらとしては通知で必要に応じて受けてくださいということを周知することはできるんですが、

その先は本人の意思によって決められるものとなります。 

なお、その先の医師面談につきましては、臨床心理士の面談を受けた際に、臨床心理士が必要

に応じて医師面談の予約をさせていただきますので、今回１名の者が医師面談を希望しませんで

したのでこちらゼロ名になっております。 

また、こちらの結果をどのように活用しているかということなんですが、このストレスチェッ

クの結果につきましては、各種部署ごとでストレス度が高いかどうかというようなストレス判定

図というものが結果が出ます。それを基にこちらのストレスチェックを実施しているＩＭＨ研究

所の臨床心理士の方が年に１回、管理職に向けてそれぞれの職場のストレス対策についてメンタ

ルヘルス研修を行っております。各所属長につきましてはこちらの研修の内容を受けて、それぞ

れの部署のストレス対策に役立てていただくようなことで改善の内容とさせていただいており

ます。 

答（総合政策） 主要成果 61 ページ、広報の配布についてでございます。町内会にも入ってい

なくてデジタル関係でもなかなか見れないよという方に対しての取組ですが、これまでも答弁さ

せてもらっておりますが、市内のコンビニ 15 店舗、公共施設では市役所をはじめ 122 施設、あ

とは高浜豊田総合病院、また吉浜県営住宅については代表の方が一括で取りに来ていただいて配

布をしてくださっているという事例もあります。そういったようなところで設置をして、必要に

応じて持っていっていただくというような形でお願いをさせていただいております。 

答（ＤＸ推進） 主要成果 76 ページの外国語翻訳システムの運用についてでございます。こち

らにつきまして設置をしている部署のほうに確認したところ、いきいき広場の２階ですとか３階

のほうで使ってるっていうふうなことを聞いております。特に何か支障があるかというところに

ついては、便利に使わせてもらっているというようなことで伺っております。 
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また、災害時の想定ということでございますが、ネットワークが生きてるという前提にはなろ

うかと思うんですけれども、やはり必ず通訳の方がいらっしゃる場面とは限らないと思いますの

で、こういった翻訳システムを活用できるかなというふうに考えております。 

問（12） 先ほど広報広聴の広報誌の件なんですけど、今後の改善がちょっと答えなかったんで

すが、今までどおりとかそういう考えかどうかっていうのをお願いします。 

あと残り３つについて、主要成果の 88 ページ、２款１項 14 目情報系庁内ＬＡＮ管理事業です

が、（２）負担金のあいち情報セキュリティクラウドについて伺います。 

本市のインターネット通信は県が一元管理するこのクラウドを経由して行われているかと思

いますが、仮にこのクラウド上で障害が発生した場合には、名古屋市を除く県内全ての自治体が

同様にインターネットに接続できなくなる仕組みでいいのかどうか。その場合、市のどのような

業務に影響が及ぶと想定されるのか、これまで実際にそうした事象が発生したことがあるのか、

あるとすれば、復旧までにどの程度の時間を要したのか。また、代替手段などの備えについてお

聞かせください。 

次に、91 ページ、２款１款 17 目市民相談事務事業（２）委託料、ポルトガル語の通訳員の増

設が書かれております。本市の外国籍住民は 4,000 人を超えて、国籍数も 35 か国に及ぶかと思

います。ブラジルの方に次いでベトナムやフィリピンの方も多く、近年はベトナム籍の方が特に

増加しております。こうした中で、令和６年度においてポルトガル語以外の言語での対応に支障

はなかったのか。また、多言語での相談が寄せられた場合の対応状況や課題について伺います。 

次に、92 ページ、２款１項 18 目防災活動事業。災害時の避難所運営や衛生環境の確保につい

ては、国際的にスフィア基準と呼ばれる人道支援の最低基準が示されております。この中ではト

イレや居住空間、給水量など被災者が健康と尊厳を保って過ごすための環境づくり、これが重視

されております。本市の避難所において、こうしたスフィア基準の考え方はどの程度参考にされ

ているのか、お聞かせください。以上、お願いいたします。 

答（総合政策） 61 ページの広報広聴事業の今後の改善についてというところで答弁が漏れてお

りまして、申し訳ありませんでした。こちらにつきましては、市長の所信表明の中でもあったと

思いますが、町内会の負担軽減というところもあります。町内会を経由した配布については今後

見直しをしていくというようなところでございますが、具体的にこうするというのがまだなくて

申し訳ないですが、今後検討していくというところでございます。 

答（防災防犯） 御質問のありました避難所の環境面につきましては、委員御質問のとおりスフ
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ィア基準というのが国際的に定められております。主なものとしましては、やはり衛生面の問題

もありますが、１人当たりの面積という形になりますが、スフィア基準でいきますと４平米とい

う形で設定されておりますが、なかなかこれを満たすのは厳しい条件でありまして、現時点では

高浜市におきましては３平米っていう形で対応しております。またトイレ等につきましても、従

来のトイレの基準ではなく簡易トイレといった形で、凝固剤を使って個々の避難者の方がそれぞ

れ処理できるようなことを目的としまして導入しております。これによって、衛生面の確保につ

いては、従来のトイレ設置よりは改善されているというふうに認識をしております。 

答（ＤＸ推進） 主要成果 88 ページのあいち情報セキュリティクラウドについてでございます。

まず、障害が今まで起きていたかっていうようなところでございますが、把握する限りは特に障

害、何か止まるといったことは報告は受けておりません。実際に止まったときにどうなるかって

いうなところでございますが、こちらの職員が使っているメールですとかそういったところがこ

のセキュリティクラウドを通ってまいりますので、一旦そこが止まるという形にはなってくるか

なと推測いたします。もしこれが長期にわたるっていうふうなことであれば当然県のほうから連

絡があるかとは思うんですけれども、そのセキュリティクラウドを回復するのを待つか、それが

長期化するということであれば別の代替手段というものを検討する必要があるかなというふう

に考えております。 

答（市民窓口） 窓口通訳の件でございます。窓口通訳はポルトガル語のほかにベトナム語の通

訳を１名配置しております。また、そのほかの言語の対応については、翻訳端末などを使って対

応しているところでございます。 

問（12） 先ほどのスフィア基準の話なんですけど、まだそこまでの基準に満たされていない。

この後、その基準に持っていこうとされていくのか、お願いします。 

答（防災防犯） トイレとかパーテーションとかにつきましては備蓄の数を増やすということで

対応が可能だと思いますが、やはり避難所の面積の関係でいきますと、今年の３月に内閣府が新

たな南海トラフの被害想定を出されました。現在、愛知県のほうが独自の被害想定を検討してお

りまして、予定では来年の６月に愛知県のほうから独自の被害想定が出されます。その被害想定

に基づき、本市における避難者数を検討しながら対応可能であれば当然やらさせていただきます

が、避難者数が現時点より大幅に増となるような結果になれば、物理的にすぐには対応が難しい

状況になりますので、来年の６月の被害想定をもって面積については判断をしていきたいと考え

ております。 
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問（12） 情報系庁内ＬＡＮ管理事業なんですけど、どういった障害が起こるのかは、今実際起

きてないってことなんですけど、いろんなパターンが障害にもあると思うんですけど、そうした

障害のパターンに応じての対応っていうのは、県とか検討されているのか、お願いします。 

答（ＤＸ推進） 年に１回なんですけれども県のほうとこのセキュリティについて、これは県の

ほうが行っているセキュリティ監査というものを、高浜市のほうでは受けております。そこでど

ういった障害が起きるかといったことについて、システムのチェックを受けているというような

ことがございますので、もしそこで何か支障があるとか課題があるというようなことであれば、

それを報告していただくとともに解決策について御助言いただくという、そういった仕組みに参

加してございます。 

問（13） まず、ほかの人の質問の再質問をしたいと思うんですけど、主要新規事業の 16 ペー

ジの先ほどの橋本議員の質問なんですけど、これ結局キャッシュレス決済の手数料は支払ってお

きながら、今キャッシュレス決済ができないっていうことがちょっとそこが理解ができないので

教えていただきたいなということと、それから主要施策成果説明書の 49 ページの町内会運営事

業のシステム導入業務委託についてお伺いしたいんですけど、結局今は導入している町内会さん

があるっていうことなんですけど、例えば私八幡町なんだけど八幡町導入してますよって言って

も私のとこまで下りてきてないもんですから、多分役員間とか役員と行政の間だけとかそういう

利用なのかなと思うんですよね。なので今導入されていて、町内会員まで下りてきてるのはどこ

の町内会なのかっていうことと。あと結局スマホ持ってない高齢者もいるもんですからそういう

人用に、多分紙も全部行政から出してると思うんですよね。だから結局今取り入れても両方って

いうんですかね、ハイブリッドみたいな感じで紙もそれからこのシステムも両方使ってるってい

う理解でよろしいんですかね。そこの確認をしたいと思います。 

それから、先ほどの 101 ページのマイナンバーカードの件なんですけど、やはりマイナンバー

カード、これいろいろ私のとこにも御相談があって、結局施設に入ってる方については資格確認

書が必要だからとか、もうマイナンバーカード施設に入ってるから更新できないとかいろいろな

御事情があって、やはりそのマイナンバーカードを持つメリットよりも持たないほうが逆に生活

上便利という方もお見えなので、そのあたりをどのように市として考えているのかについてもお

聞かせいただきたいと思います。とりあえず、一度そこまでお願いします。 

答（ＤＸ推進） キャッシュレスについてでございます。こちらについては初期費用という形で

執行させていただいております。こちらのシステムを導入するに当たって国の補助金が使えると
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いうこともございましたので、初期費用についても対象になるということでしたので、こちら執

行させていただいております。実際この施設予約システムのキャッシュレス機能については、施

設の所管部署なり管理団体と含めて実施について検討していくというような形で取らさせてい

ただいております。 

答（総合政策） 主要施策成果説明書 49 ページ、町内会運営支援システム導入業務委託ですが、

こちらは八幡町さんだと会員まで下りていないということで、こちら随時、会員まで落とせるよ

うな準備が整ったところから始めているという、会員まで周知しているというところがございま

す。会員まで周知をして使い出すとやはり質問が会長さんたちにも来ますので、そのときに自分

たちがしっかり使えるようになっていないと、なかなか会員までまだまだ下ろすのが不安だなと

いう声もありましたのでそこは順にやっておりまして、実際稗田町さんは会員まで既に周知をし

ておりまして、会員の中でも登録をしてくださってる方はいます。今年新しく呉竹町さんもシス

テム使いたいよということでお声がけいただきまして、呉竹町さんも早々に会員まで周知をした

いということで、周知をしているというようなところがございます。そのほかのところも、まず

役員さんが慣れてから随時会員まで広げていきたいというようなところで考えております。 

まだ紙のほうも引き続き使っていてハイブリッドな状況ですよねというようなところは委員

おっしゃるとおりハイブリッドな状況になっております。 

答（市民窓口） 資格確認書につきましては、マイナ保険証をお持ちでない方の代替手段として

取り扱っておるところです。国としましてもマイナ保険証を基本とする仕組みに既に移行してお

りますので、市としてもそのようにマイナンバーカードの普及を進めていきたいと考えておりま

す。 

問（13） 進められないっていう人がいるっていうことも御承知いただきたいなと思うので、そ

のあたりの認識についても、それをちょっとお聞きしたかったところがございますので、再度答

弁をお願いしたいのと、あと、まず 50 ページ、２款１項３目の地域内分権推進事業におけるふ

れあいプラザの管理委託事業についてお伺いしたいと思います。これまで皆さん御承知のように

南部だけは指定管理で管理委託をされてるっていうことで、前から言ってるように、まちづくり

協議会、南部ＮＰＯ法人ですね。法人化してるとこが事業所をここの公共施設にしていたってこ

となんですけど、今現在、令和６年度はどうであったのか。それからその賃料についてはここに

反映されてるのか、もしくは別で取っているのか取っていないのか、そこについてもお聞かせい

ただきたいのと、あと、ふれあいプラザのこの指定管理でやってるんだけど、結局地域内分権推
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進事業とかほかのところでもいろいろお金を出してるっていうことで、指定管理事業の中身って

いうのが、分かれてるようで分かれてないような感じでよく分かりづらいので、どのように推進

事業とかほかの事業とすみ分けされてるのかよく分からないので御説明いただきたいのと、それ

から、あえて南部さんだけ指定管理でやってるっていうことで、指定管理の経費削減を図るって

いうところの目的にどのように反映されてるのかっていうところについても併せてお願いした

いと思います。 

答（市民窓口） 施設に入所中の方のマイナンバーカードの申請や受け取りについては、代理人

で行うことができますのでよろしくお願いいたします。 

答（総合政策） 主要成果 50 ページの南部ふれあいプラザ及び第２ふれあいプラザの指定管理

料の部分でございますが、別法人が入ってるけどそこから賃料を取っているかというところでご

ざいますが、こちらにつきましては… ＮＰＯの南部まち協さんから取ってるかということで、

そちらにつきましては、ＮＰＯ法人高浜南部まちづくり協議会からは賃料は取ってはいないとい

うところでございます。 

また、他の事業とのすみ分けでございますが、指定管理につきましては基本的には建物管理に

関わる事業ということで計上しておりまして、それ以外の事業、実際まちづくり事業につきまし

ては予算枠事業や地域内分権推進事業交付金というところでやっておりまして、そこら辺は通帳

を別にして会計をしっかり分けて、すみ分けをしながらやってございます。 

あと、指定管理にするということの経費削減の部分でございますが、こちら現在南部まちづく

り協議会さんもなるべく施設を使っていただきたいということで、第２ふれあいプラザのロビー

で様々な展示をして、いろいろな利用者を増やしていこうということで取り組んでおります。な

ので、費用削減というか収入を確保して全体の枠を下げていくというようなそういったような考

え方で今頑張っていただいているというところでございます。 

問（13） 今この指定管理は建物の管理のみっておっしゃったんですけど、結局経費が委託では

なくて指定管理にするっていうところのメリットを明確にすべきだと思うんですね。ですから、

委託だとこの金額ですよ、指定管理だとこの金額ですよっていうところも明確にすべきですし、

あと、この建物の管理のみでほかの施設の約倍になってますね。以前から２施設あるからってこ

とをおっしゃってるんだけど、例えば春日庵と、それから女文を指定管理してるところは、春日

庵は常駐していなくて借りる人に鍵を渡すっていうようなやり方とかをされてるので別に常駐

しなくてもできることなので、そのあたりの経費の削減については検討されていないんじゃない
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のかなと思うものですから、そこについてもどのように検討されて、どのように指定管理にする

効果っていうのを試算されているのか、教えていただきたいなっていうのと、それから、法人事

業者、登記をここにいまだにされてるっていうことですよね。これについてはほかもそういう事

例があるっていうことでしたけど、ほかの事例を私検証したら結局県営名古屋空港の件でしたけ

どきちんとお金を取っていましたので、県はしっかり。そのあたり高浜市だけ取らないっていう

のは問題じゃないかなと思うのでそのあたりの考え方。 

それから、先ほどマイナンバーカードのお話があって、受け取りは代理人でできるってことな

んですけど、これ申請に関しては写真とかも必要になるんですけど申請も代理人でできるんでし

ょうか。お願いします。 

答（市民窓口） 申請につきましては電子申請できますので、よろしくお願いいたします。 

答（総合政策） 指定管理にするメリットやそれを明確にというようなところでございますが、

こちら先ほどお話しさせていただいたロビー展示とかでも普通の管理委託であれば施設を勝手

に使うことはできませんが、そういった指定管理であれば許可権限も持っておりますのでそうい

ったようなことも可能になってきて動きやすいのかなと思っております。また、委託金額が多い

というようなところですが、こちら指定管理の金額の中には光熱水費も入っております。逆にほ

かのプラザの管理委託につきましては光熱水費は市のほうで予算を持っているというところに

なります。そういったところからも指定管理の中で節電だとかいろいろしっかり取り組むことで

光熱水費を減らして、それをまた何かそういった展示であったりとか利用促進に使うことも可能

であるというようなところで、そういったところで指定管理のメリットを出されているというよ

うなところがございます。 

あと、ＮＰＯ法人高浜南部まちづくり協議会がここに所在を置くことがいいのかどうかという

ようなところでございますが、こちら法務局のほうにもそういった登記のほうがしっかりされて

それがしっかり受理されておりますので、特に問題はないのかなと考えております。 

問（13） 登記は別に問題ないかもしれないんですけど、法的に。賃料がどうなってるかなって

いうところが問題であって、それ含まれてるんですか、指定管理料の中に。そこを確認したいと

思いますし、それから先ほどのマイナンバーカードの件なんですけど、結局、マイナンバーがど

んな形でもできたとしても、やはり施設側がマイナンバーカードを預からないっていうことでや

はり困ってる方がいらっしゃるっていうことは、そのあたりの認識はどうなのかなっていうとこ

ろをお聞きしたいと思います。 
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それから、先ほどから言ってるこの南部ふれあいプラザの件なんですけど、これのりのりフッ

トワークの賃料については、これ含まれてるのか含まれていないのか。それから、指定管理とい

うことでここの南部ふれあいプラザが目的外使用みたいな取扱いにしてるのか、どういう今取扱

いになっているのか、教えてください。 

答（総合政策） 先ほどの質問について１点漏れておりました。管理人が常駐しないということ

は考えてたりするのかというところでございますが、実際５時で夜の利用がまちづくり協議会の

会議しかない場合につきましてはもうその時点で管理人を帰して、実際使う時間になったらまち

協の人が鍵の開け閉めをやるというようなことで、賃金の削減を図ったりというようなことは実

際にされているというところがございます。 

あと、ＮＰＯ法人南部まちづくり協議会の使用に際しての使用料がこの指定管理料の中に入っ

ているかということでございますが、使用料というのはそもそもふれあいプラザがまちづくりの

ために建てられたという建物でございますので、使用料を取るということはしておりませんので

この中には加味されていないというところでございます。また、のりのりフットワークの会の賃

料が含まれているのかというようなところですが、これ今までも質問の中でございまして、使用

料をしっかり取るというような改善をしてまいりまして、１階の部分とパン工房の部分の使用料

につきましてはこの指定管理料の中で加味して、その分は支出のほうを差し引いているというよ

うなところになっております。 

答（市民窓口） 施設の入所の方につきましては、マイナンバーカードを預かりたくないという

話は聞いておりますが、そういった施設からの意見を聞いて国が後期高齢者医療保険につきまし

ては、マイナ保険証、紐づけにかかわらず資格確認書を一斉交付したところでございます。 

問（13） 先ほどのリーダーの話だと、結局のりのりフットワークについては、南部まちづくり

協議会がのりのりフットワークに対して施設の目的外利用を許可して、それの使用料を取ってい

ると。だからそのいわゆるこの指定管理の範囲にはそこだけは入っていない、そういう理解でし

ょうか。 

答（総合政策） 答弁漏れておりまして、申し訳ありません。 

１階の部分につきましては、南部まちづくり協議会さんが運営者の公募をしております。その

公募を行って応募者の中から選定をして、のりのりフットワークの会さんが選ばれて、その運営

をする団体として１階の運営をしていただいているというような形で、その運営に当たって施設

の使用料を徴収しているというような形になっております。 
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問（13） 前から言ってるように、のりのりフットワークさんが公募してるんであればそれを指

定管理の中に入ってるってことなので、のりのりフットワークさんの本来であれば使用料でいい

のかなと思うんですけど。 

ここに載ってないんですけど、２款１項 13 目 17 節でプロジェクターを購入されてるんですけ

ど、これどこの施設に対するプロジェクターなのかよく分からなかったので教えていただきたい

のと、同じく２款１項３目の 10 節の需用費で、土地契約に係る収入印紙購入費ということで 400

円がこれ調書のほう見て上がってたんですけど、これ相手が総合サービスが債権者になってて、

総合サービスと土地を契約するっていうのがなかなかちょっと私の中で想像ができなかったの

で、これどこの土地の契約なのか、御説明いただきたいなと思います。これこの主要施策に載っ

てなくて調書を見て気づいたところなので、また後でも結構ですのでお願いいたします。 

それから、51 ページの地域内分権推進事業の交付金についてお伺いしたいと思います。こちら

が前年の繰越し、それから、これが交付されたのが令和６年がこれだけなんですけど、それぞれ

のまちづくり協議会さんが令和６年度末にこれに対しての基金とか繰越金っていうのは幾ら持

ってるのかなっていうのをまずお聞きしたいなと思います。 

答（総合政策 主幹） 先ほど委員言われたプロジェクターの購入については、コミュニティ助

成の補助金を使いまして、高浜まちづくり協議会にプロジェクターを１台購入させていただいて

おります。 

あと 51 ページの地域内分権推進交付金の関係の繰越金のお話、各まちづくり協議会さんの６

年度末の繰越金の金額についてお答えします。まず、吉浜まちづくり協議会さんが 164 万 2,000

円、積立金が 451 万 6,000 円となっております。翼まちづくり協議会さんが 98 万 8,000 円、高

取まちづくり協議会さんが 302 万 8,000 円、高浜まちづくり協議会さんが 308 万 3,000 円、南部

まちづくり協議会さんについてはもう積立金等がございません。 

問（13） 今、翼とか高取でおっしゃったのは、これは令和６年度末のいわゆる来年度に繰り越

す金額と基金を合わせた金額でしょうか。吉浜さんがすごく少ないみたいなんですけど、ちょっ

と金額ばーって言われたんですけど、実際どの金額がよく分からなかったのでもう一度お願いで

きますか。私は結局、５年度末からの繰入れが幾らで、結局プラスこの金額で事業費があって、

結局来年度の繰越しが幾らなのかっていうとこを知りたいんですけど。後でも結構です、ここを

しっかりお聞きしたいと思いますので、また後でしっかりお答えいただければと思います。 

では、52 ページの２款１項４項、２款１項５目。これ情報公開と個人情報保護事業なんですけ
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ど、情報公開請求、個人情報はそれぞれ審査請求されていて、一番申請が古いものでまだ答申が

出てないものをそれぞれまず教えてください。 

それから、55 ページに移ります。２款１項１目のこれ調書で見たんですけど、市長の交際費と

いうことで毎月毎月 10 万円という金額が出ていてそこから返還も使わなかった分されてるんで

すけど、それとは別に例えば名刺とか供花、誰か亡くなられたときのお花代とか、それから線香

とかほかに旅費とかいろんなものを出されてるんですけど、その中のこの市長交際費っていうの

はほかに何を使うのかなっていうのが全然分からないので、どういったものがこの市長交際費に

なるのかなっていうのを教えていただきたいのと、それから２款１項６目の 10 節の需用費とし

て、令和６年度に市長室のロッカーも購入されてるようなんですね、４万 9,500 円。これの購入

理由、それからこのロッカーの附属品というのが 9,460 円あるんですけど、これ附属品って何な

んだろうっていうのがよく分からないのでそれについても内容について教えてください。 

それから同じく、2 款１項６目９節の交際費で、市長交際費の中でどうも消防団と人形小路だ

けお茶の購入をしてこれ差し入れをしてるのかなと思うんですけど、これはどういう基準でどう

いう団体に向けて、そのお茶を差し入れしてるんであればどういう基準があるのか、そのあたり

理由についてもお聞かせいただければと思います。 

答（秘書人事） まず、市長交際費について交際費支出基準がございまして、交際費として支払

うものとしては会費、お見舞い、弔意、激励とあとその他市長が特に必要であるというものをお

支払いをしております。 

続きまして、ロッカーの費用につきましては、実は市長室のロッカーの扉が開けると落ちると

いうような、壊れておりましてもう使えないということになりまして、新たに購入をさせていた

だきました。ロッカーの附属品については今資料がございませんので、後ほど答弁をさせていた

だきます。 

また、お茶については交際費の中の激励になるんですけれども、一応基準といたしましては、

本市の知名度を向上させることに貢献した個人・団体の激励等に係る経費として認めさせていた

だいております。 

答（行政） 情報公開審査会で令和６年まで答申を行った結果、現在残っているもので一番審査

請求が古かったものの日付ということでお答えさせていただきます。一番審査請求が古いものと

いたしましては、令和３年の３月１日付でございます。 

答（総合政策 主幹） 先ほどまち協の繰越残高というところでの説明が不足しておりまして、
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大変申し訳ございませんでした。令和５年度末の繰越残高と６年度末の残高で、その差額がどれ

だけ今回繰り越したかという形になるかと思いますので、そのような説明を差し上げたいと思い

ます。まず、吉浜まちづくり協議会は、令和５年度、単年度でいくと 95 万 4,000 円が繰越金と

計上されておりまして、令和６年度が 164 万 2,000 円となりますので、70 万ほど令和６年度に繰

り越して残ったという形になります。そして、積立金につきましては、吉浜まちづくり協議会の

場合は、令和５年度が 351 万 6,000 円、令和６年度が 451 万 6,000 円ということなので 100 万円、

新たに積んだという形になります。翼まちづくり協議会につきましては、令和５年度が 137 万円

の繰越額、令和６年度が 98 万 8,000 円となりますので、約 40 万円を繰越金から繰り入れたとい

う形になるかと思います。高取まちづくり協議会につきましては、令和５年度が 236 万 5,000 円

繰越し、令和６年度が 302 万 8,000 円となりますので、70 万円ほど積んだという形になります。

高浜まちづくり協議会につきましては、令和５年度が 285 万 1,000 円、令和６年度が 308 万 3,000

円となりますので、20 万ほど新たに積んだという形になります。そして、南部まちづくり協議会

につきましては、令和５年度につきましては積立てが 297 万 9,000 円。令和６年度につきまして

は積立てがなくなっておりますので、この金額を令和６年度に積立てを繰り入れて使っていただ

いたという形になります。 

答（ＤＸ推進） 主要成果 54 ページ、個人情報保護事業の中の審査請求の状況でございます。

こちら表にもございますように旧年度処理中件数 1 件ということでございまして、令和５年度か

らの継続案件ということで、令和５年７月に審査請求が税務グループに出されているというとこ

ろまでは事務局のほうで把握しております。 

問（13） 地域内分権推進事業なんですけど、結局吉浜まちづくり協議会は基金を持っていなが

ら繰越金が例えば 95 万あって、翼は 137 万あるんですよね。それをやはり本来であれば、その

ときにまず返還しなきゃいけないと思うんですけど、返還しないんであれば、その前年の繰越し

を加味した交付金額を出すべきだと思うんですけど、そのあたりはなぜそのようにしないんでし

ょうか。 

答（総合政策） なぜ繰越金を加味した交付金にしないのかというところでございますが、交付

金が充てられない経費、例えばいろんなイベントの際の景品だとかそういったものは予算枠事業

交付金とかは当てられないというところがございます。そういったようなためにためてらっしゃ

るとか、そういったような要因もあります。ただ、我々としましては、あまり多くの繰越金を持

っていただくっていう必要はないのかなとも考えておりますので、できれば繰越金を少しでも繰
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り入れていただいて予算枠のほうを押さえていただくということをやっていただけたらなとい

うようなことは会議の中でもお話をさせていただいております。今回こういった御提案があった

ということはもちろんまち協サミットの中でもまた共有させていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

問（13） 交付金を使えないのでためているっていうのがちょっと結局よく分からないので、交

付金を使えないものが何かよく分からないし、それをためていて結局それ使えないものをどうや

ってそれを支出するのかなとかよく分からないので教えてください。 

それから、これ情報公開請求も個人情報もなんですけど、令和３年と令和５年の案件というこ

とで、もう令和３年だって何年前の話なんですかって話だと、これ各どこの部の部署なんですか

ね、特に情報公開は。これそういった指導とかそういうものは何もなく漫然とそこのとこから上

がってくるというか、どういうことなのかなってよく分からないので教えてください。 

答（行政） 審査請求のものが一番古いものが令和３年ということで申し上げました。こちら諮

問が令和７年になったものでございます。私ども審査会の事務局といたしましては、審査請求の

事実を把握している場合につきましては、その当該所管グループに対しましてこちら諮問がなさ

れていないですよというような話をいたして催促はいたしております。 

答（総合政策） 交付金なんですが、市民予算枠事業交付金につきましては、よくイベントとか

で抽選会とかをやる際に、景品とかを結構まちづくり協議会さんとか用意したいというところが

あるんですが、税金でございますのでそういった景品につきましてはそういった交付金について

は対象外経費ですというようなこととさせていただいております。じゃあどうしたらできるのか

なというところでいろんな協賛金とかをまちづくり協議会さん募っておられます。そういったよ

うな自主財源を充てていただくというようなことをしております。なので、そういった協賛とか

をいただいたものが使いきれず残ったものもありますし、地域内分権推進事業交付金につきまし

ては公園管理とかの事業を受けていただいております。それにつきましては、自分たちで汗を流

して余ったお金は繰り越すことが可能というような形にしておりますので、そういったものが積

み上がってこういった繰越しということになっております。 

基本的には市民予算枠事業交付金、そちらにつきましては余ったら返還としておりますのでそ

ういったような形でこれが積み上がっていると。例えば吉浜まちづくり協議会さんは来年 20 周

年事業があるということで、そのために少しずつこういった自主財源をためているというような

こともお聞きしております。 
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問（13） ２款１項７目に行きます。職員の管理費ということで定員適正化事業ということで、

57 ページのほうを見ていただくと、結局、保育士は１名応募者があって１名合格者があったと思

うんですけど、事務職、土木、それから経験者枠の土木、それから保育士（経験者枠）、この間

の早期募集から第１回、第２回と見てきても、結局これは市が本来必要とする募集に対して、結

局は採用に値する人がいなかったのかなっていうふうになると、結局、計画的にこのニーズでっ

ていうところが足りなくなってると思うんですけど、そのあたりの見解についてもお聞かせくだ

さい。 

それから、60 ページの２款１項７目の先ほど言ってる長時間労働、こちらについてお伺いする

んですけど、１か月 100 時間以上の職員が４名もいたってことなんですけど、これどこの部署で

あるかっていうことと、それからあと 80 時間以上っていうのもやはりしっかり把握しておくべ

きかなと思いますので、80 時間以上のところが何名いて、それが何か月あるのか、先ほどのこの

４名っていうのも１か月だけなのかどうかっていうのも確認したいと思います。それから、やは

り今も休職者の方が多いのかなっていうところで、令和６年度の休職者の人数についてもできれ

ば職種別とかで教えていただければと思います。 

それから、61 ページの広報広聴事業なんですけど、先ほどからの高浜の広報の話が出ておりま

す。月１回発行で１回当たり１万 2,000 部作成って書かれてるんですけど、実際、市民各世帯へ

は何部配布してるかとかっていうところを確認したいと思います。今 50％切っちゃったってこと

なので、町内会の加入率。非常に少なくないかなっていうところがありますので、実際問題配布

が何部されてるのかっていうところを、市民だけ、市民の各世帯に何部されてるのか確認したい

と思います。 

それから、先ほどから公共施設に取りに行けばって話、これいつも毎年言ってるんですけど、

同じように税金を払っている以上は同じように配布するべきではないかなと思うので、そのあた

りどのように考えているかを教えてください。とりあえず、ここまでお願いします。 

答（秘書人事） 御質問いただきました、56 ページ、57 ページの定員適正化事業の職員の採用

につきまして、まず一般事務職につきましては想定の人数を確保することができております。ま

た技術職等につきましては、募集としては今後少子高齢化であったりとかで技術職がこの先より

採用ができなくなりますので、先行して採用していきたいということで募集をしておりますので、

取れたときはプラスなんですが、取れなくても想定より減ることはございませんが、保育士につ

きましては、想定の人数がおっしゃられたとおり、過去この採用試験では確保できない状況でご
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ざいまして、この場合は採用試験で確保できない場合は、この後、任期付職員として募集をさせ

ていただいております。任期付職員で募集ができなかった場合は、会計年度任用職員でまた募集

をしていくという流れで進めております。 

続きまして、60 ページの職員衛生管理事業の長時間労働、100 時間以上の職員がどこの部署か

っていうとこで、まず 100 時間以上の職員につきましてこの者たちはまず１か月のみ 100 時間を

全員超えております。４名のうち１名は税務グループで２名が選挙管理委員会、もう１名が防災

防犯グループになります。 

続きまして、80 時間以上の職員が何名いるかということにつきまして、80 時間を２か月行っ

た職員が１名学校経営グループでございます。 

続きまして、令和６年度の休職者の職員数でございますが、４名の職員が休職に入っておりま

す。職種としては全て一般事務職になります。 

答（総合政策） 広報の実際の市民への配布でございますが、委員言われるように町内会の加入

世帯の人に配られるということですので、令和６年の 10 月の町内会の加入世帯数が１万 91 世帯

でございましたので、１万 91 世帯に配られた。配布率としては 46.9％というような形が実際の

数字でございます。 

今後どのように考えているかというところでございますが、我々も情報はなるべく全市民に届

いたほうがいいというのは考えております。先ほど 12 番委員のところでも御答弁させてもらい

ましたが、市長の所信表明の中で今後配布方法については見直しをしていくというところがござ

いますので、そういったところも加味しながら検討していきたいと考えておりますのでよろしく

お願いします。 

委員長 暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午後２時５分 

 再開 午後２時 15 分 

 

 

委員長 休憩前引き続き会議を開きます。 

続きをお願いいたします。 

答（秘書人事） ロッカー附属品の件なんですけれども、ロッカーのミラーやスライド用ハンガ
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ーが附属品として購入したものとなります。 

問（13） 答弁なければ、質問させていただきます。 

65 ページ、２款１項 11 目の庁舎管理事業の本庁舎１階復旧業務っていうことで、火災による

庁舎の破損についての原状復旧ってことなんですけど、これいわゆるここレンタル、借りてる建

物になるんですよね。そうなってくると、この 77 万円っていうのはどのように積算されてこの

支払いに至ったのかっていうのがよく分かりません。入札とかもできないし、どうやってこの 77

万円にレンタルしたものについてはなるのかなっていうのが分かりませんのでそれを教えてい

ただきたいのと、あと米印で令和６年７月 16 から令和６年８月２日までに行った業務を含むっ

ていうことで、あえてこれを書かれてるもんですから、これよく分からないので教えてください。 

それから次のページの 66 ページ、２款１項 11 目の高浜市総合サービスの市有バス運行管理業

務について、これ多分随意契約かなと思うので、入札審査会における随意契約理由を教えていた

だけたらと思います。 

それから 67 ページの財産管理事業の駐車場管理業務委託、サンコート三高の駐車場管理って

ことなんですけど、サンコート三高のこれ多分駐車場っていうのは、上の住民の方の駐車場かな

と思うんですけど、それの確認で、それであればなぜ市がそこの駐車場の管理委託をするのかよ

く分からないなっていうのと、結局多分ここのサンコート三高の上に住んでる住宅の方の駐車料

金が市のほうのどこかには入ってると思うんですけど、それが入った金額よりこの委託料ってい

うのは上回ってるのかどうか、それに関する歳入どれぐらいあるのか、いわゆる市がこれを管理

して委託料払ってるメリットとかについても教えていただけたらと思います。とりあえずそこま

でお願いします。 

答（行政） 庁舎管理事業の修繕料 77 万についてでございますが、こちらは当時放火をされた

ということですとか、ちょっと荒々しいことがあったということで、当然消火には消火器を使い

まして、その後当然消火器の粉などが付着するものでございます。カーペットに血がついたり、

消火器の粉が舞っていたり、あとは排気口などにも消火器の粉がついているようなものでござい

ます。そういう清掃、復旧作業とあとカーペット当然血がついたりとか燃えてしまったりしてい

るもんですからそれの取替えも必要ということで、そういうカーペットの購入ですとかそういう

修理費用というところで 77 万となったものでございます。 

なお、米印につきましては、火災が発生いたしましたのが 7 月の 16 日でございます。ただ、

その日すぐに来てやっていただいたんですけれども、その 77 万円分についての契約が完了して
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いない場合でございましたが、緊急事態というところで緊急にやっていただいたものでございま

す。後から契約を行いましたものですから、ちょっと遡りましたということで米印で書いてある

ものでございます。 

続きまして、公用車管理事業につきまして随意契約の理由というところでございますが、７号

の時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときというとこ

ろで随意契約を出してございます。 

答（財務） サンコート三高の駐車場管理業務委託についてですが、高浜市が所有している駐車

場になります。平成８年からずっと同じような形態で愛知県住宅供給公社に業務委託という形を

取っております。主にサンコートの入居者の方が使われる駐車場であり、そもそも入居者の管理

だとかは県の住宅供給公社さんがされているということと、あとは地方住宅供給公社法に基づい

て公社さんは業務に付帯する業務を行うことができると定められているので、それもあって公社

さんに委託をしているということです。 

なお、管理業務の業務内容ですけども、駐車場の利用申込みの受付、使用許可、使用料の収納

とかを業務委託しておりますので、普段から入居者と接点のある公社さんに委託することのほう

が効率的であるというところです。 

続きまして、駐車場料金が幾らで、今回委託料が今 53 万 7,600 円となってまして、どういう

収支になってるかというところでございますが、この歳出の委託料は記載のとおり 53 万 7,600

円で、歳入については駐車場貸付収入として市の一般会計の収入で受けておりまして 576 万円の

収入となっております。 

問（13） 大和リースさんが結局カーペットとか消火器の粉とか清掃復旧にかかる費用がかかる

ことはよく分かるんですけど、この 77 万円に至った経緯っていうのがよく分からないのと、そ

れからこれ大和リースさん自体は何か火災保険とかそういうのに入っていてそういった対象と

かにはなっていなかったんでしょうか。もしなっているのであればそれも充てた上でのこの 77

万円なのか、そのあたりもよく分からないのでこの 77 万円に至ったっていうのがどういうふう

にするとこの金額で決まったのかっていうのがよく分からないので教えていただきたいのと、あ

と総合サービスの市バスの運行管理業務委託なんですが、７号随契ということで、そうなると市

の積算は幾らで計算してきたのかっていうところについても教えていただきたいと思います。と

りあえずそこまでお願いします。 

答（行政） 77 万に至った経緯といいますのは、至った経緯というかやはり作業をしていただい
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て様々な復旧作業やカーペットの取替え、カーペットの購入費用などがございまして、様々積み

上げた結果、77 万になったというものでございます。 

これは、特定個人の故意行為によるものでございまして、大和リースの火災保険は使えないと

いうことでございました。 

総合サービスさんの７号随契ということで、本当は幾らになるのかというところでございます

けれども、こちら今持ってはいないんですけれども、他社に運行を委託するよりはちょっと安い

よというようなことでございました。 

問（13） 今、積み上げたっておっしゃったんですけど積み上げるのはそれは積み上げるんです

けど、それはどちらが積み上げたものなのか分からないし、こっちが積み上げて大和リースさん

がいいですよって言ったのか、大和リースさんから示されてきたものなのか、それがよく分から

ないのかなっていうのと、今火災保険は使えないっていう話なんですけど、いわゆる損害を与え

た人に対する損害賠償請求とかそういうものはされなかったっていうことなんでしょうか。それ

か、もうしようにもできないような相手だったから、そこはもともとせずにいたとかそのあたり

もよく分からないので教えてください。 

それからページ変わって、69 ページ、２款１項 12 目のみんなでまちづくり事業の市民予算枠

事業の交付金についてお伺いしていきます。まず、この市民予算枠交付金っていうのが結局市民

と行政が協働したまちづくりの推進を図るってことなんですね。そういう中でそうした推進を図

るための予算なんですけど、この市民予算枠の予算枠全体についてはどのように決めてるのかな

っていうところが私よく分からなくって、これ算定方法と、あと予算枠の額これ決められてるん

ですかね。どういうふうに使われていたのかよく分からないので、そのあたりについてまず御説

明いただきたいなと思います。 

答（行政） 庁舎管理事業の放火事件への対応ということでございます。修繕料 77 万円につき

ましては、最終的に大和リース側からに示されたものでございますと、もう一点、故意行為によ

るというところで放火者に対して損害賠償請求はしていないのかというところでございますが、

こちらはれっきとした不法行為による損害賠償請求権の行使ということでございまして、可能で

あれば請求したいとは考えております。ただ、相手方の状態ですとか資力の状況、どなたか氏名

等につきまして警察からは捜査中であるという連絡があるのみでございまして、個人情報である

こともございまして行政グループで把握できていないということでございます。 

答（総合政策） 主要成果 69 ページの市民予算枠事業交付金の額の根拠というところでござい
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ますが、こちら、昔は個人市民税の５％以内というような考え方があったんですが、こちらがい

ろいろ５％もなかなか使わないということがありましたので、考え方を予算の範囲内ということ

に変えて、もう５％というのはなくしていったというところがございます。結局今あるこの 4,200

万何がしの根拠でございますが、こちらにつきましては例年厳しい財政状況でございますので、

実績に基づいて前年度の実績を超えないような金額になるようにということで設定をして地域

にも説明をさせていただいているというところでございます。 

問（13） 予算の範囲内っていうのがよく分からなかったんで、ちょっとそこをもう少し分かり

やすく説明していただけたらと思います。 

それから先ほど言ったように、市民と行政が協働するっていうことになると、どっかの部署の

担当を決めて多分協働をしてきたのかなと思うもんですから、もうこのまちづくりパートナーに

対するこの交付事業がどこの担当者になるのか、そこの担当者の方に私はお聞きしたいんですけ

ど、今回この市民予算枠事業をあえて使うっていうことに対する、まず公益目的、それから協働

してきた内容、それから費用対効果、この３つについて各その協働してきたところをそれぞれお

答えいただけたらと思いますお願いします。 

答（総合政策） 69 ページ、市民予算枠事業交付金の額のところでございますが、ちょっと分か

りづらい説明で申し訳ないですが、前年度実績をベースに金額を決めているということになりま

す。 

次に、まちづくりパートナーというところで総合政策グループもパートナーになっている団体

がございます。こちらの表で言いますと、高浜（まち）づくり市民会議、トレイディングケア、 

あとは一番下の若者応援版が総合政策グループがパートナーになっているというところでござ

いますが、こちら高浜（まち）づくり市民会議さんにつきましては、いろいろＰＲとかそういっ

たようなところ我々も一緒になってさせていただいております。ここは今アニメーションの制作

を通じて子供、若者の成長を、体験を通じて応援をしているというところで、こちらにつきまし

ては、そういった若者の成長というところで非常に我々も子供、若者については声を聞きたいと

か、それから市政になるべく関心を持ってもらいたい、そういったようなところございますので、

公益性を感じてパートナーとして、そういったワークショップの支援をしているというようなと

ころで効果があるのかなと感じているところでございます。 

また、トレイディングケア（多文化つながる事業）につきましては、こちら総合政策が多文化

共生事業も所管をしてございます。今コミュニティセンターでは日本語教室とかそういったよう
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なところを一元化窓口というところで相談を受けていただいているところがございますが、もっ

と日本人の人たちとつながるための事業がこれは我々も必要と、日本人の意識を変えていくって

いうところも必要というところで、この事業の中で食を通じたそういった多文化交流の事業等々

がなされておりますので、そういったところイベントをやったりもするので会場の手配・調整だ

とかそういったところをなかなか分かりづらいところを我々のほうで支援をしているというよ

うなところでございます。 

また、若者応援版、神谷さんですが、こちらはやはり若い方、本当に行政と一緒にやって、や

りたいことはこういうことがあるんだけどどう動いたらいいか分からない、どう学校さんとか関

係機関にアプローチしたらいいか分からないということがほぼほぼですので、そういったところ

で我々の支援を、こうやったらいいんだよというような調整をさせていただいたりとか、この取

組自体をしっかりといろんなところに発信するのに御協力をさせていただく、この取組自体が高

浜の魅力を発信するという事業でしたので非常に公益性を感じて我々としても支援をしたいと

いうことでこちらに挙げてあるというようなところでございます。 

答（こども未来部） 共同推進型のパートナーの中で文化スポーツグループでたかはま歴史探検

隊のほう対応しております。こちらは、市民の方々がいろいろ歴史的なものを調査したりだとか

そういうところと市と一緒になって行って、それをまた市民の方に周知していく、そのような活

動を協働で行っております。 

答（総合政策） まちづくりパートナーになっている団体がもう一団体ありました。表の中ほど

三州瓦鬼師応援隊。こちらにつきましては、シン・鬼みちまつりの実施プラス子供たちへのラン

プシェード作りの事業というようなところで取り組んでいるというところでございます。高浜の

伝統文化、そういったものをしっかり子供たちに伝え、さらに市民に伝え、シン・鬼みちでさら

にそれを市外に発信していくそんなシティプロモーション的な要素が非常に強く、公益的なもの

であると感じておりますので、いろいろ学校との調整だったりとかＰＲ、各機関との調整という

ところで総合政策としても支援をさせていただいているというところでございます。 

答（こども育成） Sansyu-tacoba のサッカーを通じたまちづくり事業でございます。こちらは

いわゆる食育の一環としましてスポーツを実際にやられてる方に、児童に対してどのような食事

が適しているのかっていうものを管理栄養士を招いて講演会を開くというような事業と、またサ

ッカーを通じたということで、いわゆる放課後の居場所事業等でこの Sansyu-tacoba のサッカー

のクラブチームのメンバーが子供たちにボールに触れ合う機会を提供するというような形で事
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業のほう行っております。 

答（防災防犯） 防災防犯グループがパートナーとなっているものにつきましては、高浜の防災

を考える市民の会が小学生や中学生を対象に防災リーダーの養成、それから減災アカデミーの事

業を行っております。一般の市民につきましては市のほうで防災リーダー養成講座をやってます

が、小学校・中学生対象に地域の方が事業を立ち上げた経緯となっております。 

また、消防団もりあげ隊につきましても、市としましても消防団員確保のためにいろいろやっ

ておりますが、消防団ＯＢによる現役消防団への応援事業ということで団員確保につながる事業

を展開しております。 

答（都市政策部） 渡し場かもめ会が土木グループがパートナーとなっております。美しい海を

再びという事業で、海岸の清掃であったり、子供たちに海の生き物、過去の海がどうであったか

という教育を通じて自然の大切さ等を国土交通省の方々にも御協力いただいて、市とかもめ会と

でこういった活動事業を行っているものでございます。 

答（市民部） ナチュラルスクールランチアクション高浜ということで、ちょっと私も農園に行

ったことはあるんですけど、有機栽培とかあと子供たちに自然食を、有機栽培で育てた給食を届

けたいというような趣旨の下、農園で栽培をしておるというような事業でございまして、公益目

的とすると、自分たちが関わって子供たちにそういう給食を届けたいという趣旨でやっておるん

ですが、ちょっと細かいことは、すいません。申し訳ありません。 

問（13） あやともえんさんのあやともえん事業というのがこれ全然何か分からないし、どこが

協働されたんでしょうか。これ調書を見ると、結局団体解散しちゃったので３万 1,566 円のみ使

ったってことで、当初が 80 万円の事業だったんですよね。どんな事業だったのか、職員が関わ

りながら何で解散しちゃったのかなっていうことで、逆に言えばそういうところに交付金を出す

っていうことがこれ審査としてどうだったのかなっていうところにもつながると思うんですよ

ね。そういうところも含めて御答弁がなかったので教えてくださいっていうことと… 

委員長 では、まずそこを、あやともえん。 

答（健康推進） あやともえんの関係に関しましては、市民予算枠事業のほうで採択されました

が、実際に具体的に運営をする中であやともえん側のほうから、今後継続することが難しいとい

うことを申し出がございまして、その間何とか継続できる方法を模索いたしましたが、やはりで

きないということで解散届が提出され、それでこういった事態となっておりますのでよろしくお

願いいたします。 
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問（13） どういう事業をやりたかったのかっていうのが全然分かんなくって、あやともえん事

業って言われても全く分からないのと、あと、ここが途中で解散しちゃって結局返金があったっ

てことだと思うんですけど、その中でもスタッフの弁当代っていうことで食料品代を予算に計上

されてないものが計上されていたっていうこともあるので、これ非常に問題じゃないかと思うん

ですけど、そのあたりどういうことであったのかお答えいただけたらと思いますし、それから費

用対効果がやはりどのようにあるかっていうことで結局この事業がそこがやめたとしてもやは

り市として公益的目的があるならやっていかなきゃいけないぐらいの事業にならないといけな

いと思うんですけど、そういう意味でも例えば Sansyu-tacoba さん居場所事業やりましたよって

ことなんですけど、これについてはどこで何回どのような居場所をやったのかなっていうの全然

情報がそういうの上がってきてないので教えてほしいなと思いますし、それから先ほど部長は分

かんないって話で多分今担当がいないから分かんないんだろうなと思うんですけど、給食を届け

る目的で実際問題給食届けれてるのかどうかも分からないし、それから絵本でつなぐ高浜市の魅

力発信事業、これについてもどれぐらい絵本が出版っていうか自費出版したのかどうかもちょっ

とよく分からなくって、それが例えば図書館に出ましたよとか市内の小・中学校に出ましたよと

かそういう効果というか、子供たちが一生懸命見てましたとか具体的なエビデンスっていうか数

字は出なくてもやっぱり効果っていうのをはっきり示さないと、やはり交付金として出すってい

うことの、いわゆる公金を充てるということですので、しっかりそこは見ていかなきゃいけない

と思うんですけど、今聞いたところでお答えできるとこお答えいただきたいなと思いますけどい

かがでしょうか。 

答（副市長） 今、市民予算枠事業それぞれたくさんある事業の中でいわゆる事業の効果という

ことをおっしゃっております。当然、先ほどから各担当の部長、それからリーダーが説明してい

ますように、この事業は市民の方に審査委員になっていただいて、費用対効果も当然ながら基本

的にちゃんと聞いてヒアリングだとか実績等も踏まえて、それでこの交付金事業というのはやっ

ておるということがまず第一前提ですね。 

この事業それぞれ見ていただくと、それは端的に効果が出るものもあれば、防災リーダー養成

講座なんてずっとこうやっていただいてるんです、子供たちにね。そうなってきたときに、やっ

ぱり将来に長期にわたって効果が出てくるものもあるもんですから、端的にそれぞれの効果とい

うのがありますが、子供さんたちを絡めてやってることっていうのは非常に将来この高浜をしょ

っていただくために必ず効果はあるというふうに思っております。 
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問（13） 将来効果があるっていうのはそれはそれでいいと思うんですね。なので、例えば何年

後にこうなるからこういう目的がありますよっていう目的はやっぱりしっかり示していただい

て、その目的にどこまで達成したかっていうところはやはり職員の皆様が一緒にやってるわけだ

から把握できると思うので、そこをきちんと示していただかないと本当に公益的なのか、本当に

費用対効果があってそれが最終的に市民に還元されてるかっていうところは、これすごく厳しく

見ていかないといけないと思うんですね。ただ自分がこれをやりたいからお金つけてっていうだ

けであればそれは公益目的がないかもしれないし、本当にそれが目的を達成できるようなもので

はないかもしれないもんですから、そこはきちんと明確にすべきだと思いますので、特に途中、

今半ばで何年後ぐらいにこういう効果を、これ３年事業ですよね、たしか。なので、３年後には

こういう目的を達成するために現在こういう段階ですというところを示していただきたいなと

思いますので、特に先ほど聞いた件については、私多分一緒にやってるからお答えいただけると

思うので、お願いしたいなと思います。 

答（こども育成） まず子供たちにどのような機会でどこでやってるのかでございます。各小学

校の校庭を使っての指導ということで、たしか１回ないし２回を開催していただいてたというふ

うに覚えています。ちょっと手元に明確な資料がないので、うろ覚えで申し訳ないです。 

あと食育に関する講演会でございます。こちら４月の 14 日にたかぴあのメインアリーナを使

いまして講演会を行いまして、参加者が 175 名見えました。こちら内容としては、いわゆるスポ

ーツの栄養講座ということで、食事の質を考えるということで、負けない体をつくるとか、ばて

ない持久力をつくるとか運動後の栄養補給で疲労回復するにはどのような食材が適しているの

かということについての講演を行っております。 

答（総合政策） 若者応援版の絵本でつなぐ高浜市の魅力発信事業の効果の部分でございますが、

こちらにつきましては 450 冊絵本を作成をしております。シン・鬼みちまつりの際に配布したり

とか、市内の幼稚園・保育園で読み聞かせとかにも使ってもらえるといいなと思いまして、そち

らにも配布をさせていただきました。あと図書館、学校さんにも配布をさせていただきまして、

いろいろな人に見ていただいて、高浜の鬼あかり、鬼師さんたちのその想いみたいなものが子供

たちにしっかり伝わっていくといいなというようなところで、そういったところにも配布をさせ

ていただいているというところがございます。 

ただ、それが３年後にこの子たちがどうなるっていうのとこまでは目標がないですが、そんな

ような形で取り組んだのを支援したというところでございます。 
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答（市民部） ナチュラルスクールランチアクション高浜でございますが、子供が大好きな給食

ということで、自然栽培やオーガニックとか精製されていない栄養たっぷりなものを子供たちに

届けたらいいなというそういう思いで自分たちが農園を手がけていったという経緯でございま

して、ちょっと詳細につきましては後ほどまたグループリーダーのほうからお答えさせていただ

きます。 

答（健康推進） あやともえんでは、いろいろな障害を持った方とか相談事業を行っていくとい

う事業内容でございまして、いきなりいきいき広場の相談のほうに来る方は敷居が高いというこ

とで、実際の事業運営者の方の御自宅を開放して、そちらでいろいろな事業とかイベントをしつ

つ、裾野を広げていく中で将来的にというか、話を聞く中でその案件のうちの一部を市のほうに

また返していただいて、その子供たちに最も適した方向を一緒に検討していこうという内容の事

業を行っていこうと思っていたのですが、今回については事業者の方たち共同代表の方たちのお

考えの相違が発生してきたこともあって一旦解散をして、頂きました補助金を精算して返却をさ

せていただくという形でこのような形になっておりますのでよろしくお願いいたします。 

問（13） では、次に地域一括交付型についてお伺いします。これは小学校区ごとに出てるんで

すけど、やっぱりこれはどこにきちんとこの一括交付型のものを出したのかっていうのは多分そ

れぞれ分かってると思うので、団体名それから交付金額を教えていただきたいのと、あと結局返

還されて事業をされなくて返還されてたっていうのが私の調べだと３件ぐらいあるのかなと思

うんですけど、そちらについても理由を併せてお聞かせいただきたいと思います。 

答（総合政策） 69 ページ、地域一括交付型ですが、港小学校区につきましては、南部まちづく

り協議会に 466 万 2,000 円、おやじの会に 90 万 2,000 円。吉浜小学校区につきましては、吉浜

まちづくり協議会に 681 万 2,000 円、人形小路の会に、千円単位になってしまいますが、418 万

1,000 円。翼小学校区につきましては、翼まち協に 473 万 3,000 円、湯山クラブに 31 万 1,000 円、

飛翔（つばさ）の会に 30 万 4,000 円。高取小学校区につきましては全て高取まちづくり協議会

に交付ということで、723 万 2,000 円。端数がちょっとずれておりますが、高浜小学校区につき

ましては、高浜まちづくり協議会に 608 万 4,000 円、高小ＰＴＡに 50 万円というような形で交

付をさせていただいております。また、返還につきましては、いろいろな事業やっていく中で、

使い切らなかった分、余りが出た分というのもございます。そういった不用額分につきましては

全て返還をいただいているというような形になりますので、その積み上げというような形になっ

てございます。 
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問（13） 事業が中止になって返還されたものもあるようなんですけど、それ私の見間違いです

かね。例えば翼のテント村とかとうもろこし狩りとか書いてあったんですけど、事業が中止にな

ったっていうふうにお聞きをしておりますが、そのあたり違ってますかね。 

答（総合政策） 手元に細かいのがないので申し訳ないですが、今委員言われた翼のテント村な

どは中止ということもあって返還といったものもございます。 

問（13） 地域一括交付型ということで、それぞれのまち協にそれぞれお金が交付がされてるん

ですけど、やはりこれについても公益目的がしっかりないといけないのかなって思うと、とうも

ろこし狩りとかってどういう公益目的があるのかよく分かんないしっていうところがあって、そ

のあたり明確にしていただけたらと思います。後でお答えいただければいいです。 

70 ページの 2 款 1 項 12 目の地域日本語教室の推進ということでトレイディングケアさん、委

託内容が 602 万 1,500 円ということですが、この金額の積算はどのようにされてきたのか教えて

いただきたいと思います。 

それから、その下の多文化情報発信業務委託、ＳＮＳにおいて外国籍住民の生活に必要な情報

を多言語にて発信ということなんですけど、これ月４万 1,250 円、歳出があるのかなと思うんで

すけど、これ月に何回発信されていて、一つの事案について何か国語で発信されているのか教え

てください。 

71 ページの空き店舗等利用ということで、多文化コミュニティセンターの借上料だと思うんで

すけど 237 万 6,000 円。これが建物の持ち主さん、地主さんに直接支払ってたようなんですね、

帳票見ると。ところが同じくこの建物賃貸借契約の手数料っていうのを７万 1,280 円支払ってい

て、なぜかこれが手数料がその地主さんではなくって、不動産屋さんに払われてるんですけどそ

れはどういうお金なんでしょうか。 

答（総合政策 主幹） まず、地域日本語教育推進業務委託料、620 万 1,500 円の内訳を御説明

します。まず、事務作業者の賃金として 15 万円を 12 か月分ということで 180 万円、コーディネ

ート業務謝金ということで 157 万 9,200 円です。日本語の指導謝金ということで、254 万 6,500

円、作業補助等労務謝金ということで 10 万 800 円、教材購入費が 12 万 5,000 円。一般管理費と

して５万円を積算しておりまして、合計で 620 万 1,500 円というふうになります。 

続きまして、多言語動画の配信回数と５か国語というところなんですけども、配信回数につき

ましては毎月市の広報が発行された後に合わせてその広報から３つぐらい皆さんに知っていた

だきたい記事をピックアップさせていただいて、多言語動画を作っていただいて配信を１回して
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いただいております。５か国語につきましては、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、英語、

そしてやさしい日本語、この５つが５か国語になりますのでよろしくお願いしたいと思います。  

あと、建物の賃料の仲介手数料ということで７万幾らということですけども、こちらにつきま

しては、間に不動産屋さんに入っていただいて仲介をしていただいておりますので仲介手数料が

発生しておるということでございます。 

問（13） 市が土地とかを建物を借りるときって普通、直接そこの地主さんと交渉して契約する

っていうことなので、なぜ今回この仲介手数料がこの不動産屋さんにこの件だけ発生してるのか

よく分からないので御説明いただきたいなっていうのと、あとこのトレイディングケアさんの委

託内容のところでコーディネート何とかってよく分からなかったんですけど、そこの文言をもう

一回おっしゃっていただいて、内容について教えてください。 

答（総合政策 主幹） まず仲介手数料の部分につきましては、多文化共生コミュニティセンタ

ーを開設する際に物件いろいろ調べさせていただいたところで、やはり青木町というところ、一

番中心地にあるという場所で物件として一番いいというところを探していて、あと一緒にやって

いただける方とも一緒に相談をしながらというところでその物件を当たったときに不動産屋さ

んが仲介に入られているような物件だったということで、仲介に入っていただいて手数料を払い

ながら、地主さんとももちろんお話をさせていただくんですけども、間に入っていただきながら

のほうが交渉もスムーズというところがありましたので、令和３年から借りておりますけども、

ずっとそのような形でやらせていただいております。 

もう一点、日本語教育の内訳の中でコーディネート業務謝金のところにつきましては、コーデ

ィネートの部分につきましては、例えば子育てサロンをやっていただいたり、日本語教室の講師

としてやっていただくというところで、時給 3,200 円という県の単価があるんですけどもその単

価から算出させていただいて、教室を開く、もしくはサロンを開く時間を掛け合わせたものが 157

万 9,200 円になります。 

また、日本語指導謝金も同じような形になっておりますけども、子育てサロンだとか日本語教

室でコーディネート業務といって講師をやられる方のフォローをしていただくような形になり

ますが、そういった方を県の単価を用いて算出をさせていただいたところで 254 万 6,500 円とい

うふうになりますので、御理解いただければと思います。 

問（13） 仲介手数料ってよく契約のときに払うんですけど、ずっと毎年払ってきてたっていう

ことになるんですかね。どういうことなのか。契約はもっと前だったと思いますので、なぜ、ど
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ういう状況だったのかなっていうのと、あとトレイディングケアさんっていうのは、事業収益と

して市からの収益とは別に外国人技能実習生の紹介、報酬、管理等の事業収益っていうのがあっ

て、これが収益として入ってるんですよね。いわゆるだから外国人の技能実習生を受け入れるに

当たってのそういった事業費っていうのをもらってるんですけど、それとうちが払うお金のこの

すみ分けというか、どういうふうにされてるのかなと思うんですよね。これはこれでトレイディ

ングケアさんは別で日本語教室とかそういうことを別の場所でやっていて、技能実習生じゃない

人をここで受け入れてるってことなんですかね。どういうやり方をされるのかよく分からないの

で御説明をお願いしたいんですけど。 

答（総合政策 主幹） まず建物の仲介手数料の件につきましては、基本的には建物の更新、要

は１年ごとの契約をさせていただいておりますので、更新手数料って言い方が間違ってないのか

もしれないですけども、そういった形で１年ごとの契約ですのでそういった手数料をお支払いし

てるということで御理解いただければと思います。 

あと、先ほど多文化コミュニティセンターのお金のすみ分けの部分についてになるんですけど

も、トレイディングケアさんのほうで、今回の市から受託を受けている多文化共生コミュニティ

センターの事業というのが一つあるのと、もう一個別にトレイディングケアさんのほうでやられ

てる外国人の方を研修をしたりっていう事業が別々に分かれておりまして、我々としてはセンタ

ーの事業を委託しているということですみ分けをさせていただいてる。実習生の方とかそういっ

た外国技能者の方がセンターで何かっていうことはあまりないんですけども、基本的には。なの

で、センターはセンターの教室だったり一元化窓口みたいなところの施設の運営というところだ

けで、基本的にはすみ分けをさせていただいているように理解しておりますのでよろしくお願い

いたします。 

問（13） トレイディングケアさんは外国人技能実習生さんに対しては、それはそれで別のとこ

ろで、そういう人たちは受け入れて、全部日本語教室とか相談窓口とかいろいろされてるってい

うことで、それ以外の方についてはここの多文化共生センターで受け入れるっていうことになっ

てくるかと思うんですけど、そこで相談を受けたときに例えば市のこれはいきいき広場のここの

グループに行きなさいねとか、それからこれは市民窓口グループに行って相談したほうがいいよ

とか、その市へ相談をつなげた件数っていうのはどれぐらいあるんでしょうか。 

それから、71 ページのこども・若者会議の開催なんですけど、先ほどから内容を聞いてると、

アスクネットさんに 39 万円余で委託されてるんですけど、これ市の職員でできるんじゃないか
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なと思うんですけど、そのあたりの考えについて併せてお聞かせください。 

答（総合政策） 私のほうからは、こども・若者会議の部分について御回答させてもらいます。 

実際アスクネットさん、学習支援のステップの事業もやってるということでそういった子供、若

者に対する事業というのは非常にたけているのかなというのもあって一緒に委託をして我々も

入りながら事業を進めてまいりました。 

実際職員でできるんじゃないかと言われるとできるのかもしれませんが、そういったアスクネ

ットさん委託事業者の強みというのも今回、こども・若者会議をこういった形でやるのは初めて

でしたので、一緒にそういった委託してそのノウハウを我々も吸収しながらできたらなというこ

とで委託という形でやりました。 

ただ、やっぱりなかなか子供、若者に興味を持ってもらうということは非常に難しいなという

のは、やってみて実感をしたというところでございます。 

答（総合政策 主幹） 多文化共生コミュニティセンターの相談を市にどういうふうにつなげた

か、件数ということで御質問がありました。多文化共生コミュニティセンター自体の令和６年度

の相談件数をまずもって言いますと、大体内容別で１人の方が多数の相談があった場合も計上し

てますけども、そういった件数でいくと、約 7,500 件ほど相談がございます。大体それは基本的

に多いのは日本語教室、日本語が分からないというところが多くて、日本語教育の相談が大多数

を占めておりますが、先ほど委員おっしゃるとおり、相談があって、市役所のほうで手続がなか

なか難しくて書類が自分たちで書けないとか、そういったような相談も多々ありまして、センタ

ーのほうから市役所に先に電話を入れて、こういった方が来るので対応してくださいとか一緒に

書いてっていうことはよくあるみたいですけども、件数自体はちょっと今私のほうで把握はでき

ておりませんが、ただ月定例会でよく言われるのは、月に大体五、六件はありますよというふう

には言われていますので、積み重ねると大体 60 件から 70 件ぐらいになるのかなと、年間でとい

うことで御理解いただければと思います。 

問（13） やっぱりしっかり市につなげて連携を取ることが大事かなと思いますので、そのあた

り今後していただきたいなっていうのと、あと日本語教室とか見ると開催回数が 241 回で利用者

数が 3,135 回ってことは１回につき 10 人ちょっとなんですよね。これは把握してるか分かんな

いんですけど、先ほど技能実習生は別でっていう話だったもんですから、その技能実習生とは別

で日本に来て、多文化共生コミュニティセンターの利用の対象者っていうのは把握とかはされて

るんでしょうか。そのあたり人数とか世帯数でもいいので把握されていたら教えていただきたい
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のと、あと２款１項 12 目のふるさと応援交付金の交付っていうことで、11 団体に 82 万円という

ことなんですけど、先ほどから市民予算枠、これも先ほどあやともえんさんとかは返還をされて

るんですけど、計画に基づいて実施、実行するっていうのが実際のやり方なんですけど、これら

の交付金の額っていうのは、いわゆるふるさと応援寄附金でポンポンって入れられた額になるの

かなと思うんですけど、それの確認と、結局その交付金に対する計画っていうのはあるのかない

のか、そこの確認をしたいと思います。 

答（総合政策 主幹） 先ほど日本語教室の技能実習生のお話をされました。年間で、おっしゃ

るとおり、日本語教室に来られる方 3,135 人ということで、平日は１時間ほど日本語教室をやっ

ておりまして、土曜日はクラスを３つに分けた日本語教室２時間半ですけども今展開をしていた

だいて延べ人数でこういった人数になります。 

先ほどちょっと申し上げたその技能実習生、トレイディングケアさんが自分の団体として受け

入れられている方についてはすみ分けをさせていただいているというところになりまして、市内

で技能実習生がどれぐらいの人数がいて、その方たちがどのようにセンターを使っているかとい

うところは把握がしっかりできていないので大変恐縮なんですが、利用者自体はかなり増えてき

て、日本語教室かなり活用されておりますので今後ももう少しいろんな方に利用していただけれ

ばと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

答（総合政策） 主要成果 72 ページふるさと応援交付金の部分でございますが、まずこちらに

つきましては、委員言われるようにふるさと納税の際に何にこのふるさと応援納税額を使ってほ

しいですかという人の選定のところで、この各団体を選んだという方のものが経費とかを差し引

いた額がこの交付金の額として積み上がってくるというような形になります。 

また、どんな事業というところで、申請をいただくときに事業計画を出していただくんですけ

ども、大体既存で既に計画をされている部分の、先ほどもちょっとお話しましたが市民予算枠事

業で充てれない経費、例えば高浜まちづくり協議会さんで言えば、毎年冬の時期に運動会をやら

れるんですけども、そのパン食い競争用のパンをこれで買わせていただいてるよというような部

分があったりとかそういったような形で各団体さん使われているというようなところで把握を

しております。 

委員長 計画はあるのかないのか。 

答（総合政策） 計画はあります。 

問（13） ２款１項 12 目のざっくばらんなカフェ、こちらの費用は多分場所代と講師料かなと
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思うんですけど、そちらについても幾らかかったのか教えていただきたいのと、２款１項 12 目

の公共施設総合管理計画推進事業、推進本部会議、これが私はすごく重要だと思ってるんですけ

ど、これの回数、それから内容について６年度どうだったか教えてください。 

それから、75 ページ、２款１項 12 目のふるさと応援事業なんですけど、令和６年度の申込み

が多かった謝礼品は今回載ってるんですけど、新規の返礼品はなかったのかっていうことと、あ

と、返礼品、先ほどいろいろ金額言っていただいたんですけど、これ結局返礼品の合計額、市か

ら出すお金っていうのが実際幾らだったのかっていうのをしっかり把握したいと思いますので

お願いしたいと思います。 

それから、委託のふるさと応援事業支援業務委託。こちらの委託内容についても併せてお願い

します。 

答（総合政策） まず、主要成果説明書 73 ページのざっくばらんなカフェにつきましてですが、

こちらについて費用としましては、プレゼンターの方への謝礼ということで１万 2,000 円の支出

があったというところでございます。 

次に、ふるさと応援事業 75 ページでございますが、新規の謝礼品についてですがこちら上位

ということでありますが、新規の謝礼品についてもありますが、なかなかそれが選ばれるという

ところまで上位のところまでは来ていないというようなところで、ここにはないというようなと

ころでございます。 

この謝礼品の金額というところでございますが、謝礼品の金額につきましては基本的には寄附

額の 30％というものを目安にしております。ただ、年度の途中でそれを 25％ぐらいにしたかと

いうようなところがございます。ただ、30％というところで計算をいたしますと、今回ふるさと

応援寄附金が謝礼品だけの金額でいくと約 2,000万円ぐらいが謝礼品だけでかかっているという

ところでございます。 

次に、ふるさと応援事業支援業務委託の内容でございますが、大きく９つの業務を委託する費

用となってございます。１つ目はふるさと納税管理システムの提供に関する業務、２番目がふる

さと納税に係る寄附受付に関する業務、３番目が返礼品及びポータルサイトの管理に関する業務、

４点目が受領証明書等発行・発送に関する業務、５つ目が返礼品出荷依頼に関する業務、６点目

が寄附者対応に関する業務、７点目が配送業者への支払業務、８点目が返礼品提供事業者、返礼

品提供検討者との調整・サポートに関する業務、９個目がワンストップ特例の申告の制度に係る

受付業務というような形で、その９つの業務をこの中で委託をしているということになります。 
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答（財務） 公共施設総合管理計画推進本部会議の開催状況につきまして、令和６年度は６回開

催しております。うち４回につきましては公共施設推進プラン進捗状況の確認について、残りの

２回は次年度令和 7 年度の公共施設推進プラン、インフラ推進プラン、推進プランスケジュール

の策定についてでございます。 

問（13） 先ほどお答えいただいたふるさと応援事業支援業務委託、これは随意契約ですか。ど

ういう契約なのか教えてください。 

それから、新規の返礼品については今上位に入ってないってことなんですけど、上位に入って

いなくても何品目あったのかっていうことを教えていただきたいと思って御質問しました。 

それから、91 ページの窓口通訳業務委託、高浜市総合サービス。こちらは随意契約でされてる

んでしょうか。やはり通訳さんって貴重ですし、なるべく高浜市のことに精通されている方がや

っていただきたいなっていうところになると、やはり直営でやるっていうお考えもあったかと思

うんですけど、随意契約でされたっていう理由についてもお聞かせいただきたいと思います。 

答（総合政策） 主要成果 75 ページの支援業務委託でございますが、こちらにつきましては一

者随意契約となっております。こちらにつきましては「レジホーム」というシステムを使ってお

ります。それが扱えるのがこのシフトプラスのみというようなところになっておりますので、そ

ういった形で一者随契となっております。 

また、新規返礼品でございますが、令和６年度では新規返礼品として 33 品目、新たに返礼品

を増やしたというところがございます。その一押しですが、ソーラー充電式ＬＥＤ付きパーキン

グブロックとかあんクッキーボックスとか揚げパンというような、こういったところを一押しで

ラインナップしておりますので、よろしくお願いします。 

答（市民窓口） 窓口通訳業務の契約につきましては、随意契約で行っております。随意契約の

理由といたしましては、市役所窓口に関する豊富な知識と通訳経験が必要でありますが、長年の

経験から独自の責任を持って業務の遂行が可能であり、かつ必要な報告連絡も怠らないことから、

スピーディーな対応は市民サービスの向上につながっておりますので一者随契として行ってお

ります。 

問（13） 今の御説明だと、私は直営にしたほうがいいかと思いますのでそのあたり協議された

かどうか、協議の上だと思うんですけど、それをどのように判断されたのかっていうところがよ

く分からなかったのでお願いしたいのと、それから次の 92 ページ、２款１項 18 目防災活動事業

の委託料の地域防災ネットワーク支援業務委託、レスキューストックヤードさんなんですけど、
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236 万 3,697 円ということで 200 万円余なんですけど、委託内容が、防災講演会が１回と防災リ

ーダー向け研修会が１回、それから市職員向け研修会が３回ということで５回に対しての 200 万

ということで、各時間、何時間ぐらいの講演会であったのかっていうことと、そこに委託をされ

て向こうのスタッフ、どれぐらいの方が出てきて講演会運営されたのかなっていうところを教え

ていただきたいなっていうのをそれそれぞれお答えいただきたいなと思うのと、あと防災マップ

作成業務委託、株式会社オトヒメ、こちらについては随意契約かどうなのか、随意契約であれば

それについての理由についてお答えください。 

それから 93 ページに移りまして、工事請負費の先ほどから話に上がってる水防倉庫の撤去工

事なんですけど、こちらすごくちっちゃい建物なんですけど、これ坪当たり幾らになったのかっ

ていうのと、ここの土地が結果的にこれ市の土地なんですかね。そうなると跡地活用はどうなっ

てるのかなっていうところについても併せてお願いしたいと思います。 

答（市民窓口） 直営にする考えはないのかというお話です。これまでも品質が高い状況で対応

しておりますし、クレームもないことから継続をしていきたいと考えております。 

答（防災防犯） まず初めに、地域防災ネットワーク支援業務委託ですが、御質問のありました

ように委託内容としましては、防災講演会１回、防災リーダー向け研修会１回、市職員向け研修

会３回となっておりますが、大体一つの講演会につきましては２時間から３時間程度の時間とな

っております。委託の講師につきましては、講師お一人の場合もありますし、実は今年度につき

ましてはオンライン研修という形で石川県穴水町の職員さんも講演していただいておりますの

で、詳細については個別の時間と人数については講師がそのときに何人いたかっていうのは今資

料持ってませんが、総額として 236 万 3,000 円の決算となったものでございます。 

あと２点目の防災マップ作成業務委託ですが、こちらは随意契約ではなく入札を行っておりま

す。 

３点目の水防倉庫の撤去工事ですけども、平米単価３万 3,000 円で、土地につきましては港湾

の土地になっておりますので、市の土地ではございません。 

問（13） 97 ページの２款２項１目の市税賦課事業の委託料のところなんですけど、窓口業務委

託、総合サービス。これ多分例年どおりの一者随契かなと思うんですけど、そこがあってその後

に 102 ページのところも窓口業務委託ということで総合サービスに、こちら多分戸籍のほうだと

思うんですね。戸籍の関係の業務を総合サービスに委託をされているということで、それぞれこ

れだとこういう形式だとそれぞれにリーダーが必要ってなるんですよね、こういう委託方式。こ
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れが例えばそれぞれだとまたそれぞれのリーダーのいわゆる人件費もまた上乗せしなきゃいけ

なくなるので私はすごくもったいないかなと思ってるんですけど、そうなってくるとあえて委託

ではなくてやはりほぼ契約方式を変えたほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、そのあた

りの検討はされたかどうかについてお聞かせください。 

答（税務） 主要成果の 97 ページの窓口業務委託のところでございます。こちらにつきまして

今リーダーのお話が出てるんですけれども、あくまで見積書を徴収しましてそれに基づいたもの

となることと、あと直営でとお話があったんですけれども、先ほど、91 ページの市民相談事務事

業のところでもありましたが、品質が高いという点と、クレームというところもないことから継

続して委託をさせていただくっていうふうで考えております。 

問（13） それぞれ多分リーダーがいらっしゃるもんだから、そういう委託ではなくて、今会計

年度任用職員制度もできてるしっていうところで、そういうことは今のお話でいくと検討もしな

かったっていうことでよかったんですかね。 

答（市民窓口） 特に検討はしておりません。 

答（税務） 同様に検討はしておりません。 

委員長 ほかに。 

 

 質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、２款総務費についての質疑を打ち切ります。 

暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午後３時 21 分 

 再開 午後３時 35 分 

 

 

委員長 休憩前引き続き会議を開きます。 

３款 民生費 

委員長 質疑を許します。 

問（２） それでは主要施策成果説明書の 144 ページをお願いいたします。 
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認知症早期発見事業の（３）Ｊ－ＤＥＰＰスタディについてお聞きをしたいと思います。 

こちら事業目的といたしましては、認知機能検査、早期発見ということで、対象者にオンライ

ンで認知症検査を行って、結果に応じて受診を勧奨するということなんですけど、対象者 8,286

人に対して受験者数が 430 人、5.2％ということで非常にちょっと少ない数字の中で、さらに受

診につながったケースどれぐらいあるのかっていうのをまず教えていただきたいのと、続いて、

152 ページの重層的支援体制整備事業についてお願いをいたします。（３）の地域資源を活用した

プレイベントの開催ということで、こちら地域資源ということで、実際にこれ法人でありますと

か場所を活用してっていうところがあるんですけど、これを地域資源と捉えたところでもたらす

効果というか、そのあたりを一つ教えていただきたいと思います。 

もう一点、153 ページの地域共生型居場所づくり推進事業についてであります。 

こちらにつきましては、３点教えていただきたいんですけど、認定ＮＰＯ法人「全国こども食

堂支援センター・むすびえ」と連携協定を締結ということでありますが、主にこの締結内容をも

う少し詳しく教えていただきたいと思いますのと、実行委員会を立ち上げ、まぜこぜの居場所づ

くりに取り組むということで、委員会の委員構成、せっかく世代を超えて異世代交流、属性を超

えてっていうことをうたって見えますので、どういった世代が参加した、その世代構成について

教えていただきたいのと、もう一点、最後の（４）番の委員会主導で開催したプレイベント（案）

の発表ということであります。実際にこれどういった案が示されたのか、そのあたり教えてくだ

さい。まずは以上です。 

答（健康推進） 主要成果 144 ページのＪ－ＤＥＰＰスタディの御質問につきまして、こちらス

マートフォンを利用いたしまして、インターネットを介してセルフチェックをしていただいて、

受検をしていただいて、認知機能低下が認められた対象者に受診勧奨するという目的でございま

す。記載のとおり、対象者は、前期高齢者、後期高齢者 8,286 人に対して受検者 430 人というこ

とで 5.2％となっておりますが、受診勧奨を行いましたのは 224 人、52.1％になります。 

答（共生推進） ３点御質問いただいたかと思います。 

まず１点目、重層的支援体制整備事業におけるむすびえとの連携協定の締結内容でございます

が、ここに記載してあるほか、具体的には私たちの事業の取組に対しての助言、アドバイスとか

そういったものをここで行っていただいておりますし、またこういった実行委員会の開催に当た

りまして、そういうところの支援も行っていただいてるところでございます。 

２点目につきまして、委員の構成の部分かと思いますが、委員の構成につきましてはまちづく
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り協議会の方ですとか実際に子育てをされてる方ですとか、年齢層で申し上げますと 30 代から

60 代、70 代まで幅広く御参加をいただいているところでございます。前後しますが、地域支援

のプレイベントの御質問いただきましたが、プレイベントにつきましては、こういった居場所、

プレイベントから課題を抱える人を具体的に支援につなげることができないかというふうな目

的の下で開催をしております。実績としては特につながったことはございませんが、他方で地域

資源から課題を抱える人を行政とつなげた実績は１件ございました。このケースにつきましては、

今年度引き続き、取り組んでいるところでございます。 

最後、実行委員会における案の発表について御質問いただきましたが、今年度に入って実施を

いたしましたシルバー人材センター主催の焼きそば食堂で、シルバーさんがやる子ども食堂が一

つの例として挙げてございます。 

問（２） 引き続き、170 ページのひとり親家庭等生活支援事業の①、これ相談ということで生

活一般、それから児童、経済的支援、その他ということで、それぞれ５年度と比較すると母子家

庭及び寡婦についてものすごい数が増加しておりますが、この増加した要因もしくは特段、何か

施策を打ったのか、そのあたりを確認させていただきたいのと、171 ページ、みどり学園運営事

業についてであります。指定管理料ということで、指定管理料が増加する中で年間延べ利用者数

が減という形になっておりますが、この関係について詳しく説明をお願いいたします。 

答（介護障がい） 170 ページ、ひとり親家庭の相談支援ということですが、特段、６年度につ

いては、生活一般、特に最近多いのが離婚前相談というのが特に多くなっております。離婚する

際に気をつけること、あとは養育費の取決め等々の相談がこの一、二年、特に急増しております

ので、その関係の増が主な要因でございます。 

答（こども育成） みどり学園の年間の利用者数が減の理由でございます。こちら通園する児童

がいわゆる週２回の午前中の利用のほうが増えたっていうところの中で、トータルの利用人数と

いうものが減っているっていうところの中で、それに対して人件費については下げるということ

はできないっていう中で、いわゆる給与の上昇分を考慮した上で上昇しているという形になりま

す。 

問（５） それでは、主要成果説明書の 155 ページから 158 ページの５ページにかけて、価格高

騰重点支援給付金支給事業についてお聞きします。 

それぞれの対象に対しての最終的な給付率を教えてください。あと、この取組の中で感じた問

題点等ございましたら、差し支えない範囲で教えていただければと思います。 
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答（地域福祉 主幹） まず 155 ページの価格高騰重点支援給付金の給付率についてお答えいた

します。 

非課税世帯均等割のみ世帯合わせまして 89.29％になります。続いて 156 ページの給付金につ

いては、均等割のみ世帯が対象で給付率は 95.85％となります。続きまして 157 ページの上段、

繰越明許費分についてですが、合計で 98.12％、下段の現年度分につきましては、合計で 99.48％、

それから 158 ページの世帯に給付した分とこども加算合わせましてそれぞれ申し上げます。非課

税世帯分については、６年度給付率としまして 88.28％、こども加算分については 80.41％とな

ります。 

問題点につきましては、なかなか準備が進まない点、あとシステムがこれまで導入してやって

きたのですが、最後の給付金につきましては、システムの標準化に伴って人が足らないというこ

とで、システム対応ができなく苦労した部分だと思っております。 

問（６） 主要成果説明書 136 ページ、３款１項７目居宅介護支援対策事業の居宅介護支援券に

ついてお聞きします。 

支援券が使えるサービスは、紙オムツや尿取りパッドなど介護用品、褥瘡処置のための用品、

理美容サービスなど在宅における日常生活での要介護状態等の軽減、悪化の防止に使用できるも

のと理解しております。まずは、委託金額 1,744 万 7,868 円の内訳についてサービスごとの金額

を教えてください。 

また、今後はニーズに応じてサービス内容も変更していく必要があると思いますが、どのよう

な形でサービスの見直しを行うのか、また見直しに当たって課題があれば教えてください。 

答（介護障がい） 136 ページの居宅介護支援券でございますが、まず１点目の御質問いただき

ました委託金額の内訳につきまして、紙オムツや褥瘡処置などの介護用品が 1,158 万 1,100 円で、

次に理美容に関するものが 393 万 2,700 円、寝具洗濯乾燥については 11 万 3,600 円、あとは家

事援助や移動支援等々、こちらが 45 万 1,400 円で、その他こちらの社会福祉協議会のほうに委

託をしておりますので、その事務費として 136 万 9,068 円になります。 

２点目のニーズに応じて今後のサービスをどう考えていくかということでございますが、今年

度につきまして、次期の介護保険事業計画を作成するに当たって、ニーズ調査というのを行いま

す。その中の設問の中で、こういった支援券のサービスについてどういったニーズがあるのかと

いうのを把握をしていく予定でございます。またそれも踏まえて見直しを図るんですが、それに

よっての課題については、今現在支援券が利用できるお店が、指定事業者さんというふうに言っ
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ておるんですが、過去、人材不足等を理由に撤退するケースがございました。今後もしニーズの

高いメニューがあったとしても、それを実施できる事業者さんがいなければできないということ

になりますので、その事業者さんとのマッチングが鍵になるかなというふうに考えております。 

問（６） サービスの提供内容が事業所ごとにばらつきがあってはいけないと思ってます。現在

の指定事業者の数と事業者への説明はどのように行っていますでしょうか。 

答（介護障がい） 令和６年度末の数字になりますが、指定事業者数は 79 の事業者さんにお願

いをしております。今後、指定事業者さんが増えたとしても、今、委員おっしゃられるようにサ

ービスの取扱いにばらつきがあっては利用者さんに混乱を与えてしまいますので、今現在は、長

年サービス提供している事業者さんについても、サービス提供の注意事項ですとか、支援券の取

扱いについては毎年、書面にて配布をして注意喚起を図っております。また、合わせて指定事業

者さんからの問合せには都度対応しておりますので、今後もこういった対応を引き続き継続して

いきたいと考えております。 

問（７） ３点お聞きします。主要施策成果説明書の 125 ページ、３款１項３目（７）介護給付

費から、本市の障害福祉サービス給付費や障害児給付費は増加傾向にあり、財政を圧迫しており

ます。地域での生活支援や日中活動の場などに多くの費用がかかる一方、放課後等デイサービス

では利用日数が減っているにもかかわらず支給額が増えています。これらの増加要因は国の報酬

改定や加算の増加によるものなのか、市としてどのように分析されているのかお聞かせください。 

次に、132 ページ、３款１項５目の４高齢者等生活支援事業の（１）から（３）についてお伺

いします。（１）の利用者数、（２）の委託台数、（３）の登録者数はいずれも伸び悩んでいるよ

うに思うのですが、市としてはこれまでどのように周知を行ってこられたのか、またこれらの数

が伸び悩んだり減少した要因をどのように分析しているのかお聞かせください。一方で、サポー

ター登録数は増加しており、地域での支え合いの輪が広がってきたように感じますが、登録数を

増やしていくためにどのような取組をされたのか、また増加したことにより得られた効果があれ

ばお聞かせください。 

最後に 139 ページ、３款１項７目 13 の（１）介護人材確保・育成について、研修を受講した

事業所数と職員の参加人数を教えてください。また、介護技術や知識の底上げや事業所間の交流

を図ったと記載されていますが、研修を受けた事業所から実際にどのような変化や反応があった

のか、把握されていればお聞かせください。 

答（介護障がい） 125 ページ、３款１項３目の介護給付費についての御質問でございますが、
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先ほど増員の要因ということで、委員おっしゃられた国の報酬改定や加算の増加によるものなの

かというところですが、委員おっしゃるとおり、報酬改定と加算の増加によるものが主な増額の

要因となっております。 

３点目に御質問いただきました 139 ページの介護人材確保・育成について、研修は３つ挙げら

れておりますが、それぞれ、まずコーチング研修については８事業所 27 人、その次のアンガー

マネジメント研修については９事業所 25 人、管理者向け研修については 11 事業所 23 人の参加

をいただいております。 

続けての御質問で、実際にどういった変化や反応があったかというところなんですが、実際把

握はしておりませんが、こちら事業者さんの自主的な発案での研修でございまして任意の参加で

ございます。要するに、そちらに参加された方は意欲的な方だと思われますので、何かしらの収

穫があったのではないかというふうに考えております。 

答（福祉まるごと相談） 主要成果 132 ページの高齢者等生活支援事業についてお答えさせてい

ただきます。配食サービスが減少している要因でございますが、最近は民間の配食サービス事業

者も増えておりまして、きめ細やかなサービスが提供されております。そのため、民間の配食サ

ービスを選択される方が増えておりまして、市の配食サービスを利用される方が減少したのでは

ないかと考えております。 

緊急通報装置貸与事業では、携帯電話の普及、固定電話を持たない方が増えたことが減少要因

ではないかと考えております。 

続きまして、見守りネットワーク推進につきましては、事前登録と個人賠償責任保険加入者が

微減となっておりますが、自然減、あと施設入所による脱退数が増加したことが減少要因になっ

ております。 

続いて、どのような周知を行ってきたかという御質問ですが、配食サービスと緊急通報装置に

つきましては、主に独り暮らしの高齢者が対象となってくるサービスになりますので、ホームペ

ージや窓口案内だけではなくて、関わりのある地域の民生委員さんやケアマネージャーなどから

も御案内いただきまして、必要な方へ支援が届くように周知させていただいております。また、

見守りネットワークにおける事前登録、個人賠償保険におきましてもケアマネージャーや介護関

係者を通じて必要と思われる方に対して、その家族、本人さん、またはその家族に対してしっか

り周知をお願いさせていただいております。サポーターの登録につきましても、広報での周知や

イベント時にチラシを配布させていただくなどしまして広く啓発に努めております。サポーター
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登録者数は増加しておりますが、これは地域における支え合う機運の醸成につながっておると。

また、認知症に対する理解促進、一定の効果があったということで考えております。 

委員長 答弁。放課後デイサービス。 

答（介護障がい） 先ほど１点目の御質問ありました放課後デイサービスについては、先ほども

答弁ありますが、国の報酬加算の改定とあとは加算の増加によるものとして分析をしております。 

問（12） ３つの事業について伺います。 

まず一つ目が、主要成果 121 ページ、３款１項２目権利擁護推進事業で、③に令和６年度福祉

まるごと相談グループ相談状況が書かれておりますが、この令和６年度相談件数が前年度から

144 件増加しています。この増加の要因をどのように分析されているのか。特に高齢者や障害者

の相談が増えている背景について伺います。また相談件数の増加に伴い、職員の対応体制や関係

機関との調整に負担は生じていないか、また複数の分野にまたがるこのケースに対応する際の課

題や今後の改善点があればお聞かせください。 

２つ目 143 ページ、３款１項８目生活困窮者自立支援事業、（５）委託料の中の窓口通訳等業

務委託について伺います。令和５年度はポルトガル語通訳１人を週３日配置し、委託金額は約 212

万円でしたが、令和６年度は約 312 万円と増加しております。この増加の要因は勤務日数や対応

時間の拡大など体制面の変更によるものなのか、それとも委託単価の見直しなどによるものなの

か伺います。 

３つ目 179 ページ、３款３項２目生活保護事業について、地球温暖化の影響で猛暑日や熱帯夜

が増えてきておりますが、夏季の生活環境の確保がますます重要になっています。冬季加算はあ

るものの夏季には加算がなく、冷房使用などの電気代負担、これが生活に重くのしかかっている

実態があるのではないかと思います。 

伺いたいのが、生活保護世帯において夏場のこの電気代負担や熱中症などの健康面への影響に

ついてどのように把握されているのか、その上で夏季加算についてのお考えをお願いしたいと思

います。 

答（福祉まるごと相談） まるごと相談の増加の要因の理由としましては、高齢のほうが福祉相

談が前年度比で 58 件増えておりまして、緊急通報対応が 20 件増えたことが主な要因になってお

ります。 

障害のほうでは福祉相談、福祉支援で前年度比 60 件増加したことが主な要因になります。こ

の増加の要因、前年比で大きく増加した要因としましては福祉サービスの利用に関する相談、手
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続、支援、施設や医療機関への入退院、入退所支援がある方１人に対して、複数回、やはり対応

が必要になるケースもございますので、どうしても増減が大きくなってしまうというのが現状で

ございます。 

あと職員の負担というところですが、実際に一人の負担というのは確かに大きいものがござい

ます。ただ、協力しながら今、皆ベテランがそろっておりますので回っている状況ですが、今後

はいきいき広場全体、職員一人一人が意識して取り組んでいく、いろんなケースも取り組んでい

けるような体制をつくっていきたいというふうに今考えております。 

それで課題としましては、今言ったとおりで、１人に集中しないような体制づくりというのが

今後求められてくると思いますので、まるごと相談が全て支援調整するのではなくて、各グルー

プの担当が一人一人が意識を持って支援できるような体制づくりというのが今後課題になって

くるのではないかと考えております。 

答（地域福祉） 私のほうからは生活困窮者自立支援事業における窓口通訳の増加要因について

お答えをさせていただきます。100 万円ほど増加した要因につきましては、令和６年度より新た

にベトナム語の通訳を週に２回配置したことによる増加となっております。 

答（地域福祉 主幹） 生活保護事業の夏季加算についてお答えいたします。まず、国の基準に

定められておりますので夏季加算はございません。独自で導入ということも考えておりません。

また健康面での把握につきましては、ケースワーカーの訪問において確認することとしておりま

す。 

問（13） まず 114 ページ、３款１項２目の委託料の清掃委託の高浜市総合サービス。こちら随

契だと思いますので、そちらについての何号随契で細かい随契理由についても教えてください。  

それから、その下のマシンスタジオの運営委託についても多分これ随意契約になってるのかな

と思いますので、随意契約にした理由、それからこれ今回、2,851 万 9,301 円ということで、こ

ちらの金額になった経緯、随意契約に伴う見積りを今回したのかどうなのか、そのあたりについ

て経緯についてお聞かせください。先ほどの清掃委託についても随意契約であれば、金額の妥当

性についても御説明いただければと思います。 

それから、同じくいきいき広場の管理運営事業ということで、令和６年度に骨伝導集音器をた

しか買ったのかなと思うんですね。それに対して御記入がないのでよく分からないんですけど、

利用実績と利用対象者の実態調査のほうされたのかどうかについても併せてお聞かせください。 

答（地域福祉） 私のほうからは、いきいき広場管理運営事業における清掃委託料についてまず
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お答えをさせていただきます。 

こちらの清掃委託料については、随意契約で２号随契としております。理由といたしましては、

通常の清掃に加えまして、障害者の積極的な受入れ等を行っていただくことを念頭に、そのノウ

ハウを持ってる高浜市総合サービスと随意契約をさせていただいているところでございます。 

また、骨伝導集音のイヤホンにつきましての実績でございますが、現時点での使用実績はござ

いませんでした。また、そういった利用実態把握等については現時点で行ってはございません。 

答（健康推進） 主要成果 114 ページのマシンスタジオ運営委託につきまして、まず随契理由に

つきまして、こちらは地方自治法施行令の２号事由、性質または目的が競争入札に適さないとい

うことで、こちら相手方が受託者のほうが特定非営利活動法人たかはまスポーツクラブというこ

とで、地域住民により自主的、主体的に運営されているクラブとなっております。組織の性格や

これまでのマシンスタジオにおける運営実績も鑑みて運営を委託をさせていただいております。 

２点目の金額の妥当性につきまして、マシンスタジオ運営委託につきましては、西三河６市の

自治体を運営するトレーニングジムの状況を確認し、開館時間や委託料、受託業者などの調査を

行っています。その上で、本市の利用状況を確認し、効率的なマシンスタジオになるよう委託内

容の仕様を精査して、内部で積算を行いました。日曜日の閉館を含めて、開館時間を見直すなど

実際に近隣市で受託をしております業者からも予算見積りを取って、価格のほうも確認をしてお

ります。 

問（13） 今、マシンスタジオの業者見積りを取ったっていうことなんですけど、何社から取っ

たのかっていうことと、あと清掃委託のほうが金額の妥当性について御答弁がなくて、これにつ

いても見積りを取った上で市が積算されたのかどうかっていうところもお聞かせいただきたい

のと、あと障害者の受入れをしているっていうことでそれはすごくいいことかなと思うんですけ

ど、そうなった場合、逆に総合サービスさんっていうのは、どれぐらいその障害者の受入れとか

対応にたけているかよく分からないんですけど、市内には就労移行支援施設、事業所っていうの

がたくさんありまして、そういうところに委託をするっていうのも一つの案かと思うんですけど、

当初からもう総合サービス１本だよっていう感じでやられちゃったのかなと思うんですけど、ち

ょっと金額の妥当性についてはよく御説明がなかったので再度お尋ねしたいと思います。 

それから、３款１項３目の自立支援医療費、これ毎年聞いておりますけど、腎臓の血液透析を

されてる方が令和６年度は 48 名ということなんですけど、このうち、高浜豊田病院で透析され

ている方が何名いるかっていうことをお聞きしたいと思います。 
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答（地域福祉） 清掃委託の金額の妥当性について御答弁ができていませんでした。こちらにつ

きましても毎年度内容と仕様の見直しを必ず行っておりまして、業者、総合サービスのほうから

出された金額を踏まえて、実施の内容、実績状況を踏まえまして、打合せ等を重ねた上でのこの

金額となっておりますので、我々としては妥当性があるものというふうに考えてございます。 

あと清掃の就労の部分につきましては、現状、総合サービスさんは高浜市本庁舎のほうでも障

害をお持ちの方の就労の機会を与えた状況をつくっておられまして経験値は非常に豊富にある

ものと考えております。清掃業務プラス障害者の就労の受入れということで両面を併せ持つのが

総合サービスというふうに考えて委託をしてきておりますが、今後、当然そういった業者さんが

出てくる可能性を否定するわけではございませんので、そうした場合はその時点において考えて

まいりたいというふうに考えております。 

答（健康推進） マシンスタジオの積算の妥当性につきまして見積りを徴収しましたのは一社と

なりますが、もう一社、他市のほうで運営をしている業者のほうに内容等は確認をしております。 

答（介護障がい） 126 ページのじん臓（血液透析）でございますが、令和６年度末で 17 名の方

が御利用されていらっしゃいます。 

問（13） ほとんどが高豊じゃないってことで。 

134 ページ、３款１項６目の工事請負費、高浜南部老人憩の家の解体工事及び次のページの元

気高齢者応援事業の委託料の全世代楽習館の解体工事設計業務、こちら、まずごめんなさい、間

違えました。失礼しました。 

工事請負のこの南部老人憩の家の解体、こちらについては坪単価か平米単価は分かりませんけ

ど、結果的にこれ幾らになっているのかについてお聞かせください。 

それから全世代のほうの解体については、解体費用はこちらに載っていなくて設計業務なんで

すけど、これあえて設計と解体分けられてるのかなと思うんですけど、解体費はこれ載ってきて

ないんですけど、これはまだたしか繰越明許か何かで令和７年度に載ってくるっていうことでよ

ろしかったですかね。 

答（健康推進） 主要成果 134 ページの老人憩の家等管理運営事業で高浜南部老人憩の家の解体

工事費の坪単価につきまして、解体工事費が 660 万円で、坪数でいくと 20.6 坪になりますので、

約 32 万円となります。 

問（13） 138 ページの３款１項７目の工事請負費のケアハウス湯山安立外壁改修工事とケアハ

ウス湯山安立換気扇更新工事。これいずれもこの工事期間がすごく長いなと思っていて、特にケ
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アハウス湯山安立のほうが、私市民の方からも、何でこんな外壁の工事でいつまでも足場置いと

くのってすごい言われちゃって、足場代だけでもすごく高いんじゃないのという市民の方からの

声をいただいてるんですけど、工事期間これ両方すごく長くなってるんですけど、何かこれ理由

があるんでしょうか。ちょっとあまりにも工事期間が長いなっていうふうに思うので、教えてく

ださい。 

それから、141 ページの３款１項８目の生活困窮者自立支援事業の自立相談支援事業なんです

けど、これが委託とあと１件だけ会計年度任用職員、就労支援員ということで、そこがあえてそ

こだけ会計年度であとは委託になってるんですよね。これどこに委託しているのかということと、

なぜあえてこの辺委託なのかなっていうとこについてもお聞かせください。 

それから 143 ページの学習等支援事業業務委託、アスクネットさんの件なんですけど、これざ

っくりと１人当たり 32 万 1,026 円かかってるかなと思うんですよね、子供１人当たりに。確か

に生活困窮者とかの子供たちに対する支援は必要かなと思うんですけど、ちょっと金額の妥当性

について御説明いただきたいなと、どうしてこういう委託金額になったのかについて教えていた

だきたいなと思います。 

それから、その下の窓口通訳等業務委託で、こちらについても結局またこれ随意契約かなと思

うと、この人に対するリーダーみたいな方がまた必要になってくるかなと思うんですけど、どの

ように委託でされてるのか。多分外国籍の方の生活困窮の通訳っていうと、結局そこからいろん

なところにつないでいかなきゃいけないと思うと、なかなかこれ委託でやるともう偽装請負にな

りかねない部分がすごく出てくるかなと思うんですけど、そのあたりをどのようにこれ仕事され

てるのかな、あえて委託にしている理由についてもお聞かせいただきたいと思います。 

答（介護障がい） 138 ページのケアハウスの施設整備事業についてですが、一つ要因としては、

入居されている方がいらっしゃる状況の中での工事になりますので、そこのところを踏まえて少

し長くなっているのかなと。換気扇につきましては、居室の中の換気扇を 33 台更新しておりま

すので、そういった台数、あとは入居者の方がいらっしゃる状態の中でのというところでこの工

事期間になったんだろうと思われます。 

外壁改修工事については、途中ちょっと設計時には確認困難であったというところで一部追加

をしております。壁の水切りの部分のところが一部ちょっと必要が生じて、増工が生じておりま

すので、それも一つ要因なのかなと思われます。 

答（地域福祉） 私のほうから生活困窮者自立支援事業に関する３点の御質問いただいたかと思
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います。まず自立支援相談事業におきまして、会計年度任用職員と分けている何かの理由かとい

うことですが、すいません承知してませんので、また調べて改めて御回答させていただければと

思います。 

また２点目でございますが、学習支援事業に関する金額の妥当性の御質問であったかと思いま

すが、この金額その１人当たりの金額で割ると、おっしゃるとおり金額が高いようにも見えます

が、そこの金額だけで判断するものでは私たちはないと思っております。しかしながら、いつま

でも高くていいのかっていうところは当然ございますので、内容については毎年毎年、委託業者

等々、打合せをしながらなるべく抑えるようには努めているところでございます。また、合わせ

まして、窓口通訳の件でも御質問をいただきました。こちらについてもおっしゃるとおり随意契

約でございますが、現時点では随意契約から変える予定はございません。市役所の通訳同様、変

える予定は今のところしておりません。 

問（13） 139 ページの介護人材確保育成のところで、先ほど、例えば一番上の研修が実施日が

６年の９月 30 日、１日だけなのかなっていうところで、参加者が 27 人という御答弁がありまし

た。27 人で 11 万 2,000 円ということになっているので、この内訳について教えてください。そ

の下２つについても内訳について教えていただきたいのと、あと、さっきお話をしたこのアスク

ネットさん、これについては両業者と市が協議をしたのかなと思うんですけど、市としての積算

はしてないっていう理解でいいのかなっていうそこの確認もしたいのと、あと窓口通訳につきま

しては、やはり私はなるべく業務委託になっちゃうとそこで業務が完結しなきゃいけないってこ

となんですけど、やはり通訳を受けたいっていう人にとっては、いろんなところの窓口まで連れ

てっていただいてそこでもいろいろ話をする中で、ただ単に通訳をするだけではないところもや

はりいろんなフォローをしていただきたいなっていう思いもあるもんですから、やはりちょっと

今後は業務委託ではなくて協議していただけたらなっていうことなんですけど、そこはすいませ

ん、答えあってもなくてもいいんですけど。 

144 ページの３款１項９目の認知症早期発見事業の（１）の国立長寿医療研究センターと認知

症予防体制の構築に向けた定例会議っていうことなんですけど、予防体制の構築っていうことに

なると、それに対する計画っていうのがあるのかなって思うんですけど、それがどのようになっ

ているのか御説明いただきたいと思います。 

それから、162 ページの３款２項２目の委託料のところなんですけど、吉浜北部保育園の給食

調理業務、これも高浜市総合サービスに委託、多分随契かなと思うんですけど、随契理由につい
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て、何号随契なのか、それから随契の細かい理由についても、できれば入札審査会の随契理由に

ついて教えていただきたいなっていうのと、その下の修繕料なんですけど、吉浜北部保育園でス

チームコンベクション修理ってあるんですよね。ところがこれ 163 ページのほうの備品購入費の

ほうには、スチームコンベクション・ブラストチラーって書いてあって、これ一緒のものなのか

違うものなのかよく分からないんですけど、修理したけど駄目で買うことになったのか、そうい

う何か部分的な修理が必要だったのか、この調理器具のほうが一部分なのかちょっとこの辺がよ

く分からないので御説明いただきたいのと、あとその下の各所修理っていうことで排水管等とい

うことで 36 万 9,600 円ってあるんですけど、これもう前からずっと私言ってるんですけど、吉

北はもうとっくに大規模改修終わってたはずなので、大規模改修終わってればこの事業費は本来

必要なかったのかなと思うんですけど、そのあたりのお考えについてもお聞かせください。とり

あえずそこまでお願いします。 

答（こども育成） まず、給食の調理業務でございます。こちらは随契の理由としましては 167

条の２第２号のその随意契約に当たるものとして示させていただいております。こちらは、いわ

ゆる給食調理業務につきましては市内の従業員が多い総合サービスに受託することによって、社

員が市民が多い中で市民がいわゆる調理業務に対して思い入れと熱意を持って業務に携わって

いただくっていうところが多分に大きな理由になるかなとは思います。それは単純作業の業務と

いうものをいわゆる市内に他の事業所のない業務について総合サービスが受託していたってい

うのがそもそもの理由でございまして、従業員、市民として支払える委託料についても市内の雇

用の創出にもつながるということが大きな理由の一つと考えております。また、短時間勤務とか

も可能な限り対応するような形で市民のニーズに応じた就労の仕方等も総合サービスにおいて

ライフスタイルに合わせた雇用形態の実現をしているというところもある中で、いわゆる政策的

な理由にも合致するんじゃないかというふうに考えてございます。 

また、修繕料につきましては、スチームコンベクションの修理を行っております。こちらいわ

ゆる交換する前のスチームコンベクションが不調になりまして、それに対しての暫定的な部品交

換も行ってだましだまし使っていたのでございますが、こちら調理業務につきましては、壊れて

しまうと給食の調理に多大な影響を及ぼすというようなところの中で並行して新規の更新とし

て調理業務システムコンベクション及びブラストチラーというものを購入しております。 

修繕費等について各所修理っていうふうに挙げさせていただいておりますけれども、やはりも

ろもろの事情で今大規模改修のほうが遅れている中で、それによって生じてくる各所老朽化に伴
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う不具合等については随時対応していく必要があるということで挙げさせていただいておりま

す。 

答（健康推進） 主要成果 144 ページの認知症早期発見事業につきまして、まずこちら国立長寿

医療研究センターのほうと認知症予防体制の構築に向けた定例会議を実施しているということ

で、こちら平成 27 年度から協働で認知症予防のための検診、脳とからだの健康チェックや予防

プログラムの提供を実施し、認知症の予防体制の構築に向けた協働事業を継続しております。 

各種介入事業の結果を共有するために、おおむね１か月おきに定例会議を開催して、コグニ倶

楽部の実施状況や認知症の状況、ホコタッチの利用者の状況などを会議で分析を行って、エビデ

ンスのほうを収集しております。 

予防体制の構築にかかる計画はあるのかとの質問に対してはございませんが、脳とからだの健

康チェックをはじめ、J－ＤＥＰＰの研究など介入事業をすることは市単独の事業規模では大変

難しくて、様々な大規模研究に協力することで得られた知見を実際の計画、実装に向けて定例会

で検討しているという内容となっております。現時点ではいろいろな知見を集めている中で、具

体的にどういったことがどういった効果に結びつくかというのを調査している段階です。 

答（介護障がい） 主要成果 139 ページの研修事業についてですが、こちらの費用については講

師謝礼と会場使用料になります。詳細の内訳が今、手元にありませんので、どれで幾らというの

は今の段階では分かりません。 

答（地域福祉） まず先ほどの御質問で資料がないのでお答えがって話をさせていただいた就労

支援員を会計年度であえて分けてるっていうところでございますが、この就労支援員さんにつき

ましては、同じ方で生活保護の業務も実施をしていただいております。困窮と生活保護、非常に

関連性が深いところですから、そこを１人の方で連動して見ていただいてるっていうのも一つの

要因かと思いますが、また改めてお話させていただきます。 

合わせまして２点、御質問いただきましたアスクネットの学習支援業務の点でございますが、

市の積算をしていないんじゃないかって話ですが、最終的には業者の見積りを基に実施しており

ますが、最終見積りについても協議を重ねた上でいただいた見積りを基に市として金額を決めて

おるところでございます。 

また併せて通訳の御質問とか御意見をいただきましたが、一つその通訳でやるところ、直営で

やる雇用するメリットとして、委託ですと、休んだときに代替を用意してもらうんですが、直営

でやりますと余分にプラスして雇用しなければいけないというところも、そういったメリット、
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デメリットございますが、各グループ間とかをつなぐというその委員御指摘の部分もお考えとし

ては理解するところもございますので、今後の参考とさせていただきたいと思います。 

問（13） 介護障がいグループの件については、また後で調べてお伝えいただければと思います。 

165 ページの３款２項２目の保育環境改善等事業補助金、こちら保育所１施設に対しての補助

ということなんですけど、どこの保育所なのか、どのような内容だったのかについてお聞かせい

ただきたいのと、その下の保育所等給食費軽減対策事業費補助金なんですけど、こちらが多分私

立の保育所、認定こども園かなと思うんですね。いわゆる唯一の公立の保育園である吉浜北部保

育園はいわゆる今までも公会計方式みたいな感じでやってきたっていうことになると、吉北の公

費分っていうのが令和６年度は年間幾らで、それを子供１人当たりに割るとどれぐらい公費とし

て賄ってきたのかなっていうのを知りたいので、そこを教えてください。 

答（こども育成） まず、給食費の軽減対策の支援補助金の中で、吉北のいわゆる市がどれだけ

負担しとったのかっていう御質問だったかと思います。詳しい資料が手元には今ないんですけれ

ども、約 180 万から 200 万円ほどを負担していたっていうふうにたしか覚えてます。実際に市が

１人当たりに対して負担する金額が１食分の 285 円を超えていることから、今回、令和７年度に

おいて値上げをさせていただいているというふうになっております。 

あと、保育環境改善事業の補助金は、一度調べてお答えさせていただきます。 

問（13） 吉北に関しては結局１人当たり幾らだったのかっていうのを私はこれは明確にしてい

きたいと思ってますので、結局、公立の幼稚園が全然何も手当てがされなかったというところで

明確にしたいなと思います。 

それから、172 ページの３款２項３目の児童センター事業の児童センター維持管理業務委託、

あおみが丘コミュニティ、これ多分ＰＦＩ事業のＳＰＣに対する維持管理料で、いわゆる施設ご

との案分したものかなというふうに私は理解してるんですけど、そういうことで正しいのかって

いうのと、やはりこの業務に関しても私はあまりにももったいないなっていうのがあるので、特

に児童センターっていうのは、いわゆるエレベーターとかそういった機械類っていうのはあんま

りないのかなと思うんですよね、自動ドアとかあるのかもしれないんですけど。そういう面で市

が単独でやるっていうことも今後考えてほしいなっていうところも合わせて、これは面積案分で

よろしかったでしょうか、お聞きしたいと思います。 

176 ページ、３款２項３目の病後児保育事業、これ相変わらずゼロ人で、前から言ってるよう

にうち使いにくいって話をしてるんですけど、何か使いやすいような形、工夫をされたのかどう
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か、お聞かせください。 

答（こども育成） まず保育環境改善等の事業費の補助金につきましては、ひかりこども園の２

歳児の保育室の床の修繕と保育室照明器具のカバー付きのＬＥＤの交換で補助金のほうを支出

してございます。 

高浜児童センターの維持管理業務委託につきましては、委員御指摘のとおり、学校経営グルー

プ、文化スポーツグループ、こども育成グループで費用を案分しているものでございます。こち

ら、いわゆる維持管理内容に応じた形で割り振りをされているというふうにこちらとしては理解

しております。修繕とかも必要な修繕費等を割り振って予算のほうを積算しております。 

病後児保育につきましては、ここ３年の中で令和４年が１名、令和５年が４名で令和６年がゼ

ロということになっております。病後児、回復期にあるお子さんを集団の保育を行うことが困難

な児童に対して一時的な保育サービスを行う事業でございまして、いわゆる子ども・子育て支援

法の 14 事業の一つとして位置づけられているものでございます。こちら実際に預けることに対

して、預けるぐらいであるならば見たいというような保護者さんもいる中での利用の人数ってい

うふうに理解しておりますが、利用のサービスとしては問合せについて受けるような形では対応

しております。 

委員長 ほかに。 

 

質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、３款民生費についての質疑を打ち切ります。 

 

 

４款 衛生費 

委員長 質疑を許します。 

問（12） ２つの事業について伺います。 

主要成果 182 ページ、４款１項２目老人・成人保健事業に関して検診の受診率を上げるための

取組として、全ての対象者に個別での通知を行い検診の必要性を伝えているとのことでしたが、

その取組の成果として、検診の受診率や受診者数はどのように推移したのかお聞かせいただきた

いのと、あと高齢になると聞こえの低下が進み、生活の不便や人との交流にも影響が出てきます。
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検診の際に、この聞こえに関する相談などを受けたというケースは把握しているのか、また聴力

検査の必要性についてはどのように考えておられるのかお願いします。 

次に、199 ページ、４款２項１目廃棄物処理事業に関して、資源ごみ分別収集特別拠点の開設

日、これ毎月第２、第４日曜日の９時から 13 時となっておりますが、この開設日や時間の拡大

についてはどう検討されたか、今後どうされていくのかお願いします。 

答（経済環境） 資源ごみの特別拠点につきましては、地域の資源物回収拠点の見直しと合わせ

て、今後、検討していきたいと考えております。 

答（健康推進） ２点いただきました、まず１点目の聴力検査についてお答えさせてください。 

聞こえの相談は窓口のほうでは受けてはおりません。今後、聴力検査を行うかとの御質問なん

ですが、現在、財政状況が非常に厳しい中で限られた財源の中で教育、福祉、インフラ整備など

幅広い行政ニーズに対応していく必要があります。ですので、コロナウイルスのような災害感染

対応等でそういったものが必要な場合については優先的に設けていきたいなとは思ってはおり

ます。高齢者の方に聴力検査をする中で、高齢者検診は主に生活習慣病の早期発見、予防を目的

としておりますので、聴力検査は直接的には関係がないというところで、検診の範囲を拡大し過

ぎますと本来の目的がぼやけてしまうとか、実施のコストや手間が増えてしまうというところで、

現在は聴力検査を行うことを予定はしておりません。 

答（健康推進 主幹） 検診の受診率につきましては、本市が総合検診や成人ドック、182 ペー

ジのように、こういった検診は 20 歳以上の方という形で広い方々を対象にしておりますので受

診率としては把握をしておりません。しかし、がん検診につきましては、胃がん、肺がん、大腸

がん検診はまだまだ低い値ではありますが、国や県に比べますと受診率が高値を示しております

し、子宮、乳腺につきましても県に比べると高い数値を推移しておりますので、一定の効果があ

ると思っております。 

問（12） 聴力検査のところなんですけど、検査を実際にそこまでしないにしても、例えば問診

票にそういう項目を入れるとかそういったお考えはないかどうかお願いします。 

答（健康推進） 問診票に項目を入れるかというところについては、入れる予定はございません。

難聴等については本人や御家族が日常生活で気づきやすいというふうに考えておりますので、検

診のほうでスクリーニングを行わなくても、医療機関の受診のきっかけには聞こえの関係でつな

がっていくものと考えております。 

問（１） それでは２点お伺いいたします。 
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まず 190ページ、４款１項２目予防接種事業の中で、新型コロナウイルスの予防接種の件です。

これ対象者が 9,797 人うち、接種された方が 1,651 人ということで対象者の割には少ないのかな

という気もしております。加えて、今年も継続されるということで、今年は本人負担額が増える

ということになっておりますが、これ幾らから幾らに上がったのか教えていただきたい。 

そしてもう一点、197 ページ、カーボンニュートラル推進支援補助金、概要のほうの 54 ページ。

これ実施されておりまして、診断が８件、そして設備を７件変えられたということですが、これ

具体的にどんなものを変えられたのか、ＬＥＤなのか分かんないですけど、どういったものを変

えられたのかを教えてください。 

答（経済環境 主幹） 主要成果の 197 ページのカーボンニュートラルの推進支援補助金でござ

いますが、実際の設備更新でどんなものかっていう質問でありますけども、主にサービス業が冷

蔵庫だとかＬＥＤの更新と、あと製造業でいいますと、溶接機をこの設備更新で導入しておりま

す。 

答（健康推進） 主要成果 190 ページの新型コロナウイルスの予防接種の接種率等についての御

質問です。こちらに記載のあるとおり、令和６年度コロナウイルスの感染症の接種率でいきます

と 16.9％という形となっております。令和６年度につきましては、国の助成金１件当たり 8,300

円がございましたので、本人負担金としては 2,000 円という形でありました。 

今年度につきましてはこの国の助成金のほうがなくなりましたので、接種１回につき本人負担

金は 4,500 円となっております。 

問（13） では、同じく４款１項２目の新型コロナウイルスの予防接種についてお伺いしたいん

ですけど、６年度の定期接種に当たりまして医師会及び医療機関から受診券の配布について御意

見とかなかったのかっていうことについてお伺いしたいのと、それから健康被害、後遺症に関す

る相談件数、それから認定件数、これについてお聞かせいただきたいのと、結局この件数の公表

って今されてないと思うんですけど、なぜしないのかについても併せてお願いします。 

答（健康推進） 主要成果 181 ページの新型コロナウイルス感染症対策推進事業につきまして、

質問の回答順番が変わりますが、まず１点目、新型コロナウイルスワクチンの臨時接種による健

康被害、副反応につきましては、健康被害調査委員会を経て申請したのはこれまでに２件で、現

在まで認定されたのは２件という形になっております。今回のコロナワクチンの予診票の発送に

つきまして、高齢者インフルと同時発送をさせていただいております。こちらにつきまして、医

師会等からの意見がありましたかということなんですが、高浜市の医師会のほうに依頼をする場
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合は事前に医師会長のほうと打合せのほうを行っております。コロナワクチン接種の案内に際し

ては、送付予定の案内文や近隣市で実際に送付いたしました文書等もお示しをさせていただいて

専門的な御意見のほうをいただいております。一部の先生からは、コロナ接種の案内方法につい

て御意見をいただきましたが、実際に接種される方、発送 9,500 件強を送っておりますが、その

方から特には御意見はいただいておりません。 

健康被害につきまして公表しているかということにつきましては、特に広報、公式ホームペー

ジのほうでは公表はしておりません。公表していない理由といたしましては、特に国等から具体

的に公表の指針等がお示しされていないというのが一点、近隣の６市のほうとも情報交換をした

際に各自治体がまちまちであったというところで、あとは本市のようにまだ該当者が少ないよう

な場合は個人が特定されるおそれもあるのかなというところで、積極的には公表は控えておりま

す。ただし、予診票のほうで予防接種のお知らせをする際には、案内文の冒頭に注意書きとして

接種は強制ではないと、本人の意思に基づいて接種を受けていただくことを強調させていただい

ております。 

問（13） 今、２件申請があって２件認められたっていうことなんでしょうか。そうなると、相

談件数というのはもっと多いかなと思うので、相談件数どれぐらいあったのかなっていうのと、

あとやはりこの救済制度っていうことがなかなか市民の間に知れ渡っていないもんですから、そ

のあたりどのように考えるのかな、もっともっと救済制度、本当に私の周りでも苦しんでる方が

たくさん見えるので、救済制度のアナウンスっていうのをしっかりやったほうがいいのかなって

いうところと、あと一部の医療機関の先生から御意見いただいたってことですけど、どのような

御意見だったんでしょうか、教えてください。 

答（健康推進） ３点御質問いただいたかと思います。 

まず健康被害の相談につきましては、２か月ほど前の状態にはなりますけど、９名ほどの相談

がございました。一部の先生のほうから御意見をいただいたという御質問につきましては、内容

についてはこの場では公表することは控えさせてください。 

救済制度の周知につきましては、実際に接種される方の予防接種の案内文等を１人ずつ個別案

内をしております。そこの一番冒頭の目立つところに、接種は任意であるということと、その後

ろのほうには救済制度の説明を記載させていただいております。十分に内容のほうは周知をさせ

ていただいていると思っております。 

問（13） 192 ページの４款１項２目の妊娠出産包括支援事業の産後ケア事業費用助成。これ昨
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年度より約倍になってるので、何か新たな事業が拡大されたのか、要因について教えてください

っていうことと、194 ページの４款１項３目地域医療振興事業、これ毎年聞いておりますが、固

定資産税等の補助金、これが高豊分と旧分院分、幾らずつなのかっていうことと、あと毎年これ

聞いてますけど、透析の回数、それからリハビリの、これリハビリ不思議なんですよね、協定書

でリハビリをやるって書いてあるんですけど、病院のホームページ見るとリハビリをやってるの

かどうかっていうのが全然つかめてないもんですから、リハビリについてもどのような状況にな

ってるのか併せて教えてください。 

答（健康推進 主幹） 産後ケア事業の費用助成につきましての御質問かと思います。件数が増

えているのは、令和６年度より日帰り宿泊型に加えて訪問型を追加したためと思います。訪問型

22 件利用のうち 12 件ございます。 

答（健康推進） 主要成果 194 ページの地域医療振興事業の固定資産税等補助金についての御質

問からお答えさせてください。固定資産税の補助金につきましては、旧高浜分院分が 7,100 円、

高浜豊田病院の固定資産税が 2,701 万 500 円の合計 2,701 万 7,600 円となっております。 

そして、高豊病院の診療実績につきまして、こちらも昨年と同様になりますが、令和６年度の

ホームページに公表されておる資料からお答えさせていただきますと、透析の件数につきまして

は年間で 8,717 件、１日平均透析患者数は公表されておりません。しかし、登録患者数のほうは

30 名で満床となっておると伺っております。リハビリの件数につきましては、おっしゃられると

おり公表されていないため不明ではありますが、実際に高豊病院を利用されております入院、外

来を含め、整形、外科を診察、受診をされた方については、必要に応じてリハビリのほうを行っ

ております。 

問（13） たしか副市長が高豊の運営協議会が何かの委員をされてると思うんで、その辺が何か

把握できないっていうのはなかなかちょっと私には理解できないんですけど、今、透析、リハビ

リもどれぐらい件数があるのかっていうのもやっぱり把握すべきであるかなと思いますし、それ

に対しての補助金出してるわけですから。それから透析が 8,717 件で多分これ土日やってないの

かなと思うと、平日５日１日 40 件強ぐらいですかね、そうなると、単純に割ってですよ。そう

なってくると、結局、前から言ってるように、透析って朝昼晩って本来だったら３クールあるん

ですけど、結局 30 床ということは、午前中、午後の２クールぐらいしか今はやっていないって

いう理解でよろしかったでしょうかっていうところを確認取りたいと思います。 

それから 196 ページに移ります。４款１項４目、委託料、エコハウスの施設管理業務委託。こ
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れも高浜市総合サービス、委託の多分また随契かなと思うんですけど、随契理由、何号随契か、

それから随契の入札審の理由、それから金額の妥当性、どのようにこの金額に決めていたのかに

ついてお聞かせください。 

それから、200 ページの４款２項１目の窓口等業務委託の高浜市総合サービス株式会社。こち

らも委託内容が２つあるんですね、不法投棄ごみ処理に係る業務とごみの分け方・出し方の案内

業務と。これそれぞれ委託をしてるっていうことなんですかね、契約を結んでるっていうことな

んですかね。これちょっとよく分からないのと、なぜこれも、多分随契だと思うんですけど、随

契理由、それから入札審による随契理由も教えていただきたいですし、それから金額の妥当性に

ついても御説明お願いしたいと思います。 

答（健康推進） 主要成果 194 ページの関連で御質問をいただきました透析につきまして、おっ

しゃられるとおり、現時点では 30 名で満床ということで、２クールで行っております。ただ、

病院運営協議会のほうでこちらのベッド数を増やすと、近いうちに増やすということは聞いてお

ります。なお、透析や眼科につきましてもそれぞれ前年度より増えております。透析につきまし

ては、令和５年度 8,378 人で令和６年度が 8,717 人、眼科についても令和５年が 5,747 人、令和

６年が 5,802 人ということと、また入院に関する病床の稼働率のほうも 90％以上という報告も受

けております。 

答（経済環境） まず高浜エコハウスの施設管理業務委託料でございますが、こちらは一者随契

でございまして、地方自治法施行令第 167 条の２第７号で他社と比べて著しく有効な価格で契約

できるということでございますが、参考見積りをほかの事業所からいただきまして６割程度の金

額であったということでございます。 

続きまして、200 ページの窓口業務委託でございますが、２つの業務を別々に委託しているの

かということでございますが、こちらは１本の業務として契約をしておるものでございます。こ

ちらも一者随契をしておりまして、先ほどと同様な理由で 167 条の２第１項第７号で著しく有効

な価格で契約できるということでほかの事業者さんの見積りと比較して６割程度ということで

確認をしておりますので、見積りを参考に金額の妥当性というところは判断をさせていただいて

おるということでございます。 

問（13） エコハウスの施設管理業務委託っていうのは、エコハウスは一部分に今、商工会さん

が入ってるんですよね。商工会さんの業務と合わせてそういうところに委託して、ついでに、つ

いでにっていう言い方がいいかどうか分かんないけど、一緒にやっていただくっていう方法も一
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つあると思うんですけど、そういった協議とかはなかったんでしょうか。 

答（経済環境） 具体的に商工会と協議をしているということではございませんが、委員おっし

ゃるというような選択肢はあろうかとは思います。ただ、相手方の受ける受けないというところ

の問題はあろうかなと思いますので、追ってまた商工会さんとはそういった相談もできればと思

います。 

問（11） 一つだけ、お伺いいたします。 

199 ページ、４款２項１目ごみ処理・リサイクル推進費っていうところで、ごみ分別収集事業

支援報償金であります。その中に拠点が 122 拠点あるということで今見させていただいておりま

す。これ２款で聞いたほうがよかったかもしれませんけども、今現在、移動式の防犯カメラを使

って、名目は公園の防犯のために設置するという名目だったと思いますけども、それを設置して

悪質な資源ごみの不法投棄を監視して、啓蒙活動をするというようなことを町内会員が貸出しを

お願いして今やってると思いますけども、その目的と、実際その利用結果としてどういう結果が

出ているのか、今後どういう目的でそれを使ってったらいいのか、あるいは写り込んだ人への配

慮といいますか、そういうもの、それから見つけた場合の今後の対策というのは今後どうしてい

くのか、お伺いしたいと思います。 

答（経済環境） 主要成果のほうには掲載がしておりませんでしたが、４款２項１目のごみ処理・

リサイクル推進費のほうで、令和６年度に不法投棄等の対策監視カメラを３台購入をしておりま

すので、２款のほうではなくて、４款のほうでカメラを購入しておるということでございます。 

定期的に町内会さんからの御要望いただきまして、２週間程度を一つの目安として御希望のと

ころに監視カメラを設置はしておりますけれども、なかなか抑止力という意味合いが強く、実際

にその映像を分析して、個人を特定してその方に直接指導するということは非常に難しいような

状況でございますので、現時点では今後も含めましてカメラがあることでそういった行動を抑止

していくというような抑止力というような意味合いで活用していきたいと考えております。 

委員長 ほかに。 

 

質疑なし 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、４款衛生費についての質疑を打ち切ります。 

お諮りいたします。 



97 

審査の途中ですが、本日の審査はこれをもって打ち切りとし、明日９日、午前 10 時より再開

いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、本日の審査はこれをもって打ち切り、９日、午前 10 時より再開い

たします。 

本日は、これにて散会いたします。 

 

委員長挨拶 

 

散会 午後４時 57 分 

 

 

 

 


